
はじめに 
	 公的統計における民間事業者の活用の進展のなかで、一般社団法人日本マーケティン

グ・リサーチ協会は、公的統計調査業務を受注する民間事業者の立場から自らの体制整備

を図り、かつ各府省等の発注諸機関との相互理解を推進し、協力体制を確立することを目

指して、2008 年 4 月に「公的統計基盤整備委員会」を設置し、活動を開始した。当委員会

は、設立以降の 10 年間、公的統計調査業務の受け皿となる民間調査会社の体制と調査イン

フラの整備促進に向けた支援を行うと共に、府省の統計所管部署をはじめとする関係機関

に対して、民間調査会社の実態と意向を伝え、設立目的である｢公的統計調査業務における

民間調査会社の円滑な活用｣の達成に向けた活動を行ってきた。 
本年度も市場動向分析小委員会、ガイドライン推進小委員会、資格制度推進小委員会を

教育カリキュラム検討小委員会に名称変更して、前年度に引き続き 3 つの小委員会を設置

して、専門的な見地から研究、検討を加え、公的統計の基盤整備に資する状況分析と課題

のとりまとめを行った。当レポートでは、当委員会や各小委員会の活動内容を報告すると

共に、当委員会の 10 年間の活動の総括とこれからの活動に向けた提言を行う。 
当委員会の設立当初は、主として公的統計の入札と受託業務の遂行について、民間事業

者の立場から意見を表明する活動を行うと共に、公的統計における民間の市場形成に寄与

するべく、入札・受託業務遂行の問題点と改善の手懸かりを民間事業者に周知する活動も

実施してきた。近年では、当委員会の活動が一定の認知を得たためか、公的統計に関係す

る各府省・委員会などから当委員会に対して意見表明・交換の場を与えられるようになっ

た。学会などからも、調査に携わる人々の資格制度の確立やＩＳＯ20252 の公的統計への

適用についての研究への協力も求められるようになった。これらのことを当委員会のこれ

からの活動の励みとすると共に、このような機会を与えてくださった各府省・委員会、学

会などの関係諸機関の方々に対して感謝の意を表したい。当委員会は、引き続き公的統計

の発展を目指して、活動を強化していく所存である。関係各位には、今後もさらなるご指

導を賜るようお願い申し上げる。 
なお、当委員会立ち上げ当初から副委員長として委員会活動を牽引し、後に顧問として

諸問題の解決に参与していただいた岩間伸之氏と、代表幹事として委員会活動を支えてい

ただいた髙島美保氏が退任された。委員会を代表して、ご両所に深甚なる謝意を表す。 
 
2018 年 5 月	 

公的統計基盤整備委員会	 

委員長	 中山	 厚穂(2018 年 3 月まで)	 

大竹	 延幸(2018 年 4 月から)	 
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第 1 章	 公的統計基盤整備委員会の概要	 

1.1	 委員会設立の経緯	 

2007 年 5 月、60 年ぶりに統計法が改正され、これに基づいて 2007 年 10 月に新たに

統計委員会が発足し、日本の公的統計の計画的、体系的な整備の検討がスタートした。

統計委員会は、2009 年度から 5 年間で実施する公的統計の計画的、体系的整備の施策を

｢公的統計の整備に関する基本的な計画(以下、『基本計画』という)｣として策定し、2009

年 3 月に閣議決定となった。	 

｢基本計画｣では、厳しい財政状況の下、新規の統計作成ニーズに対応していくために

は、民間事業者を一層積極的かつ効果的に活用する必要性があると指摘しており、こう

した期待と要請に応えていくため、一般社団法人日本マーケティング･リサーチ協会(以

下、｢ＪＭＲＡ｣という)では幅広く他の業種・業態の企業、団体に参加を呼びかけて、

2008 年 4 月にＪＭＲＡ内の委員会組織として公的統計基盤整備委員会(以下、｢当委員

会｣という)を設立した。	 

	 

1.2	 委員会の目的	 

当委員会は、公的統計調査業務に対応できる民間調査会社としての体制・基盤整備に

取り組むと共に、府省をはじめとする関係機関や学識者に民間調査会社の実態と意向を

正しく伝え、官民相互の理解と協力の下、公的統計調査業務における民間調査会社の活

用が円滑に推進されることを目指す。	 

また、ＪＭＲＡとしては委員会活動を通して、関係各府省の統計主管部署をはじめと

する官界や学識者との良好な信頼関係を構築し、公的統計調査業務を通して｢官･学･民｣

の連携や友好関係がより一層深まることを目指す。	 

	 

1.3	 委員会の構成	 

1.3.1	 参加企業及び委員	 

当委員会は 14 社 2 大学 4 個人会員で構成し、委員 26 名と事務局員 2 名で運営した。	 

	 

(株)インテージ	 土屋	 	 薫	 	 

(株)インテージリサーチ	 鋤柄	 	 卓也	 	 

(株)ＳＲＤアソシエイツ	 南條	 	 晃一	 	 

個人会員	 飯田	 	 房男	 	 

個人会員	 岩間	 	 伸之	 	 

個人会員	 小須田	 巌	 	 

個人会員	 武井	 	 雅	 	 

(株)サーベイリサーチセンター	 岩崎	 	 雅宏	 	 

(株)サーベイリサーチセンター	 齋藤	 	 禎彦	 	 

(株)サーベイリサーチセンター	 高輪	 	 哲誉	 	 

首都大学東京大学院社会科学研究科	 中山	 	 厚穂	 (2018 年 3 月まで)	 
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(一社)新情報センター	 平栗	 	 紀生	 	 

(一社)中央調査社	 山中	 	 博司	 	 

(株)東京サーベイ・リサーチ	 芦川	 	 勝彦	 	 

日本大学大学院新聞学研究科	 島崎	 	 哲彦	 	 

(株)日経リサーチ	 深井	 	 潔	 	 	 

(株)日本リサーチセンター	 髙島	 	 美保	 (2018 年 3 月まで)	 

(株)日本リサーチセンター	 中村	 	 英夫	 (2018 年 4 月から)	 

(株)日本リサーチセンター	 吉田	 	 佳子	 	 

(株)ビデオリサーチ	 朝倉	 	 真粧美	 	 

(株)ビデオリサーチ	 森	 	 	 正実	 	 

(株)マーケッティング・サービス	 大竹	 	 延幸	 	 

(株)マーケッティング・サービス	 櫻井	 	 由紀	 

(株)マーシュ	 里村	 	 雅幸	 	 

(一社)輿論科学協会	 井田	 	 潤治	 	 

(株)三菱総合研究所	 保坂	 	 孝信	 	 

ＪＭＲＡ	 中路	 	 達也	 	 

ＪＭＲＡ	 上杉	 	 公志	 (2018 年 2 月まで)	 

 
1.3.2	 組織体制	 

当委員会は常設とし、以下の組織体制で運営した。	 

(1)	 全体会議	 

全体会議は全委員が参加する会議とし、2017 年 7 月より月例で開催した。全体会議で

は各月の活動状況の報告と幹事会で検討された事案についての承認を行った。	 

	 

(2)	 幹事会	 

幹事会は委員の中から選出した以下のメンバーが参加し、2017 年 6 月より月例で開催

した。幹事会では当委員会の 1 年間の活動方針や具体的な取り組み内容、各月の活動報

告と活動上の課題解消についての検討を行った。	 

	 

担当理事	 大竹	 延幸	 (株)マーケッティング・サービス	 

	 (2018 年 4 月より委員長を兼任)	 

顧	 	 問	 島崎	 哲彦	 日本大学大学院新聞学研究科	 

顧	 	 問	 岩間	 伸之	 個人会員	 

委	 員	 長	 中山	 厚穂	 首都大学東京大学院社会科学研究科	 

	 (2018 年 3 月まで)	 

代表幹事	 齋藤	 禎彦	 (株)サーベイリサーチセンター	 

代表幹事	 土屋	 薫	 (株)インテージ	 
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代表幹事	 深井	 潔	 (株)日経リサーチ	 

代表幹事	 髙島	 美保	 (株)日本リサーチセンター	 

	 (2018 年 3 月まで、2018 年 4 月より中村	 英夫)	 

幹	 	 事	 鋤柄	 卓也	 (株)インテージリサーチ	 

幹	 	 事	 井田	 潤治	 (一社)輿論科学協会	 

幹	 	 事	 芦川	 勝彦	 (株)東京サーベイ・リサーチ	 

幹	 	 事	 森	 	 正実	 (株)ビデオリサーチ	 

幹	 	 事	 岩崎	 雅宏	 (株)サーベイリサーチセンター	 

幹	 	 事	 山中	 博司	 (一社)中央調査社	 

事	 務	 局	 中路	 達也	 ＪＭＲＡ	 

事	 務	 局	 上杉	 公志	 ＪＭＲＡ	 

	 (2018 年 2 月まで)	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 	 

u 委員会の運営責任	 
u 活動方針の素案を作成	 
u 活動に必要な人材の確保と円滑な運営の検討	 
u 関係機関、各府省統計主管部署等との日常的なコンタクト、窓口対応	 
u 基調講演の企画、開催	 
u 関係機関等主催の研究会、委員会及び意見交換会への参加	 
u 各府省等から求められる意見招請等に対応しての原案作成と協会手続きを経た上
での意見書(パブリックコメント)提出	 

u 各府省等からの調査依頼や案内等に関する会員社への広報の承認	 
u 統計委員会、官民競争入札等監理委員会の傍聴	 
u 委員会活動報告書｢年次レポート｣の責任編集	 

幹事会の役割	 
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(3)	 小委員会	 

当委員会の体制には専門的な見地から、具体的な課題に対する研究や検討を行う組織

として、以下の 3 つの小委員会を設置した。	 

	 

①	 市場動向分析小委員会(リーダー：鋤柄委員、サブリーダー：森委員)	 

民間委託を行っている官公庁の担当者に向けた｢官公庁調査の民間委託に関するおう

かがい｣の企画・実施、2017 年度民間調査会社を活用した統計調査一覧の作成、及び小

委員会の 10 年間の活動成果をとりまとめたレポートの作成等を行った。	 

②	 ガイドライン推進小委員会(リーダー：井田委員、サブリーダー：岩崎委員)	 

第Ⅲ期基本計画案のパブリックコメントへの対応、及び小委員会の 10 年間の活動成

果をとりまとめたレポートの作成等を行った。	 

③	 教育カリキュラム検討小委員会(リーダー：芦川委員、サブリーダー：山中委員)	 

ＪＭＲＡ会員社に対する統計調査士・専門統計調査士の理解促進と多方面への周知広

報を行うと共に、統計調査士・専門統計調査士受験対策講座 4 期目の企画・開催、及び

包括的なリサーチャーカリキュラムの検討を行った。	 
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第 2 章	 公的統計基盤整備委員会の活動(全体)	 

2.1	 委員会の開催	 

当委員会は 2017 年 6 月から 2018 年 5 月を 2017 年度の活動期間とし、月例にて全体

会議及び小委員会を計 10 回(6、8 月は休会)、幹事会を計 11 回(8 月休会)開催した。各

会議は同日に開催し、｢幹事会｣｢全体会議｣｢小委員会｣の順に行った。	 

幹事会は第 1 回目の会議で 1 年間の活動方針や具体的な取り組み内容を検討し、第 2

回以降の会議で各委員の活動状況や課題の報告、課題解決に向けた検討の場とした。全

体会議は府省とのコンタクト状況、公的統計調査における府省の動向、各小員会の活動

状況、関連団体及び学会の動向等について担当委員による報告の場とし、全委員でその

報告内容を共有した。また幹事会で検討した事案についての承認は、全体会議で行った。

小委員会は｢市場動向分析｣｢ガイドライン推進｣｢教育カリキュラム検討｣の 3つの小委員

会を設置し、専門的な見地から具体的な課題に対する研究や検討を行った。	 

	 

2.2	 府省とのコンタクト状況	 

2.2.1	 関係各府省等への表敬訪問	 

当委員会の活動の一環として、委員会の年間活動を取りまとめた報告書(公的統計市

場に関する年次レポート 2016)を総務省政策統括官(統計基準担当)並びに統計局長、各

府省統計主管部署及び関係機関に持参し、活動内容の説明を行うと共に公的統計調査に

おける民間調査会社の活用に関する意見交換を行った。なお、総務省政策統括官(統計

基準担当)並びに統計局長への表敬訪問では、ＪＭＲＡの副会長と担当理事も同席した

上で、引き続き官民双方の立場での意見交換を実施していくことについて依頼を行った。	 

	 

表 2-2-1-1	 表敬訪問先一覧	 

府省等	 訪問先	 

総務省	 

政策統括官(統計基準担当)	 

統計局	 

統計委員会担当室	 

行政管理局公共サービス改革推進室官民競争入札等監理委員会事務局	 

内閣府	 経済社会総合研究所	 

経済産業省	 

大臣官房調査統計グループ企業統計室	 

大臣官房調査統計グループ経済解析室  

大臣官房調査統計グループ構造統計室	 

大臣官房調査統計グループ鉱工業動態統計室  

大臣官房調査統計グループサービス動態統計室  
大臣官房調査統計グループ総合調整室	 

大臣官房調査統計グループ統計企画室	 

大臣官房調査統計グループ統計情報システム室	 

農林水産省	 
大臣官房統計部統計企画管理官	 

大臣官房統計部生産流通消費統計課	 

厚生労働省	 政策統括官(統計・情報政策担当)	 
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第 2 章	 公的統計基盤整備委員会の活動(全体)	 

2.1	 委員会の開催	 

当委員会は 2017 年 6 月から 2018 年 5 月を 2017 年度の活動期間とし、月例にて全体
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状況、関連団体及び学会の動向等について担当委員による報告の場とし、全委員でその

報告内容を共有した。また幹事会で検討した事案についての承認は、全体会議で行った。

小委員会は｢市場動向分析｣｢ガイドライン推進｣｢教育カリキュラム検討｣の 3つの小委員

会を設置し、専門的な見地から具体的な課題に対する研究や検討を行った。	 

	 

2.2	 府省とのコンタクト状況	 

2.2.1	 関係各府省等への表敬訪問	 

当委員会の活動の一環として、委員会の年間活動を取りまとめた報告書(公的統計市

場に関する年次レポート 2016)を総務省政策統括官(統計基準担当)並びに統計局長、各

府省統計主管部署及び関係機関に持参し、活動内容の説明を行うと共に公的統計調査に

おける民間調査会社の活用に関する意見交換を行った。なお、総務省政策統括官(統計

基準担当)並びに統計局長への表敬訪問では、ＪＭＲＡの副会長と担当理事も同席した

上で、引き続き官民双方の立場での意見交換を実施していくことについて依頼を行った。	 

	 

表 2-2-1-1	 表敬訪問先一覧	 

府省等	 訪問先	 

総務省	 

政策統括官(統計基準担当)	 

統計局	 

統計委員会担当室	 

行政管理局公共サービス改革推進室官民競争入札等監理委員会事務局	 

内閣府	 経済社会総合研究所	 

経済産業省	 

大臣官房調査統計グループ企業統計室	 

大臣官房調査統計グループ経済解析室  

大臣官房調査統計グループ構造統計室	 

大臣官房調査統計グループ鉱工業動態統計室  

大臣官房調査統計グループサービス動態統計室  
大臣官房調査統計グループ総合調整室	 

大臣官房調査統計グループ統計企画室	 

大臣官房調査統計グループ統計情報システム室	 

農林水産省	 
大臣官房統計部統計企画管理官	 

大臣官房統計部生産流通消費統計課	 

厚生労働省	 政策統括官(統計・情報政策担当)	 
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2.2.2	 総務省政策統括官(統計基準担当)	 

総務省政策統括官(統計基準担当)統計企画管理官室とは、2015・2016 年度と 2 年間に

わたり、統計の品質保証及び民間事業者の活用に関するワーキンググループで、｢統計

調査における民間事業者の活用に係るガイドライン(2017 年 3 月改正)｣の改正に向けた

意見交換会を行った。当委員会は民間調査会社の代表として、統計作成の質の維持・向

上や民間事業者の裾野拡大に関する見解を示し、プロセス保証の導入や共同事業体での

入札参加の推進、分離調達の推進等で当委員会の意見の一部が採用されることとなった。	 

2017 年度は統計改革の流れを受け、｢公的統計の整備に関する基本的な計画(第Ⅱ期基

本計画)｣の改正が 1 年前倒しとなり、統計企画管理官室が基本計画改定に係るワーキン

ググループの事務局として、計画改定を推進することとなった。基本計画改定に係るワ

ーキンググループでは、民間事業者の参考意見として、2016 年度の統計の品質保証及び

民間事業者の活用に関するワーキンググループで示した、当委員会の見解が活用される

こととなった。また、新たな｢公的統計の整備に関する基本的な計画(第Ⅲ期基本計画)｣

の素案に対するパブリックコメントでは、民間委託された統計調査の品質確保・向上に

対しての意見を提示した。	 

急激な流れで推進された統計改革と統計改革の内容を受け改定された｢公的統計の整

備に関する基本的な計画(第Ⅲ期基本計画)｣の内容を民間調査会社に広く周知するため、

2018 年 3 月 16 日に企画官	 宮内竜也氏を講師として招き、｢第Ⅲ期公的統計基本計画の

概要について｣というテーマでの基調講演を開催した。今後も統計企画管理官室とは、

密な情報交換を行っていき、統計改革、及び第Ⅲ期基本計画の施策推進に係る意見交換

の場を積極的に作っていく所存である。	 

	 

2.2.3	 総務省行政管理局公共サービス改革推進室	 

官民競争入札等監理委員会、同入札監理小委員会の事務局である総務省行政管理局公

共サービス改革推進室とは、表敬訪問での意見交換の他に公共サービス改革基本方針の

見直しに関する意見提示を毎年行っている。2017 年度は、9 月 13 日から 10 月 10 日ま

での期間で意見募集が行われ、ＪＭＲＡからは、落札コストの適正化と品質の維持･向

上のため、｢市場化テストの終了プロセスに移行した事業に対して、市場化テスト時の

競争入札環境が維持されるための仕組みづくり｣に関しての意見を提出した。	 

また、総務省行政管理局公共サービス改革推進室から当委員会に対して、国や独立行

政法人が民間活用を行っている公的統計調査業務の改善点や新技術・新手法の導入事例

とその効果、公的統計調査業務を受託可能な民間調査会社の規模感・能力感等について

の意見を求められ、2017 年 8 月 10 日に当委員会からの回答を行った。引き続き公共サ

ービス改革推進室とは、統計調査における民間調査会社の活用が推進されるように、今

後も意見交換の機会を積極的に設け、密な情報交換を行っていく所存である。	 	 
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2.2.4	 経済産業省	 

経済産業省は、公的統計調査における民間活用を積極的に行っている府省であると共

にＪＭＲＡの管掌府省でもあることから、毎年調査統計グループの部署単位で表敬訪問

を行っている。同省の表敬訪問では、ＪＭＲＡ会員社が受託者となっているケースも多

いことから、年次レポートの説明の他に発注者・受託者という視点での意見交換も行わ

れた。本年度は、すでに民間活用が行われている構造統計に加えて動態統計での民間活

用も進み、民間調査会社の持つ優れた技術や手法の公的統計調査業務への活用が話題と

なった。	 

一方、2017 年 2 月以降進められてきた統計改革推進会議では、2017 年 5 月 19 日に最

終取りまとめが決定し、｢ＥＢＰＭ推進体制の構築｣、｢ＧＤＰ統計を軸にした経済統計

の改善｣、｢ユーザー視点に立った統計システムの再構築と利活用促進｣、｢報告者負担の

軽減と統計業務･統計行政体制の見直し･業務効率化、基盤強化｣等の方針が示された。

当委員会では、統計改革推進会議の方針を受け、経済産業省所管の公的統計調査に対す

る影響と同省の取り組みについて理解を深めるため、2017 年 12 月 15 日に調査統計グル

ープ総合調整室参事官補佐(総括担当)	 藤田健氏を講師として招き、｢統計改革と民間委

託の取り組みについて｣というテーマでの基調講演を開催した。基調講演では、｢経済産

業省統計コンシェルジュ｣の更なる活用によるＥＢＰＭの取組推進の後押しや生産面を

中心に見直したＧＤＰ統計の整備に向けた経済統計の抜本的な見直し、ビッグデータを

活用した新指標の開発等、同省の新たな取り組みについての説明があった。経済産業省

とは、公的統計調査業務への新技術・新手法の活用について、情報交換の機会を積極的

に作っていく所存である。	 

	 

2.2.5	 農林水産省	 

農林水産省は、公的統計調査における民間活用に積極的な府省であり、公共サービス

改革法(以下、｢公サ法｣という)のスキームで、2008 年度に 3 統計調査、2009 年度に 2

統計調査の民間開放(市場化テスト)を行っている。同省からは入札仕様の作成に当たり、

意見を求められる機会が度々あり、本年度も 2020 年度に民間委託を検討している公的

統計調査についての意見交換を行った。また、同省では所管する公的統計調査の効率化

を検討しており、民間調査会社の持つ新技術・新手法やノウハウの活用についての意見

交換を行った。この意見交換の場では、職員や調査員による訪問または面接といったマ

ンパワーを要する調査手法に対して、統計人材の確保の難しさや人件費抑制の観点から、

比較的マンパワーが抑制できる電話調査等の代替手法に関する議論が行われた。	 
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2.2.2	 総務省政策統括官(統計基準担当)	 

総務省政策統括官(統計基準担当)統計企画管理官室とは、2015・2016 年度と 2 年間に

わたり、統計の品質保証及び民間事業者の活用に関するワーキンググループで、｢統計

調査における民間事業者の活用に係るガイドライン(2017 年 3 月改正)｣の改正に向けた

意見交換会を行った。当委員会は民間調査会社の代表として、統計作成の質の維持・向

上や民間事業者の裾野拡大に関する見解を示し、プロセス保証の導入や共同事業体での

入札参加の推進、分離調達の推進等で当委員会の意見の一部が採用されることとなった。	 

2017 年度は統計改革の流れを受け、｢公的統計の整備に関する基本的な計画(第Ⅱ期基

本計画)｣の改正が 1 年前倒しとなり、統計企画管理官室が基本計画改定に係るワーキン

ググループの事務局として、計画改定を推進することとなった。基本計画改定に係るワ

ーキンググループでは、民間事業者の参考意見として、2016 年度の統計の品質保証及び

民間事業者の活用に関するワーキンググループで示した、当委員会の見解が活用される

こととなった。また、新たな｢公的統計の整備に関する基本的な計画(第Ⅲ期基本計画)｣

の素案に対するパブリックコメントでは、民間委託された統計調査の品質確保・向上に

対しての意見を提示した。	 

急激な流れで推進された統計改革と統計改革の内容を受け改定された｢公的統計の整

備に関する基本的な計画(第Ⅲ期基本計画)｣の内容を民間調査会社に広く周知するため、

2018 年 3 月 16 日に企画官	 宮内竜也氏を講師として招き、｢第Ⅲ期公的統計基本計画の

概要について｣というテーマでの基調講演を開催した。今後も統計企画管理官室とは、

密な情報交換を行っていき、統計改革、及び第Ⅲ期基本計画の施策推進に係る意見交換

の場を積極的に作っていく所存である。	 

	 

2.2.3	 総務省行政管理局公共サービス改革推進室	 

官民競争入札等監理委員会、同入札監理小委員会の事務局である総務省行政管理局公

共サービス改革推進室とは、表敬訪問での意見交換の他に公共サービス改革基本方針の

見直しに関する意見提示を毎年行っている。2017 年度は、9 月 13 日から 10 月 10 日ま

での期間で意見募集が行われ、ＪＭＲＡからは、落札コストの適正化と品質の維持･向

上のため、｢市場化テストの終了プロセスに移行した事業に対して、市場化テスト時の

競争入札環境が維持されるための仕組みづくり｣に関しての意見を提出した。	 

また、総務省行政管理局公共サービス改革推進室から当委員会に対して、国や独立行

政法人が民間活用を行っている公的統計調査業務の改善点や新技術・新手法の導入事例

とその効果、公的統計調査業務を受託可能な民間調査会社の規模感・能力感等について

の意見を求められ、2017 年 8 月 10 日に当委員会からの回答を行った。引き続き公共サ

ービス改革推進室とは、統計調査における民間調査会社の活用が推進されるように、今

後も意見交換の機会を積極的に設け、密な情報交換を行っていく所存である。	 	 
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2.2.4	 経済産業省	 

経済産業省は、公的統計調査における民間活用を積極的に行っている府省であると共

にＪＭＲＡの管掌府省でもあることから、毎年調査統計グループの部署単位で表敬訪問

を行っている。同省の表敬訪問では、ＪＭＲＡ会員社が受託者となっているケースも多

いことから、年次レポートの説明の他に発注者・受託者という視点での意見交換も行わ

れた。本年度は、すでに民間活用が行われている構造統計に加えて動態統計での民間活

用も進み、民間調査会社の持つ優れた技術や手法の公的統計調査業務への活用が話題と

なった。	 

一方、2017 年 2 月以降進められてきた統計改革推進会議では、2017 年 5 月 19 日に最

終取りまとめが決定し、｢ＥＢＰＭ推進体制の構築｣、｢ＧＤＰ統計を軸にした経済統計

の改善｣、｢ユーザー視点に立った統計システムの再構築と利活用促進｣、｢報告者負担の

軽減と統計業務･統計行政体制の見直し･業務効率化、基盤強化｣等の方針が示された。

当委員会では、統計改革推進会議の方針を受け、経済産業省所管の公的統計調査に対す

る影響と同省の取り組みについて理解を深めるため、2017 年 12 月 15 日に調査統計グル

ープ総合調整室参事官補佐(総括担当)	 藤田健氏を講師として招き、｢統計改革と民間委

託の取り組みについて｣というテーマでの基調講演を開催した。基調講演では、｢経済産

業省統計コンシェルジュ｣の更なる活用によるＥＢＰＭの取組推進の後押しや生産面を

中心に見直したＧＤＰ統計の整備に向けた経済統計の抜本的な見直し、ビッグデータを

活用した新指標の開発等、同省の新たな取り組みについての説明があった。経済産業省

とは、公的統計調査業務への新技術・新手法の活用について、情報交換の機会を積極的

に作っていく所存である。	 

	 

2.2.5	 農林水産省	 

農林水産省は、公的統計調査における民間活用に積極的な府省であり、公共サービス

改革法(以下、｢公サ法｣という)のスキームで、2008 年度に 3 統計調査、2009 年度に 2

統計調査の民間開放(市場化テスト)を行っている。同省からは入札仕様の作成に当たり、

意見を求められる機会が度々あり、本年度も 2020 年度に民間委託を検討している公的

統計調査についての意見交換を行った。また、同省では所管する公的統計調査の効率化

を検討しており、民間調査会社の持つ新技術・新手法やノウハウの活用についての意見

交換を行った。この意見交換の場では、職員や調査員による訪問または面接といったマ

ンパワーを要する調査手法に対して、統計人材の確保の難しさや人件費抑制の観点から、

比較的マンパワーが抑制できる電話調査等の代替手法に関する議論が行われた。	 
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2.4	 委員会等の傍聴	 

公的統計の改善・改革の審議が行われる総務省統計委員会及び総務省官民競争入札等

監理委員会に対し、当委員会としても傍聴希望を表明し、出席して審議の行く末を注視

した(傍聴時に配布された一部の資料は「巻末資料８：委員会等の傍聴資料」に掲載)。	 

	 

表 2-4-1	 関係委員会の傍聴	 

傍聴した委員会名	 開催日	 本委員会と関連する主な議題	 

第 110 回統計委員会及び	 

第 79 回基本計画部会	 

2017 年	 

6 月 27 日	 
平成 28 年度統計法の施行状況について	 

第 111 回統計委員会及び	 

第 80 回基本計画部会	 

2017 年	 

7 月 27 日	 
木材統計調査の変更について	 

第 5 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

8 月 3 日	 

民間事業者の活用、地方自治体・民間が保

有するデータの利活用のための仕組み	 

第 112 回統計委員会及び	 

第 81 回基本計画部会	 

2017 年	 

8 月 24 日	 

基本計画における「施策展開に当たっての

基本的な視点及び方針」	 

第 6 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

8 月 31 日	 

民間委託された統計調査の品質確保・向上、

統計棚卸し(統計版 BPR)の実施	 

第 7 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

9 月 7 日	 

オンライン調査の推進、共同住宅における

統計調査の円滑化方策	 

第 113 回統計委員会及び	 

第 82 回基本計画部会	 

2017 年	 

9 月 21 日	 

個人企業経済調査の変更及び個人企業経済

統計の指定の変更について	 

第 8 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

10 月 12 日	 

事業所母集団データベースの整備、民間委

託された統計調査の品質確保・向上	 

第 9 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

10 月 19 日	 

行政記録情報等の活用、ビッグデータ等の

活用、統計棚卸し(統計版 BPR)	 

第 115 回統計委員会及び	 

第 84 回基本計画部会	 

2017 年	 

10 月 26 日	 
薬事工業生産動態統計調査の変更について	 

第 67 回全国統計大会	 
2017 年	 

11 月 13 日	 

統計・データサイエンス活用セミナー、統

計で	 学んで知って	 未来で活かそう	 

第 11 回共通基盤ワーキング

グループ会合	 

2017 年	 

11 月 16 日	 

統計棚卸し、公的統計の整備に関する基本

的な計画の変更について	 

第 116 回統計委員会及び	 

第 85 回基本計画部会・第 12

回横断的課題検討部会	 

2017 年	 

11 月 21 日	 

平成 28 年度統計法施行状況報告(統計精度

検査編)について	 

第 86 回基本計画部会	 
2017 年	 

12 月 11 日	 
公的統計基本計画について	 

第 117 回統計委員会及び	 

第 87 回基本計画部会	 

2017 年	 

12 月 19 日	 

公的統計の整備に関する基本的な計画の変

更について	 

第 118 回統計委員会及び	 

第 88 回基本計画部会・第 13

回横断的課題検討部会	 

2018 年	 

1 月 18 日	 

薬事工業生産動態統計調査の変更につい

て、家計調査の変更について	 

第 120 回統計委員会及び	 

第 15 回横断的課題検討部会	 

2018 年	 

3 月 28 日	 

中間年における経済構造統計の整備につい

て、平成 28 年度統計法施行状況に関する審

議結果報告書(統計精度検査関連分)につい

て	 
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2.3	 基調講演の企画、開催	 

2017 年度は、3 回の基調講演を開催した。基調講演のテーマは幹事会で検討し、全体

会議で承認を得た。	 

第 1 回は、元ＪＭＲＡ会長の田下憲雄氏より「産学官連携の新しいかたち	 公的統計

基盤整備委員会の現状と将来展望」と題し、公的統計基盤整備委員会設立の経緯や委員

会の取組と評価、今後に向けた課題などについて、ご講演いただいた。	 

第 2 回は、「統計改革と民間委託の取組について」と題して、経済産業省調査統計グ

ループよりご講演をいただいた。統計改革の契機からＥＢＰＭ(証拠に基づく政策立

案：Evidence-Based	 Policy	 Making)構築に向けた統計分野での取り組み、さらに民間

委託の成果と評価、方向性についてもお示しいただいた。	 

第 3 回は、「第Ⅲ期公的統計基本計画の概要」と題して、総務省政策統括官(統計基準

担当)統計企画管理官室より、ご講演いただいた。ご講演では、公的統計基本計画の主

な課題について、「国民経済計算を軸とした統計の整備」「統計作成の効率化及び報告者

負担軽減」「統計の品質確保」「統計の利活用促進・環境改善」の側面から詳細にご説明

いただいた。	 

	 

表 2-3-1	 当委員会における基調講演会  
	 時期	 委員会	 基調講演タイトル	 所属	 講師	 参加者数	 

第 1 回	 2017 年	 

10月 13日	 

第 3 回	 産学官連携の新

しいかたち	 公

的統計基盤整備

委員会の現状と

将来展望	 

(資料 5)	 

―	 田下憲雄氏	 28 名(うち

9 名が当委

員外)	 

第 2 回	 2017 年	 

12月 15日	 

第 5 回	 統計改革と民間

委託の取組につ

いて	 

(資料 6)	 

経済産業省

調査統計グ

ループ総合

調整室	 

藤田健氏	 24 名(うち

8 名が当委

員外)	 

第 3 回	 2018 年	 

3 月 16 日	 

第 8 回	 第Ⅲ期公的統計

基本計画の概要	 

(資料 7)	 

総務省政策

統 括 官 (統

計 基 準 担

当 )統 計 企

画管理官付

基本計画担

当・基本計

画 策 定 PT

担当	 

宮内竜也氏	 29 名(うち

7 名が当委

員外)	 
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2.4	 委員会等の傍聴	 

公的統計の改善・改革の審議が行われる総務省統計委員会及び総務省官民競争入札等

監理委員会に対し、当委員会としても傍聴希望を表明し、出席して審議の行く末を注視

した(傍聴時に配布された一部の資料は「巻末資料８：委員会等の傍聴資料」に掲載)。	 

	 

表 2-4-1	 関係委員会の傍聴	 

傍聴した委員会名	 開催日	 本委員会と関連する主な議題	 

第 110 回統計委員会及び	 

第 79 回基本計画部会	 

2017 年	 

6 月 27 日	 
平成 28 年度統計法の施行状況について	 

第 111 回統計委員会及び	 

第 80 回基本計画部会	 

2017 年	 

7 月 27 日	 
木材統計調査の変更について	 

第 5 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

8 月 3 日	 

民間事業者の活用、地方自治体・民間が保

有するデータの利活用のための仕組み	 

第 112 回統計委員会及び	 

第 81 回基本計画部会	 

2017 年	 

8 月 24 日	 

基本計画における「施策展開に当たっての

基本的な視点及び方針」	 

第 6 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

8 月 31 日	 

民間委託された統計調査の品質確保・向上、

統計棚卸し(統計版 BPR)の実施	 

第 7 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

9 月 7 日	 

オンライン調査の推進、共同住宅における

統計調査の円滑化方策	 

第 113 回統計委員会及び	 

第 82 回基本計画部会	 

2017 年	 

9 月 21 日	 

個人企業経済調査の変更及び個人企業経済

統計の指定の変更について	 

第 8 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

10 月 12 日	 

事業所母集団データベースの整備、民間委

託された統計調査の品質確保・向上	 

第 9 回共通基盤ワーキンググ

ループ会合	 

2017 年	 

10 月 19 日	 

行政記録情報等の活用、ビッグデータ等の

活用、統計棚卸し(統計版 BPR)	 

第 115 回統計委員会及び	 

第 84 回基本計画部会	 

2017 年	 

10 月 26 日	 
薬事工業生産動態統計調査の変更について	 

第 67 回全国統計大会	 
2017 年	 

11 月 13 日	 

統計・データサイエンス活用セミナー、統

計で	 学んで知って	 未来で活かそう	 

第 11 回共通基盤ワーキング

グループ会合	 

2017 年	 

11 月 16 日	 

統計棚卸し、公的統計の整備に関する基本

的な計画の変更について	 

第 116 回統計委員会及び	 

第 85 回基本計画部会・第 12

回横断的課題検討部会	 

2017 年	 

11 月 21 日	 

平成 28 年度統計法施行状況報告(統計精度

検査編)について	 

第 86 回基本計画部会	 
2017 年	 

12 月 11 日	 
公的統計基本計画について	 

第 117 回統計委員会及び	 

第 87 回基本計画部会	 

2017 年	 

12 月 19 日	 

公的統計の整備に関する基本的な計画の変

更について	 

第 118 回統計委員会及び	 

第 88 回基本計画部会・第 13

回横断的課題検討部会	 

2018 年	 

1 月 18 日	 

薬事工業生産動態統計調査の変更につい

て、家計調査の変更について	 

第 120 回統計委員会及び	 

第 15 回横断的課題検討部会	 

2018 年	 

3 月 28 日	 

中間年における経済構造統計の整備につい

て、平成 28 年度統計法施行状況に関する審

議結果報告書(統計精度検査関連分)につい

て	 
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2.3	 基調講演の企画、開催	 

2017 年度は、3 回の基調講演を開催した。基調講演のテーマは幹事会で検討し、全体

会議で承認を得た。	 

第 1 回は、元ＪＭＲＡ会長の田下憲雄氏より「産学官連携の新しいかたち	 公的統計

基盤整備委員会の現状と将来展望」と題し、公的統計基盤整備委員会設立の経緯や委員

会の取組と評価、今後に向けた課題などについて、ご講演いただいた。	 

第 2 回は、「統計改革と民間委託の取組について」と題して、経済産業省調査統計グ

ループよりご講演をいただいた。統計改革の契機からＥＢＰＭ(証拠に基づく政策立

案：Evidence-Based	 Policy	 Making)構築に向けた統計分野での取り組み、さらに民間

委託の成果と評価、方向性についてもお示しいただいた。	 

第 3 回は、「第Ⅲ期公的統計基本計画の概要」と題して、総務省政策統括官(統計基準

担当)統計企画管理官室より、ご講演いただいた。ご講演では、公的統計基本計画の主

な課題について、「国民経済計算を軸とした統計の整備」「統計作成の効率化及び報告者

負担軽減」「統計の品質確保」「統計の利活用促進・環境改善」の側面から詳細にご説明

いただいた。	 

	 

表 2-3-1	 当委員会における基調講演会  
	 時期	 委員会	 基調講演タイトル	 所属	 講師	 参加者数	 

第 1 回	 2017 年	 

10月 13日	 

第 3 回	 産学官連携の新

しいかたち	 公

的統計基盤整備

委員会の現状と

将来展望	 

(資料 5)	 

―	 田下憲雄氏	 28 名(うち

9 名が当委

員外)	 

第 2 回	 2017 年	 

12月 15日	 

第 5 回	 統計改革と民間

委託の取組につ

いて	 

(資料 6)	 

経済産業省

調査統計グ

ループ総合

調整室	 

藤田健氏	 24 名(うち

8 名が当委

員外)	 

第 3 回	 2018 年	 

3 月 16 日	 

第 8 回	 第Ⅲ期公的統計

基本計画の概要	 

(資料 7)	 

総務省政策

統 括 官 (統

計 基 準 担

当 )統 計 企

画管理官付

基本計画担

当・基本計

画 策 定 PT

担当	 

宮内竜也氏	 29 名(うち

7 名が当委

員外)	 
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ＪＭＲＡ会員各社の参考とするため、統計委員会及び基本計画部会、共通基盤ワーキ

ンググループの傍聴報告を公的統計基盤整備委員会で行った。ＪＭＲＡが注視すべき民

間委託活用の方向性、民間委託される統計調査の品質確保・向上への取組みなどの議論

や、「民間事業者の活用」「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更」等について報

告した。「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更」については答申後、2018 年 1

月 11 日～2 月 9 日において意見募集され、当委員会からも民間委託された統計調査の品

質確保・向上についての意見を提出した。	 

また、当委員会では、国、地方公共団体、関係団体等の取り組みについて理解を深め

るため、総務省並びに公益財団法人統計情報研究開発センターが主催する全国統計大会

に参加し、全体会議の場でその内容の共有を行っている。以下に本年度の行事内容を記

載する。	 

	 

＜第 67 回全国統計大会＞	 

・「統計・データサイエンス活用セミナー」	 

・地方公共団体における統計利活用受賞取組の発表(静岡県、東京都豊島区)	 

・統計グラフ全国コンクルール大臣賞受賞作品の発表	 

	 

2.5	 関係機関、関係団体の動向	 

2.5.1	 一般社団法人	 日本統計学会  

一般社団法人日本統計学会が 2011 年に創設した「統計検定」は 2017 年で 7 年目を迎

えた。またＣＢＴ(Computer	 Based	 Testing)方式試験も、2 級、3 級において 2016 年 8

月 29 日から開始され、全国主要都市を含む 200 か所程度(順次追加の予定)で受験可能

となっている。受験者数は着実に増加しており「統計検定」が定着しつつある。	 

統計調査士、専門統計調査士試験では、2015 年に 5 年間の経過措置として、実務上の

経験を評価し筆記試験と合算する処置が執られてきたが、その経過措置は 2015 年で終

了となっている。	 

2017 年 11 月 26 日に実施された試験の、1 級、2 級、3 級、4 級、統計調査士、専門統

計調査士の受験者数は 4,656 人(2016 年受験者数:	 4,886 人)であり、合格者数、合格率

は以下の表の通りである。ＣＢＴ方式試験が本格的に実施されたため 2 級と 3 級で受験

者数が昨年よりも減少しており、受験者数が昨年よりも若干減少している。	 
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表 2-5-1-1	 検定種別受験者数と合格率	 

検定種別	 受験者数	 合格者数	 合格率	 

１級「統計数理」	 322	 79	 24.5%	 

１級「統計応用」	 302	 79	 26.2%	 

２級	 1,644	 680	 41.4%	 

３級	 1,352	 855	 63.2%	 

４級	 340	 235	 69.1%	 

統計調査士	 424	 230	 54.2%	 

専門統計調査士	 272	 120	 44.1%	 

合計	 4,656	 2,278	 -	 

出典:統計検定ホームページ 

	 

統計調査士と専門統計調査士の受験者数と合格率の推移をみると、統計調査士は 2011

年以降では受験者数が最も多かった昨年よりは若干減少している。それでもそれ以外の

年よりも受験者数は多い。合格率も 54.2％と 2011 年に次いで高かった昨年と同じ合格

率となっている。2011 年は経験評価の影響が高いと思われることから 2017 年の合格率

も極めて高いといえる。一方専門統計調査士は、受験者数が過去最多となっており、合

格率は 2011 年、2012 年に次いで高くなっている。2011 年や 2012 年は経験評価の影響

が高いと考えられることから 2017 年の合格率も極めて高いといえる。過去最低であっ

た 2016 年から回復の傾向がみられる。	 

	 

表 2-5-1-2	 統計調査士と専門統計調査士の受験者数と合格率の推移	 

	 	 	 	 受験者数	 合格者数	 合格率	 

2011 年	 
統計調査士	 286	 167	 58.4%	 

専門統計調査士	 258	 206	 79.8%	 

2012 年	 
統計調査士	 302	 149	 49.3%	 

専門統計調査士	 205	 107	 52.2%	 

2013 年	 
統計調査士	 403	 170	 42.2%	 

専門統計調査士	 229	 93	 40.6%	 

2014 年	 
統計調査士	 410	 156	 38.0%	 

専門統計調査士	 227	 88	 38.8%	 

2015 年	 
統計調査士	 404	 148	 36.6%	 

専門統計調査士	 209	 67	 32.1%	 

2016 年	 
統計調査士	 452	 245	 54.2%	 

専門統計調査士	 257	 76	 29.6%	 

2017 年	 
統計調査士	 424	 230	 54.2%	 
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ＪＭＲＡ会員各社の参考とするため、統計委員会及び基本計画部会、共通基盤ワーキ
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るため、総務省並びに公益財団法人統計情報研究開発センターが主催する全国統計大会

に参加し、全体会議の場でその内容の共有を行っている。以下に本年度の行事内容を記

載する。	 

	 

＜第 67 回全国統計大会＞	 
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・地方公共団体における統計利活用受賞取組の発表(静岡県、東京都豊島区)	 

・統計グラフ全国コンクルール大臣賞受賞作品の発表	 

	 

2.5	 関係機関、関係団体の動向	 
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計調査士の受験者数は 4,656 人(2016 年受験者数:	 4,886 人)であり、合格者数、合格率
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表 2-5-1-1	 検定種別受験者数と合格率	 

検定種別	 受験者数	 合格者数	 合格率	 

１級「統計数理」	 322	 79	 24.5%	 

１級「統計応用」	 302	 79	 26.2%	 

２級	 1,644	 680	 41.4%	 

３級	 1,352	 855	 63.2%	 

４級	 340	 235	 69.1%	 

統計調査士	 424	 230	 54.2%	 

専門統計調査士	 272	 120	 44.1%	 

合計	 4,656	 2,278	 -	 

出典:統計検定ホームページ 
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率となっている。2011 年は経験評価の影響が高いと思われることから 2017 年の合格率

も極めて高いといえる。一方専門統計調査士は、受験者数が過去最多となっており、合

格率は 2011 年、2012 年に次いで高くなっている。2011 年や 2012 年は経験評価の影響

が高いと考えられることから 2017 年の合格率も極めて高いといえる。過去最低であっ

た 2016 年から回復の傾向がみられる。	 

	 

表 2-5-1-2	 統計調査士と専門統計調査士の受験者数と合格率の推移	 

	 	 	 	 受験者数	 合格者数	 合格率	 
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統計調査士	 286	 167	 58.4%	 

専門統計調査士	 258	 206	 79.8%	 

2012 年	 
統計調査士	 302	 149	 49.3%	 

専門統計調査士	 205	 107	 52.2%	 

2013 年	 
統計調査士	 403	 170	 42.2%	 

専門統計調査士	 229	 93	 40.6%	 

2014 年	 
統計調査士	 410	 156	 38.0%	 

専門統計調査士	 227	 88	 38.8%	 

2015 年	 
統計調査士	 404	 148	 36.6%	 

専門統計調査士	 209	 67	 32.1%	 

2016 年	 
統計調査士	 452	 245	 54.2%	 

専門統計調査士	 257	 76	 29.6%	 

2017 年	 
統計調査士	 424	 230	 54.2%	 

専門統計調査士	 272	 120	 44.1%	 

出典：統計検定ホームページ 
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統計調査士と専門統計調査士の受験者の年齢、特に学生と思われる 18 歳～23 歳の受験者

数と受験者数に占める割合を見ると、統計調査士では 45 人(受験者数に占める割合は

10.6％)、専門統計調査士では 17 人(受験者数に占める割合は 6.3％)となっている。	 

参考文献	 

統計検定ホームページ	 

http://www.toukei-kentei.jp/past/	 (2018 年 4 月 12 日閲覧)	 

	 

2.5.2	 一般社団法人	 社会調査協会	 

一般社団法人社会調査協会が認定している社会調査士、専門社会調査士の 2017 年度

の認定状況は以下の通りである。	 

	 

表 2-5-2-1 社会調査士・専門社会調査士資格取得者数	 

	 社会調査士	 社会調査士	 

(キャンディデイト)	 

専門社会調査士

(正規)	 

専門社会調査士

(第 8 条規定)	 

2004 年度	 167 名	 530 名	 0 名	 301 名	 

2005 年度	 449 名	 1,109 名	 1 名	 424 名	 

2006 年度	 999 名	 1,609 名	 9 名	 290 名	 

2007 年度	 1,455 名	 1,929 名	 25 名	 257 名	 

2008 年度	 2,067 名	 2,269 名	 45 名	 171 名	 

2009 年度	 2,612 名	 2,349 名	 40 名	 129 名	 

2010 年度	 2,829 名	 2,294 名	 52 名	 129 名	 

2011 年度	 2,938 名	 2,224 名	 41 名	 107 名	 

2012 年度	 2,843 名	 2,201 名	 72 名	 126 名	 

2013 年度	 2,763 名	 2,122 名	 69 名	 106 名	 

2014 年度	 2,748 名	 1,798 名	 56 名	 102 名	 

2015 年度	 2,487 名	 1,851 名	 59 名	 101 名	 

2016 年度	 2,402 名	 1,621 名	 53 名	 81 名	 

2017 年度	 2,217 名	 1,717 名	 61 名	 109 名	 

合計	 28,976 名	 25,623 名	 583 名	 2,433 名	 

出典：社会調査協会ホームページ 

	 

表 2-5-2-2 専門社会調査士 (キャンディデイト )資格取得者数  
	 専門社会調査士	 

(キャンディデイト)	 

2012 年度	 2 名	 

2013 年度	 2 名	 

2014 年度	 1 名	 

2015 年度	 0 名	 

2016 年度	 1 名	 

2017 年度	 0 名	 

合計	 6 名	 

出典：社会調査協会ホームページ 
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社会調査士は学部卒業生が単位を取得し社会調査協会に申請することで認定してい

る。2008 年度以降毎年安定して 2 千名以上を認定しており、社会調査士取得者数は 2017

年度には 2.9 万人近くに達した。	 

専門社会調査士は大学院を修了する者に対して単位と修士論文を含む論文の審査で

認定するケース(正規)と、すでに社会人となっている教員や実務家を対象として論文審

査と業績等によって認定するケース(8 条規定)がある。2017 年度は、専門社会調査士(正

規)が 61 名認定された。専門社会調査士(8 条規定)は、｢教員｣｢実務者｣｢院生｣に分類さ

れ、合計で 109 名が認定された。	 

	 

表 2-5-2-3 専門社会調査士 (正規 )の認定者数  

	 申請者数	 認定者数	 合格率	 

2013 年	 72 名	 69 名	 96％	 

2014 年	 59 名	 56 名	 95％	 

2015 年	 63 名	 59 名	 94％	 

2016 年	 55 名	 53 名	 96％	 

2017 年	 64 名	 61 名	 95％	 

出典：社会調査協会ホームページ 

	 

表 2-5-2-4 専門社会調査士(8 条規定)の認定者数	 

	 	 教員	 実務者	 院生	 合計	 

2014 年	 

申請者	 94 名	 	 15 名	 8 名	 117 名	 

認定者	 84 名	 13 名	 5 名	 102 名	 

認定率	 89	 %	 87	 %	 63	 %	 87	 %	 

2015 年	 

申請者	 88 名	 21 名	 11 名	 120 名	 

認定者	 76 名	 17 名	 8 名	 101 名	 

認定率	 86	 %	 81	 %	 73	 %	 84	 %	 

2016 年	 

申請者	 80 名	 12 名	 4 名	 96 名	 

認定者	 70 名	 11 名	 0 名	 81 名	 

認定率	 88	 %	 92	 %	 0	 %	 84	 %	 

2017 年	 

申請者	 115 名	 11 名	 7 名	 133 名	 

認定者	 98 名	 7 名	 4 名	 109 名	 

認定率	 85	 %	 64	 %	 57%	 82%	 

出典：社会調査協会ホームページ 
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統計調査士と専門統計調査士の受験者の年齢、特に学生と思われる 18 歳～23 歳の受験者

数と受験者数に占める割合を見ると、統計調査士では 45 人(受験者数に占める割合は

10.6％)、専門統計調査士では 17 人(受験者数に占める割合は 6.3％)となっている。	 
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2.5.2	 一般社団法人	 社会調査協会	 

一般社団法人社会調査協会が認定している社会調査士、専門社会調査士の 2017 年度

の認定状況は以下の通りである。	 

	 

表 2-5-2-1 社会調査士・専門社会調査士資格取得者数	 
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社会調査士は学部卒業生が単位を取得し社会調査協会に申請することで認定してい

る。2008 年度以降毎年安定して 2 千名以上を認定しており、社会調査士取得者数は 2017

年度には 2.9 万人近くに達した。	 

専門社会調査士は大学院を修了する者に対して単位と修士論文を含む論文の審査で

認定するケース(正規)と、すでに社会人となっている教員や実務家を対象として論文審

査と業績等によって認定するケース(8 条規定)がある。2017 年度は、専門社会調査士(正

規)が 61 名認定された。専門社会調査士(8 条規定)は、｢教員｣｢実務者｣｢院生｣に分類さ

れ、合計で 109 名が認定された。	 

	 

表 2-5-2-3 専門社会調査士 (正規 )の認定者数  

	 申請者数	 認定者数	 合格率	 

2013 年	 72 名	 69 名	 96％	 

2014 年	 59 名	 56 名	 95％	 

2015 年	 63 名	 59 名	 94％	 

2016 年	 55 名	 53 名	 96％	 

2017 年	 64 名	 61 名	 95％	 

出典：社会調査協会ホームページ 
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2.5.3	 公益財団法人	 統計情報研究開発センター  

公益財団法人統計情報研究開発センター(以下、「シンフォニカ」という)と当委員会

は、統計検定の統計調査士・専門統計調査士試験に有効な研修や出版物についての情報

収集と情報交換を適宜行っている。	 

当委員会の活動と関係するシンフォニカの事業は、①自治体等統計職員対象の「統計

実務基礎研修」、②「統計実務基礎知識」発行、③「統計調査員のしおり」発行の 3 つ

である。当委員会では「統計調査士」「専門統計調査士」の受験学習に向けて統計実務

基礎研修と関係書籍(統計実務基礎知識、統計調査員のしおり)を会員社に広報してきた。

統計実務基礎研修の年度別受講者(ＪＭＲＡ会員社)は、以下の通りである。	 

	 

表 2-5-3-1	 ＪＭＲＡ会員社の「統計実務基礎研修」受講社・受講者数の推移	 

	 	 2012 年度	 2013 年度	 2014 年度	 2015 年度	 2016 年度	 2017 年度	 

社数	 10	 8	 8	 3	 3	 3	 

人数	 31	 27	 28	 7	 10	 11	 

	 

統計調査士の資格取得を目指す方にとって「統計実務基礎研修」は、公的統計を理解

する上で最適な講座と考える。参加費用も 7,000 円(テキスト代込み)と格安であり、受

験者に推奨する講座である。2018 年度は 5 月 31 日～6 月 1 日の 2 日間で実施される。

また、上述 2 種類の書籍は、公的統計に携わる社員と調査員の研修に有効と考え、当委

員会として購読を推奨する。「統計実務基礎知識」(3 月下旬発行、販売価格 3,615 円)

は、統計の役割、統計行政の概要に関する基礎的な事項から、統計の加工・分析の方法

まで、統計実務全般を網羅している書籍である。また、「統計調査員のしおり」(3 月発

行、価格は 320 円)は、統計調査員として知っておくべき統計調査の仕組みや統計調査

員の役割・仕事内容について、正しい知識を持つことを目的に編集されたものである。

統計調査員の実務を理解でき「統計調査士」受験に有効な書籍である。上記 2 冊とも、

総務省政策統括官(統計基準担当)の監修で作成されたテキストである。今秋 11 月 25 日

に実施される統計検定の「統計調査士」「専門統計調査士」受験者は、統計実務基礎研

修の受講や「統計実務基礎知識」、「統計調査員のしおり」の熟読が推奨される。	 

	 

2.5.4	 ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会兼マーケティング・リサーチ規格認証協議会	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会及びマーケティング・リサーチ規格認証協議会は、調査品質

安定によるリサーチに対する顧客の信頼性向上と国際的な個人情報保護意識向上への対応

策として、ＩＳＯ20252 の普及促進を行っている。2017 年度は、主に次の活動を行った。	 

(1)	 2017 年度の活動	 

①	 国際会議への参加と準備会での議論	 

ＪＭＲＡは日本のリサーチ業界の代表としてＩＳＯ/ＴＣ225 のメンバーとなっており、

ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会で、情報収集と日本の意見をＩＳＯ機関に伝えるパイプ作りを

目的に、経済産業省、一般財団法人日本規格協会と情報交換を行いつつ、国際会議に専門委

員を派遣し、ドラフトの内容確認や投票、コメント等の意見表明を行った。	 	 
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②	 ＩＳＯ19731(Web	 Analyses)正式発行	 

ＩＳＯ/ＴＣ225(225 番目の Technical	 Committee)内に設置されたＷＧ3(3 番目の

Working	 Group)に参画し、検討が進められてきた Web	 Analyses に関する新規格である

ＩＳＯ19731 が 2017 年 6 月に正式発行された。これを受けて 2017 年 7 月に英和対訳版

を、2018 年 2 月に規格解釈のガイドラインを発行した。	 

③	 改訂版ＩＳＯ20252 は 2018 年内に発行の見通し	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 において、ＩＳＯ20252 の次期改定時(2018 年度の見込み)にＩＳＯ

26362(Access	 Panels)をＩＳＯ20252 へ組み込む上での検討が、2016 年度に引き続き行

われた。2018 年 2 月にメキシコシティで開催されたＩＳＯ/ＴＣ225	 ＷＧ1 第 10 回国際

会議において、一通りの討議が終了し、2018 年内に国際投票を経て正式発行となる見通

しである。	 

④	 ＩＳＯ/ＴＣ225 の総会・ＷＧ1 東京会議のホスト	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 の総会とＷＧ1(1 番目の Working	 Group)の国際会議が 2017 年 4 月 19

日～21 日に東京で開催され、経済産業省統括基準認証推進官による挨拶や、公式ディナ

ーなどを通じ、ホスト国として日本のプレゼンスをアピールした。	 

⑤	 当委員会・コンプライアンス委員会との連携	 

公的統計調査における民間活用の基盤整備を目的とする当委員会と連携し、府省に対

して意見交換会などの場でＩＳＯ20252 の有用性をアピールすると共に、公的統計にお

ける「プロセス保証」に関する情報提供を行った。また、ＩＳＯ20252 の普及促進を主

な目的としたマーケティング・リサーチ規格認証協議会の活動として、「ＧＤＰＲセミ

ナー～ＧＤＰＲ規制具体化の動向と市場調査業界への影響～」をコンプライアンス委員

会と共催し、2018 年 5 月にスタートするＧＤＰＲ(一般データ保護規則：General	 Data	 

Protection	 Regulation)対応におけるＩＳＯ20252 の意義をアピールした。	 

	 

(2)	 2018 年度の活動予定	 

①	 ＩＳＯ19731 及び新ＩＳＯ20252 の認証スキーム整備の検討	 

ＩＳＯ26362(アクセスパネル)の組み込みとＩＳＯ19731(デジタル分析／Web 解析)の

引用を含む、ＩＳＯ20252 の改訂作業(2018 年内発行目標)に取り組むと共に、ＩＳＯ

19731 及び新ＩＳＯ20252 の認証スキームの整備を検討していく。引き続き当委員会等

と連携し、国際的な潮流への対応、公的統計調査業務におけるＩＳＯ20252 の「プロセ

ス保証」への活用、入札案件での加点ポイント化等を働きかけていく。	 

②	 認証取得支援のためのセミナー、アンケート等の実施	 

リサーチユーザ、リサーチ会社、審査機関、府省と共に議論を進め、国際規格である

ＩＳＯ20252 の普及促進に努める。	 
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2.5.3	 公益財団法人	 統計情報研究開発センター  

公益財団法人統計情報研究開発センター(以下、「シンフォニカ」という)と当委員会

は、統計検定の統計調査士・専門統計調査士試験に有効な研修や出版物についての情報

収集と情報交換を適宜行っている。	 

当委員会の活動と関係するシンフォニカの事業は、①自治体等統計職員対象の「統計

実務基礎研修」、②「統計実務基礎知識」発行、③「統計調査員のしおり」発行の 3 つ

である。当委員会では「統計調査士」「専門統計調査士」の受験学習に向けて統計実務

基礎研修と関係書籍(統計実務基礎知識、統計調査員のしおり)を会員社に広報してきた。

統計実務基礎研修の年度別受講者(ＪＭＲＡ会員社)は、以下の通りである。	 

	 

表 2-5-3-1	 ＪＭＲＡ会員社の「統計実務基礎研修」受講社・受講者数の推移	 

	 	 2012 年度	 2013 年度	 2014 年度	 2015 年度	 2016 年度	 2017 年度	 

社数	 10	 8	 8	 3	 3	 3	 

人数	 31	 27	 28	 7	 10	 11	 

	 

統計調査士の資格取得を目指す方にとって「統計実務基礎研修」は、公的統計を理解

する上で最適な講座と考える。参加費用も 7,000 円(テキスト代込み)と格安であり、受

験者に推奨する講座である。2018 年度は 5 月 31 日～6 月 1 日の 2 日間で実施される。

また、上述 2 種類の書籍は、公的統計に携わる社員と調査員の研修に有効と考え、当委

員会として購読を推奨する。「統計実務基礎知識」(3 月下旬発行、販売価格 3,615 円)

は、統計の役割、統計行政の概要に関する基礎的な事項から、統計の加工・分析の方法

まで、統計実務全般を網羅している書籍である。また、「統計調査員のしおり」(3 月発

行、価格は 320 円)は、統計調査員として知っておくべき統計調査の仕組みや統計調査

員の役割・仕事内容について、正しい知識を持つことを目的に編集されたものである。

統計調査員の実務を理解でき「統計調査士」受験に有効な書籍である。上記 2 冊とも、

総務省政策統括官(統計基準担当)の監修で作成されたテキストである。今秋 11 月 25 日

に実施される統計検定の「統計調査士」「専門統計調査士」受験者は、統計実務基礎研

修の受講や「統計実務基礎知識」、「統計調査員のしおり」の熟読が推奨される。	 

	 

2.5.4	 ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会兼マーケティング・リサーチ規格認証協議会	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会及びマーケティング・リサーチ規格認証協議会は、調査品質

安定によるリサーチに対する顧客の信頼性向上と国際的な個人情報保護意識向上への対応

策として、ＩＳＯ20252 の普及促進を行っている。2017 年度は、主に次の活動を行った。	 

(1)	 2017 年度の活動	 

①	 国際会議への参加と準備会での議論	 

ＪＭＲＡは日本のリサーチ業界の代表としてＩＳＯ/ＴＣ225 のメンバーとなっており、

ＩＳＯ/ＴＣ225 国内委員会で、情報収集と日本の意見をＩＳＯ機関に伝えるパイプ作りを

目的に、経済産業省、一般財団法人日本規格協会と情報交換を行いつつ、国際会議に専門委

員を派遣し、ドラフトの内容確認や投票、コメント等の意見表明を行った。	 	 
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②	 ＩＳＯ19731(Web	 Analyses)正式発行	 

ＩＳＯ/ＴＣ225(225 番目の Technical	 Committee)内に設置されたＷＧ3(3 番目の

Working	 Group)に参画し、検討が進められてきた Web	 Analyses に関する新規格である

ＩＳＯ19731 が 2017 年 6 月に正式発行された。これを受けて 2017 年 7 月に英和対訳版

を、2018 年 2 月に規格解釈のガイドラインを発行した。	 

③	 改訂版ＩＳＯ20252 は 2018 年内に発行の見通し	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 において、ＩＳＯ20252 の次期改定時(2018 年度の見込み)にＩＳＯ

26362(Access	 Panels)をＩＳＯ20252 へ組み込む上での検討が、2016 年度に引き続き行

われた。2018 年 2 月にメキシコシティで開催されたＩＳＯ/ＴＣ225	 ＷＧ1 第 10 回国際

会議において、一通りの討議が終了し、2018 年内に国際投票を経て正式発行となる見通

しである。	 

④	 ＩＳＯ/ＴＣ225 の総会・ＷＧ1 東京会議のホスト	 

ＩＳＯ/ＴＣ225 の総会とＷＧ1(1 番目の Working	 Group)の国際会議が 2017 年 4 月 19

日～21 日に東京で開催され、経済産業省統括基準認証推進官による挨拶や、公式ディナ

ーなどを通じ、ホスト国として日本のプレゼンスをアピールした。	 

⑤	 当委員会・コンプライアンス委員会との連携	 

公的統計調査における民間活用の基盤整備を目的とする当委員会と連携し、府省に対

して意見交換会などの場でＩＳＯ20252 の有用性をアピールすると共に、公的統計にお

ける「プロセス保証」に関する情報提供を行った。また、ＩＳＯ20252 の普及促進を主

な目的としたマーケティング・リサーチ規格認証協議会の活動として、「ＧＤＰＲセミ

ナー～ＧＤＰＲ規制具体化の動向と市場調査業界への影響～」をコンプライアンス委員

会と共催し、2018 年 5 月にスタートするＧＤＰＲ(一般データ保護規則：General	 Data	 

Protection	 Regulation)対応におけるＩＳＯ20252 の意義をアピールした。	 

	 

(2)	 2018 年度の活動予定	 

①	 ＩＳＯ19731 及び新ＩＳＯ20252 の認証スキーム整備の検討	 

ＩＳＯ26362(アクセスパネル)の組み込みとＩＳＯ19731(デジタル分析／Web 解析)の

引用を含む、ＩＳＯ20252 の改訂作業(2018 年内発行目標)に取り組むと共に、ＩＳＯ

19731 及び新ＩＳＯ20252 の認証スキームの整備を検討していく。引き続き当委員会等

と連携し、国際的な潮流への対応、公的統計調査業務におけるＩＳＯ20252 の「プロセ

ス保証」への活用、入札案件での加点ポイント化等を働きかけていく。	 

②	 認証取得支援のためのセミナー、アンケート等の実施	 

リサーチユーザ、リサーチ会社、審査機関、府省と共に議論を進め、国際規格である

ＩＳＯ20252 の普及促進に努める。	 

	 	 



− 20 −

 

-13- 

2.5.5	 公益財団法人	 日本世論調査協会	 

公益財団法人日本世論調査協会の 2017 年度事業は、大小 2 種類の研究会開催に集約

される。	 

一つ目は年度研究大会である。2017 年度は 11 月 10 日に同志社大学東京サテライトキ

ャンパスで開催された。大会前半は公募研究発表として、全 4 組 11 名の研究者が成果

を発表した(各組 20 分)。後半は「世論調査の現況～携帯・固定ミックスのＲＤＤを総

括する」を主題として 3 名の基調報告の後、早稲田大学谷藤悦史教授の司会のもと、新

聞社・通信社の世論調査担当及び大学の研究者、併せて 5 名が現況と今後の課題などを

シンポジウム形式で議論した。	 

二つ目は特定のテーマに即した研究会で 2 回開催された。1 回目は 2017 年 5 月 19 日

に｢“Separation	 of	 Long-term	 and	 Short-term	 Forces	 on	 Voting	 Intension の(世論

調査に基づく選挙結果の事前予測－有権者の投票の意向に与える長期的要因と短期的

要因の区別)｣をテーマとしてドイツ・ケルン大学ウォルフガング・ヤゴチンスキー教授

(逐次要約・質疑通訳仲介として青山学院大学真鍋一史教授)が、2 回目は 2017 年 7 月

11 日に｢合評会・2016 年米大統領選挙ＡＡＰＯＲ報告書を読む｣をテーマとして朝日新

聞世論調査部斎藤恭之氏がそれぞれ現況を報告し、参加者との質疑応答・議論を深めた。

なお、両研究会の内容は協会報｢よろん｣(120 号・2017 年 10 月発刊)に掲載されている。	 
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第 3 章  公 的 統 計 基 盤 整 備 委 員 会 の活 動 (小 委 員 会 ) 
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当小委員会の目的は、公的統計市場における諸情報を収集・分析し、市場動向の現状

や方向性の把握に資する有用な情報を内外に提供することである。	 

	 

当小委員会では主に以下の課題を検討した。	 

①府省における民間事業者を活用した案件の落札情報	 

②過去の「調査インフラ等に関する実態調査」結果の傾向分析	 

③「民間委託に関する府省担当者ヒアリング」の企画・結果とりまとめ	 

	 

上記に掲げた課題について公的統計市場における情報を収集し、分析を加えた。	 

府省における民間事業者を活用した案件の落札情報は、統計月報等による案件のリス

トアップ、各府省のホームページ、民間の入札情報データベースにおける落札情報、実

施部局からのヒアリング等によって収集を行っている。収集後の情報は府省別、委託先

別等の視点で分析を加えている。	 

ＪＭＲＡ会員社を対象として行っている「調査インフラ等に関する実態調査」は、本

年度は実施せず、過去(2008 年度から 2016 年度まで)の調査結果をとりまとめ、回答の

傾向を分析した(なお「調査インフラ等に関する実態調査」は、2018 年 6 月に次回の調

査を実施する予定である)。	 

また、本年度は新たな取り組みとして、発注者である府省の統計業務担当者を対象に、

民間事業者への期待や評価に関するインターネット調査を実施した。  
	 

当小委員会は以下のメンバーで運営した。	 

	 

◎(株)インテージリサーチ	 	 	 	 	 	 	 	 	 鋤柄	 卓也	 

○(株)ビデオリサーチ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 森	 	 正実	 

	 (株)インテージ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 土屋	 薫	 

	 (株)日本リサーチセンター	 	 	 	 	 	 	 吉田	 佳子	 

	 (株)マーシュ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 里村	 雅幸	 

(株)サーベイリサーチセンター	 	 	 	 	 高輪	 哲誉	 

	 

	 ◎：リーダー	 ○：サブリーダー	 
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当小委員会の目的は、公的統計市場における諸情報を収集・分析し、市場動向の現状

や方向性の把握に資する有用な情報を内外に提供することである。	 

	 

当小委員会では主に以下の課題を検討した。	 

①府省における民間事業者を活用した案件の落札情報	 

②過去の「調査インフラ等に関する実態調査」結果の傾向分析	 

③「民間委託に関する府省担当者ヒアリング」の企画・結果とりまとめ	 

	 

上記に掲げた課題について公的統計市場における情報を収集し、分析を加えた。	 

府省における民間事業者を活用した案件の落札情報は、統計月報等による案件のリス

トアップ、各府省のホームページ、民間の入札情報データベースにおける落札情報、実

施部局からのヒアリング等によって収集を行っている。収集後の情報は府省別、委託先

別等の視点で分析を加えている。	 

ＪＭＲＡ会員社を対象として行っている「調査インフラ等に関する実態調査」は、本

年度は実施せず、過去(2008 年度から 2016 年度まで)の調査結果をとりまとめ、回答の

傾向を分析した(なお「調査インフラ等に関する実態調査」は、2018 年 6 月に次回の調

査を実施する予定である)。	 

また、本年度は新たな取り組みとして、発注者である府省の統計業務担当者を対象に、
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農 林 水 産 省
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国 土 交 通 省
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総 計

内 閣 府

総 務 省

財 務 省

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省

ＪＭＲＡ会員社を対象とする「調査インフラ等に関する実態調査」は、当委員会設立

の 2008 年からはじまり、2016 年まで毎年実施してきた。2017 年が当委員会の設立 10

周年の節目にあたることから、調査自体は一旦休止し、過去の調査結果を振り返ること

とした(なお、調査は 2018 年初夏に再開の予定である)。	 

本調査は、毎年実施しているが、その時々の公的統計調査業務や調査業界の課題を把

握することに重きを置いているため、質問は単年で終結するものが多い。したがって、

この間ほぼ一貫して聴取している｢公的統計調査業務の受託件数・金額」、｢公的統計調

査業務への参入意向」、｢官公庁と民間の直接経費割合比較」、｢調査手法｣の 4 つの質問

に絞って分析することとした。	 

調査結果の概要を下記に記す。詳細については巻末の資料編(資料１−１)を参照され

たい。	 

	 

公的統計調査業務の民間事業者の受託状況では、受託件数、金額共に 2008 年からほ

ぼ一貫して増加している。また 1 本あたりの金額は、ＪＭＲＡ会員社が全民間事業者を

一貫して上回っている。  
	 

2008 年と 2016 年を比較すると、会員社の売上規模に関わらず公的統計調査業務への

参入意向は減少している。	 

	 

官公庁と民間の直接経費割合を比較すると、実査･集計･分析・その他業務の諸支出で

ある変動費は 2008 年から 2015 年まで、「官公庁」が「民間」を一貫して上回っている。	 

ＪＭＲＡ会員社の実施する調査は、総じて調査員調査・郵送調査の実施本数は減少し、

インターネット調査は増加している。官公庁案件においても、調査員調査・郵送調査の

実施件数は減少し、インターネット調査は増加している。	 

これまで当委員会では、「調査インフラ等に関する実態調査」を実施することで、受

け皿となる民間事業者の実態を明らかにする試みを続けてきた。その一方で、発注者で

ある府省の民間事業者に対する意見、評価を聞く機会は限定的であった。  
そこで、当委員会発足 10 年の節目を迎える今年、さらに良好な官民の関係を構築す

るために、ＪＭＲＡ会員社をはじめ民間事業者の新たな気づきや、基盤整備強化のヒン

トを得ることを目的として、府省担当者を対象としたインターネット調査を実施した。

調査結果の概要を下記に記す。調査結果の詳細については、「3-1-4 民間委託に関する府

省担当者ヒアリング」結果の概要 (35 ページ )を、調査票については資料編(資料 1-2)を

参照されたい。  
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委託先の業務が、仕様書記載事項の内容を満たさないことがあるかとの問いに対して

4 割の回答者が「良くある」と「時々ある」と回答するなど、品質に対する不安が少な

からずあるように見受けられる。  

最低価格落札方式で落札する企業の能力が不十分であるとの指摘があるように、コス

トを重視する現在の入札制度の問題点を指摘する声が多かった。品質とコストのバラン

スをとることに苦労している様子がうかがえた。受託者側が事前に提出する見積と実際

の入札金額との乖離に関する言及も目に付いた。  

仕様書で定めた工期内に業務完了ができないことがあるかとの問いに対して、「ある」

とする回答はなく、「時々ある」とする回答が 2 割であった。概ね納期内に業務完了し

ていることが伺える。府省内における手続きの煩雑さや、予算制度の制約が調達の妨げ

になっているとする指摘もあった。  
 

2017 年度における公的統計調査の民間開放の状況を把握するに当たっては、主に下記

の 2 ステップで情報収集・整備を行った。	 

一つ目のステップでは、民間事業者を活用している公的統計調査のリストアップを行

った。なお、当小委員会での民間事業者の活用とは「調査客体からのデータ収集を中心

業務として、その前後の調査票の配布、問い合わせ対応、督促、回収、疑義照会等の連

続した作業工程を含む包括的な業務の委託」と定義している。リストは主に、下記の条

件に該当する案件を対象とした。その条件とは、①「統計法令に基づく統計調査の承認

及び届出の状況(統計月報)」総務省政策統括官(統計基準担当)に掲載されている基幹統

計及び一般統計において、調査系統に「民間事業者」と記述されているもの、②昨年度

の当小委員会の作成資料において調査周期が毎年となっていたもの、③前々年度以前の

当小委員会の作成資料において調査周期が隔年以上の周期で 2017 年度が実施年度に該

当するとみられるものである。	 

二つ目のステップでは委託先と契約金額の確認を行った。具体的には、各府省ホーム

ページの調達情報・仕様書情報の閲覧、各府省の統計主管部局や会計課ないしは実施部

局への電話での照会及び訪問、民間企業が提供する入札情報サービス等によって確認を

行った。確認内容は種別、調査名、調査手法、調査周期、委託先、契約金額とした。	 

	 

	 	 

表 3-1-3-1	 各府省のホームページにおける落札情報の掲載状況について	 

	 

トップペー
ジURL

1階層 2階層 3階層 4階層 5階層 6階層 外部サイト

内閣府 http://www.
cao.go.jp/

トップページ
＞調達情報
（画面下部関連
情報・関連サイ
トバナー）

調達情報＞調達
公示等＞各種公
表物＜公共調達
に関する公表
（契約状況の公
表）

競争入札を実施
した契約に関す
る情報（物品役
務等）

該当年度のＰＤ
Ｆまたはエクセ
ル選択

総務省統計局 http://www.
stat.go.jp/

トップページ
＞【インフォ
メーション】内
調達情報
（画面中段右
側）

公共調達の適正
化に基づく

該当年・月のPDF
またはエクセル
選択

総務省 http://www.
soumu.go.jp
/

トップページ
【申請・手続】
内
＞調達情報・電
子入札
（画面右側バ
ナー）

調達情報・電子
入札

調達情報 【総務省内の調
達情報提供】大
臣官房会計課な
ど各部局、施設
を選択

公共調達に係る
公表※大臣官房
会計課の場合

該当年・月のＰ
ＤＦまたはエク
セル選択

財務省 https://www
.mof.go.jp/

トップページ
＞調達情報
（画面中程右側
のバナー）

調達情報 入札・落札等情
報（物品・役
務）

該当年度選択

厚生労働省 http://www.
mhlw.go.jp/

トップページ
【申請・募集・
情報公開】
（画面上部の右
端）
＞調達情報

調達情報一覧 厚生労働省本省
※本省場合。
そのほか、各部
局、施設の選択
が可能。

落札公示
※本省の場合。

該当案件官報掲
載日選択

農林水産省 http://www.
maff.go.jp/

トップページ
＞【ご意見・お
問い合わせ】
（画面下部右
側）

【調達・入札】
＞調達情報・公
表事項

【入札情報】
入札公告等の情
報（物品・役務/
建設工事及び測
量・建設コンサ
ルタント関係）

随意契約に関す
る公示落札者の
公示
	 （WTO対象案件
に限る）
＞落札者等
※画面右最下部

該当案件選択

経済産業省 http://www.
meti.go.jp/

トップページ
＞お知らせ
（画面右）

調達・予算執行 入札結果・契約
結果

該当年・月の競
争入札または随
意契約「物品役
務等」「委託契
約」を選択

国土交通省 http://www.
mlit.go.jp/

トップページ
＞お問合せ・申
請
（上部バナー）

調達情報 調達情報 統一資格審査申
請・調達情報検
索サイト（外部
サイト）
＞落札者等の公
示

検索画面
※分類・調達機
関・調達機関所
在地・官報掲載
日・調達案件名
が入力可能

調達案件一覧表示http://www.chot
atujoho.go.jp/c
sjs/pr005/JohoI
nActionJP.do

環境省 http://www.
env.go.jp/

トップページ
＞>申請・届出・
公募
	 （画面上部）

調達情報 過去の契約情報 契約締結情報の
公表

該当契約年選択 該当契約月・競
争入札・随意契
約選択

落札情報ページへのパス
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（画面中段右
側）

公共調達の適正
化に基づく

該当年・月のPDF
またはエクセル
選択

総務省 http://www.
soumu.go.jp
/

トップページ
【申請・手続】
内
＞調達情報・電
子入札
（画面右側バ
ナー）

調達情報・電子
入札

調達情報 【総務省内の調
達情報提供】大
臣官房会計課な
ど各部局、施設
を選択

公共調達に係る
公表※大臣官房
会計課の場合

該当年・月のＰ
ＤＦまたはエク
セル選択

財務省 https://www
.mof.go.jp/

トップページ
＞調達情報
（画面中程右側
のバナー）

調達情報 入札・落札等情
報（物品・役
務）

該当年度選択

厚生労働省 http://www.
mhlw.go.jp/

トップページ
【申請・募集・
情報公開】
（画面上部の右
端）
＞調達情報

調達情報一覧 厚生労働省本省
※本省場合。
そのほか、各部
局、施設の選択
が可能。

落札公示
※本省の場合。

該当案件官報掲
載日選択

農林水産省 http://www.
maff.go.jp/

トップページ
＞【ご意見・お
問い合わせ】
（画面下部右
側）

【調達・入札】
＞調達情報・公
表事項

【入札情報】
入札公告等の情
報（物品・役務/
建設工事及び測
量・建設コンサ
ルタント関係）

随意契約に関す
る公示落札者の
公示
	 （WTO対象案件
に限る）
＞落札者等
※画面右最下部

該当案件選択

経済産業省 http://www.
meti.go.jp/

トップページ
＞お知らせ
（画面右）

調達・予算執行 入札結果・契約
結果

該当年・月の競
争入札または随
意契約「物品役
務等」「委託契
約」を選択

国土交通省 http://www.
mlit.go.jp/

トップページ
＞お問合せ・申
請
（上部バナー）

調達情報 調達情報 統一資格審査申
請・調達情報検
索サイト（外部
サイト）
＞落札者等の公
示

検索画面
※分類・調達機
関・調達機関所
在地・官報掲載
日・調達案件名
が入力可能

調達案件一覧表示http://www.chot
atujoho.go.jp/c
sjs/pr005/JohoI
nActionJP.do

環境省 http://www.
env.go.jp/

トップページ
＞>申請・届出・
公募
	 （画面上部）

調達情報 過去の契約情報 契約締結情報の
公表

該当契約年選択 該当契約月・競
争入札・随意契
約選択

落札情報ページへのパス
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品目分類
番号

調達件名
及び数量

調達方法 契約方式 落札決定
日

落札者の
氏名及び
住所

落札価格 入札公告
日または
公示日

随意契約
の場合は
その理由

指名業者
名

落札方式

内閣府 - - - - - - - - - - -

総務省統計局 - - - - - - - - - - -

総務省 - - - - - - - - - - -

財務省 - あり(調達
件名の
み）

あり あり あり あり あり（税
込み）

あり（入
札公告日
のみ）

- - あり

厚生労働省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

農林水産省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

経済産業省 - - - - - - - - あり - -

国土交通省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

環境省 - - - - - - - - - - -

落札情報の掲載内容

	 

	 

予定価格 物品役務
等の名称
及び数量

契約担当
官等の氏
名並びに
部局の名
称及び所
在地

契約を締
結した日

契約担当
官等の氏
名並びに
部局の名
称及び所
在地

一般競争
入札・指
名競争入
札の別
（総合評
価の実
施）

契約金額 落札率 その他

内閣府 あり あり あり あり あり あり あり あり ・法人番号
・公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

総務省統計局 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

総務省 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

財務省 - - - - - - - - -

厚生労働省 あり - - - - - - - -

農林水産省 あり - - - - - - - -

経済産業省 あり
※非公表
の場合が
多い

あり あり あり あり あり あり あり
※非公表
の場合が
多い

公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

国土交通省 あり - - - - - - - 調達機関番号、所在地番号

環境省 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

落札情報の掲載内容
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品目分類
番号

調達件名
及び数量

調達方法 契約方式 落札決定
日

落札者の
氏名及び
住所

落札価格 入札公告
日または
公示日

随意契約
の場合は
その理由

指名業者
名

落札方式

内閣府 - - - - - - - - - - -

総務省統計局 - - - - - - - - - - -

総務省 - - - - - - - - - - -

財務省 - あり(調達
件名の
み）

あり あり あり あり あり（税
込み）

あり（入
札公告日
のみ）

- - あり

厚生労働省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

農林水産省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

経済産業省 - - - - - - - - あり - -

国土交通省 あり あり あり あり あり（随
意契約の
場合は契
約日）

あり（随
意契約の
場合は契
約者）

あり（随
意契約の
場合は契
約価格）

あり あり あり（指
名競争入
札の場
合）

あり

環境省 - - - - - - - - - - -

落札情報の掲載内容

	 

	 

予定価格 物品役務
等の名称
及び数量

契約担当
官等の氏
名並びに
部局の名
称及び所
在地

契約を締
結した日

契約担当
官等の氏
名並びに
部局の名
称及び所
在地

一般競争
入札・指
名競争入
札の別
（総合評
価の実
施）

契約金額 落札率 その他

内閣府 あり あり あり あり あり あり あり あり ・法人番号
・公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

総務省統計局 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

総務省 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

財務省 - - - - - - - - -

厚生労働省 あり - - - - - - - -

農林水産省 あり - - - - - - - -

経済産業省 あり
※非公表
の場合が
多い

あり あり あり あり あり あり あり
※非公表
の場合が
多い

公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

国土交通省 あり - - - - - - - 調達機関番号、所在地番号

環境省 あり あり あり あり あり あり あり あり 公益法人の場合
公益法人の区分、国所管、都道
府県所管の区分、応札・応募者
数
備考

落札情報の掲載内容
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案件名等の検索機能 案件の掲載期間 案件の掲載単位 個別案件の表示形式 付帯情報の掲載

内閣府 なし 2012/4～ 1年 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

総務省統計局 なし 2016/3～ 1か月 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

総務省 なし 2016/7～ 1か月 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

財務省 なし 2013/4～ 1年 ｈｔｍｌ形式 入札公告も同時に表示

厚生労働省 なし 2005/5～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

農林水産省 なし 2013/10～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

経済産業省 なし 2012/4～ 1年 エクセル形式 備考欄あり

国土交通省 あり 2015/4～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

環境省 なし 2005/12～ 1年 PDF・エクセル形式 備考欄あり

落札情報の掲載

表 3-1-3-2	 2017 年度民間事業者を活用した統計調査の一覧	 

№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

総合計 5,487,386,162
【内閣府】 453,220,920

1 一般 消費動向調査 郵送、調査員 毎月 会計 JM RA会員社 101,919,600 ２－②

(経済社会総合研究所景気統計部) (203,839,200)

2 一般 企業行動に関するｱﾝｹｰﾄ調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 22,680,000

(経済社会総合研究所景気統計部)

3 一般 民間企業投資・除却調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 44,820,000

(経済社会総合研究所国民経済計算部国民資産課)

4 一般 民間非営利団体実態調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 3,240,000

(経済社会総合研究所国民経済計算部国民支出課)

5 一般 景気ｳｫｯﾁｬｰ調査 ｵﾝﾗｲﾝ（電話自動応答ｼｽﾃﾑ等） 毎月 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 119,307,600

(政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）室)

6 一般 青少年のｲﾝﾀｰﾈ ｯﾄ利用環境実態調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 22,572,000

(政策統括官（共生社会政策担当）付参事官青少年環境整備担当）)

7 一般 特定非営利活動法人に関する実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 JM RA会員社 8,100,000

(政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（共助社会づくり推進担当）)

8 一般 男女間における暴力に関する調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 JM RA会員社 15,831,720

(男女共同参画局推進課暴力対策推進室)

9 一般 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 102,600,000

(子ども・子育て本部参事官（子ども・子育支援担当）)

10 一般 高齢者の健康に関する調査 調査員 １回限り会計 JM RA会員社 12,150,000

(政策統括官（共生社会政策担当）付高齢社会対策担当)

【総務省省】 1,290,594,098
11 基幹 科学技術研究調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 24,314,400 ３－①

(統計局統計調査部経済統計課) (72,943,200)

12 一般 情報通信業基本調査（総務省実施分） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 7,860,344

(情報通信国際戦略局情報通信政策課)

13 一般 通信利用動向調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 43,070,400

(情報通信国際戦略局情報通信政策課情報通信経済室)

14 一般 ｻｰﾋ ｽ゙産業動向調査（A） 郵送、調査員 毎月 公共 JM RA会員社 355,680,000 ３－②

(統計局統計調査部経済統計課) (1,067,040,000)

15 一般 家計消費状況調査（A） 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 551,652,954 ３－②

(統計局統計調査部消費統計課) (1,654,958,863)

16 一般 産業連関構造調査（サービス産業・非営利団体等調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ５年 会計 JM RA会員社 26,460,000

(政策統括官（統計基準担当）付統計審査官室)

17 一般 家計消費単身モニター調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 241,380,000 ２－①

(統計局統計調査部消費統計課) (482,760,000)

18 一般 購買状況の把握に関する試験調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 40,176,000

(統計局統計調査部消費統計課)

【財務省省】 39,676,500
19 基幹 民間給与実態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 その他の民間 39,676,500 ４－④

(国税庁長官官房企画課) (158,706,000)

【⽂文部科学省省】 12,992,400
20 一般 民間企業の研究活動に関する調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 11,826,000

(科学技術政策研究所調査調整課)

21 一般 学校給食栄養報告 ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 1,166,400

(初等中等教育局健康教育・食育課)

ＰＤＦ・
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案件名等の検索機能 案件の掲載期間 案件の掲載単位 個別案件の表示形式 付帯情報の掲載

内閣府 なし 2012/4～ 1年 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

総務省統計局 なし 2016/3～ 1か月 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

総務省 なし 2016/7～ 1か月 ＰＤＦ・エクセル形式 備考欄あり

財務省 なし 2013/4～ 1年 ｈｔｍｌ形式 入札公告も同時に表示

厚生労働省 なし 2005/5～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

農林水産省 なし 2013/10～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

経済産業省 なし 2012/4～ 1年 エクセル形式 備考欄あり

国土交通省 あり 2015/4～ 官報掲載の都度
（1日単位）

ｈｔｍｌ形式 落札情報のみ

環境省 なし 2005/12～ 1年 PDF・エクセル形式 備考欄あり

落札情報の掲載

表 3-1-3-2	 2017 年度民間事業者を活用した統計調査の一覧	 

№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

総合計 5,487,386,162
【内閣府】 453,220,920

1 一般 消費動向調査 郵送、調査員 毎月 会計 JM RA会員社 101,919,600 ２－②

(経済社会総合研究所景気統計部) (203,839,200)

2 一般 企業行動に関するｱﾝｹｰﾄ調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 22,680,000

(経済社会総合研究所景気統計部)

3 一般 民間企業投資・除却調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 44,820,000

(経済社会総合研究所国民経済計算部国民資産課)

4 一般 民間非営利団体実態調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 3,240,000

(経済社会総合研究所国民経済計算部国民支出課)

5 一般 景気ｳｫｯﾁｬｰ調査 ｵﾝﾗｲﾝ（電話自動応答ｼｽﾃﾑ等） 毎月 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 119,307,600

(政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（地域担当）室)

6 一般 青少年のｲﾝﾀｰﾈ ｯﾄ利用環境実態調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 22,572,000

(政策統括官（共生社会政策担当）付参事官青少年環境整備担当）)

7 一般 特定非営利活動法人に関する実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 JM RA会員社 8,100,000

(政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（共助社会づくり推進担当）)

8 一般 男女間における暴力に関する調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 JM RA会員社 15,831,720

(男女共同参画局推進課暴力対策推進室)

9 一般 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 102,600,000

(子ども・子育て本部参事官（子ども・子育支援担当）)

10 一般 高齢者の健康に関する調査 調査員 １回限り会計 JM RA会員社 12,150,000

(政策統括官（共生社会政策担当）付高齢社会対策担当)

【総務省省】 1,290,594,098
11 基幹 科学技術研究調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 24,314,400 ３－①

(統計局統計調査部経済統計課) (72,943,200)

12 一般 情報通信業基本調査（総務省実施分） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 7,860,344

(情報通信国際戦略局情報通信政策課)

13 一般 通信利用動向調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 43,070,400

(情報通信国際戦略局情報通信政策課情報通信経済室)

14 一般 ｻｰﾋ ｽ゙産業動向調査（A） 郵送、調査員 毎月 公共 JM RA会員社 355,680,000 ３－②

(統計局統計調査部経済統計課) (1,067,040,000)

15 一般 家計消費状況調査（A） 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 551,652,954 ３－②

(統計局統計調査部消費統計課) (1,654,958,863)

16 一般 産業連関構造調査（サービス産業・非営利団体等調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ５年 会計 JM RA会員社 26,460,000

(政策統括官（統計基準担当）付統計審査官室)

17 一般 家計消費単身モニター調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 241,380,000 ２－①

(統計局統計調査部消費統計課) (482,760,000)

18 一般 購買状況の把握に関する試験調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 40,176,000

(統計局統計調査部消費統計課)

【財務省省】 39,676,500
19 基幹 民間給与実態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 その他の民間 39,676,500 ４－④

(国税庁長官官房企画課) (158,706,000)

【⽂文部科学省省】 12,992,400
20 一般 民間企業の研究活動に関する調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 11,826,000

(科学技術政策研究所調査調整課)

21 一般 学校給食栄養報告 ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 1,166,400

(初等中等教育局健康教育・食育課)
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№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

【厚⽣生労働省省】 981,678,240
22 一般 雇用動向調査 郵送 毎年 会計 JM RA会員社 69,984,000

(政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室)

23 一般 就労条件総合調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 19,011,240 ３－③

(政策統括官付参事官付賃金福祉統計室) (57,033,720)

24 一般 社会福祉施設等調査及び介護ｻｰﾋ ｽ゙施設・事業所調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 290,880,000 ３－③

(政策統括官付参事官付社会統計室) (872,640,000)

25 一般 生活衛生関係営業経営実態調査 郵送、調査員 毎年 会計 その他の民間 12,906,000

(医薬・生活衛生局生活衛生課)

26 一般 能力開発基本調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 46,332,000 ３－①

(人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室) (138,996,000)

27 一般 最低賃金に関する基礎調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 30,564,000

(労働基準局賃金課)

28 一般 消費生活協同組合（連合会）実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 2,268,000

(社会・援護局地域福祉課生協第二係)

29 一般 介護事業経営実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 279,626,040

(老健局老人保健課)

30 一般 特定保健医療材料・再生医療等製品価格調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １年 会計 JM RA会員社 23,220,000

(医政局経済課)

31 一般 雇用均等基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １年 会計 その他の民間 4,190,400

(雇用環境・均等局雇用機会均等課政策係)

32 一般 歯科技工料調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ２年 会計 その他の民間 2,516,400

(保険局医療課)

33 一般 病院報告 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 6,048,000

(政策統括官付参事官付保健統計室)

34 一般 派遣労働者実態調査 郵送 不定期 会計 その他の民間 7,484,400

(政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室)

35 一般 保険医療材料等使用状況調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX ２年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 16,200,000

(保険局医療課)

36 一般 労働安全衛生調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 その他の民間 1,689,120

(政策統括官付参事官付賃金福祉統計室)

37 一般 医薬品価格調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ２年 会計 JM RA会員社 8,640,000

(医政局経済課薬価係)

38 一般 人口動態調査 郵送 毎月 会計 その他の民間 7,182,000

(政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室)

39 一般 21世紀出生児縦断調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 5,724,000

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

40 一般 医療施設動態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 4,104,000

(政策統括官付参事官付保健統計室)

41 一般 介護事業実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 81,820,800

(老健局老人保健課)

42 基幹 国民生活基礎調査 調査員 毎年 会計 その他の民間 6,955,200

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

43 一般 社会保障生計調査 調査員 毎年 会計 その他の民間 8,424,000

(社会・援護局保護課調査係)

44 一般 21世紀成年者縦断調査及び中高年者縦断調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 5,400,000

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

45 一般 訪問看護療養費実態調査 郵送 ２年 会計 その他の民間 4,816,800

(保険局医療課医療係)

46 一般 被保護者調査年次調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 7,020,000

(社会・援護局保護課)

47 一般 医療扶助実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 8,100,000

(社会・援護局保護課)

48 基幹 医療施設静態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 その他の民間 5,451,840

(政策統括官付参事官付保健統計室	 )

49 一般 人生の最終段階における医療に関する意識調査 郵送 ５年 会計 その他の民間 15,120,000

(医政局地域医療計画課在宅医療推進室	 	 )
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【農林林⽔水産省省】 333,462,535
50 一般 畜産物流通調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、電話、FAX 実施日 会計 団体 3,081,240

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室)

51 基幹 牛乳乳製品統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 8,424,000 ５－②

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室) (42,120,000)

52 一般 木材流通統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎月 公共 団体 5,400,000 ３－②

(大臣官房統計部生産流通消費統計課) (16,200,000)

53 一般 内水面漁業生産統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 公共 JM RA会員社 64,882,296 ４－③

(大臣官房統計部生産流通消費統計課) (259,529,184)

54 一般 農業物価統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎月 公共 JM RA会員社 104,738,400 ５－③

(大臣官房統計部経営・構造統計課) (523,692,000)

55 一般 食品製造業におけるHAC C P手法の導入状況実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 2,570,400

(食料産業局食品製造課)

56 一般 花き産業振興総合調査 郵送、電子ﾒｰﾙ 毎年 会計 団体 825,424

(生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室)

57 一般 6次産業化総合調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 57,780,000

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室)

58 一般 野生鳥獣資源利用実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 その他の民間 3,045,060

(大臣官房統計部生産流通消費統計課)

59 一般 容器包装利用・製造等実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 22,340,115

(食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室)

60 一般 産地水産物流通調査及び冷蔵水産物流通調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 公共 団体 60,375,600 ３－③

(水産庁漁政部加工流通課) (181,126,800)

【経済産業省省】 1,680,673,901
61 基幹 経済産業省企業活動基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 127,116,000 ３－③

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室) (381,348,000)

62 一般 情報通信業基本調査（経済産業省実施分） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 67,500,000

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室)

63 一般 海外事業活動基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 48,600,000

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室)

64 一般 海外現地法人四半期調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 四半期 会計 JM RA会員社 17,010,000 ４－①

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室) (68,040,000)

65 一般 特定ｻｰﾋ ｽ゙産業動態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 34,020,000 ４－①

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ ｻ゚ ｰﾋ ｽ゙動態統計室) (136,080,000)

66 一般 工場立地動向調査 郵送 半年 会計 その他の民間 1,098,360

(地域経済産業グループ	 地域企業高度化推進課)

67 一般 容器包装利用・製造等実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 45,360,000

(産業技術環境局ﾘｻ ｲｸﾙ推進課)

68 一般 鉄鋼需給動態統計調査及び鉄鋼生産内訳月報 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 2,160,000

(製造産業局金属課)

69 一般 鉄鋼需給動態統計調査（特殊鋼鋼材需給月報） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 988,588

(製造産業局金属課)

70 一般 砕石等動態統計調査 郵送 四半期 会計 団体 5,616,000

(製造産業局素材産業課)

71 一般 生ｺﾝｸﾘｰﾄ流通統計調査 郵送 四半期 会計 その他の民間 7,117,200

(製造産業局素材産業課)

72 一般 金属加工統計調査（金属ﾌ ﾚ゚ｽ加工月報） 郵送 毎月 会計 団体 1,543,309

(製造産業局産業機械課素形材産業室)

73 一般 外資系企業動向調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 19,440,000

(貿易経済協力局投資促進課)

74 一般 情報処理実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 その他の民間 14,904,000

(商務情報政策局	 総務課)

75 基幹 商業動態統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 38,880,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 サービス動態統計室)

76 基幹 生産動態統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 73,440,000

(大臣官房調査統計グループ　鉱工業動態統計室)

77 一般 化学物質排出把握管理促進法施行状況調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 その他の民間 18,295,200

(製造産業局	 化学物質管理課	 化学物質リスク評価室)

78 一般 産業連関構造調査（商業マージン調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ５年 会計 その他の民間 5,659,200

(大臣官房	 調査統計グループ	 調査分析支援室)

79 基幹 工業統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 189,000,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 構造統計室)

80 基幹 特定サービス産業実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 199,584,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 構造統計室)

81 一般 ｴﾈ ﾙ ｷ ﾞー 消費状況調査（ｴﾈﾙ ｷ ﾞー 消費統計調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 377,991,328

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁長官官房	 総務課)

82 基幹 石油製品需給動態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 45,900,000 ４－①

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁資源・燃料部政策課) (183,600,000)

83 一般 石油輸入調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 上記金額に含む４－①

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁資源・燃料部政策課)

84 基幹 経済産業省特定業種石油等消費統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 18,192,022

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁長官官房	 総務課)

85 一般 知的財産活動調査 郵送 毎年 会計 JM RA会員社 24,300,000

(特許庁総務部企画調査課)

86 一般 模倣被害実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 10,758,694

(総務部国際協力課)

87 一般 中小企業実態基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 286,200,000

(中小企業庁事業環境部企画課調査室)
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№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

【厚⽣生労働省省】 981,678,240
22 一般 雇用動向調査 郵送 毎年 会計 JM RA会員社 69,984,000

(政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室)

23 一般 就労条件総合調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 19,011,240 ３－③

(政策統括官付参事官付賃金福祉統計室) (57,033,720)

24 一般 社会福祉施設等調査及び介護ｻｰﾋ ｽ゙施設・事業所調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 290,880,000 ３－③

(政策統括官付参事官付社会統計室) (872,640,000)

25 一般 生活衛生関係営業経営実態調査 郵送、調査員 毎年 会計 その他の民間 12,906,000

(医薬・生活衛生局生活衛生課)

26 一般 能力開発基本調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 46,332,000 ３－①

(人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室) (138,996,000)

27 一般 最低賃金に関する基礎調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 30,564,000

(労働基準局賃金課)

28 一般 消費生活協同組合（連合会）実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 2,268,000

(社会・援護局地域福祉課生協第二係)

29 一般 介護事業経営実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 279,626,040

(老健局老人保健課)

30 一般 特定保健医療材料・再生医療等製品価格調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １年 会計 JM RA会員社 23,220,000

(医政局経済課)

31 一般 雇用均等基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １年 会計 その他の民間 4,190,400

(雇用環境・均等局雇用機会均等課政策係)

32 一般 歯科技工料調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ２年 会計 その他の民間 2,516,400

(保険局医療課)

33 一般 病院報告 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 6,048,000

(政策統括官付参事官付保健統計室)

34 一般 派遣労働者実態調査 郵送 不定期 会計 その他の民間 7,484,400

(政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室)

35 一般 保険医療材料等使用状況調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX ２年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 16,200,000

(保険局医療課)

36 一般 労働安全衛生調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 その他の民間 1,689,120

(政策統括官付参事官付賃金福祉統計室)

37 一般 医薬品価格調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ２年 会計 JM RA会員社 8,640,000

(医政局経済課薬価係)

38 一般 人口動態調査 郵送 毎月 会計 その他の民間 7,182,000

(政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室)

39 一般 21世紀出生児縦断調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 5,724,000

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

40 一般 医療施設動態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 4,104,000

(政策統括官付参事官付保健統計室)

41 一般 介護事業実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 81,820,800

(老健局老人保健課)

42 基幹 国民生活基礎調査 調査員 毎年 会計 その他の民間 6,955,200

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

43 一般 社会保障生計調査 調査員 毎年 会計 その他の民間 8,424,000

(社会・援護局保護課調査係)

44 一般 21世紀成年者縦断調査及び中高年者縦断調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 5,400,000

(政策統括官付参事官付世帯統計室)

45 一般 訪問看護療養費実態調査 郵送 ２年 会計 その他の民間 4,816,800

(保険局医療課医療係)

46 一般 被保護者調査年次調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 7,020,000

(社会・援護局保護課)

47 一般 医療扶助実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 8,100,000

(社会・援護局保護課)

48 基幹 医療施設静態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ３年 会計 その他の民間 5,451,840

(政策統括官付参事官付保健統計室	 )

49 一般 人生の最終段階における医療に関する意識調査 郵送 ５年 会計 その他の民間 15,120,000

(医政局地域医療計画課在宅医療推進室	 	 )

	 

№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

【農林林⽔水産省省】 333,462,535
50 一般 畜産物流通調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、電話、FAX 実施日 会計 団体 3,081,240

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室)

51 基幹 牛乳乳製品統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 8,424,000 ５－②

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室) (42,120,000)

52 一般 木材流通統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎月 公共 団体 5,400,000 ３－②

(大臣官房統計部生産流通消費統計課) (16,200,000)

53 一般 内水面漁業生産統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 公共 JM RA会員社 64,882,296 ４－③

(大臣官房統計部生産流通消費統計課) (259,529,184)

54 一般 農業物価統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎月 公共 JM RA会員社 104,738,400 ５－③

(大臣官房統計部経営・構造統計課) (523,692,000)

55 一般 食品製造業におけるHAC C P手法の導入状況実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 2,570,400

(食料産業局食品製造課)

56 一般 花き産業振興総合調査 郵送、電子ﾒｰﾙ 毎年 会計 団体 825,424

(生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室)

57 一般 6次産業化総合調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 57,780,000

(大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室)

58 一般 野生鳥獣資源利用実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 その他の民間 3,045,060

(大臣官房統計部生産流通消費統計課)

59 一般 容器包装利用・製造等実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 22,340,115

(食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室)

60 一般 産地水産物流通調査及び冷蔵水産物流通調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 公共 団体 60,375,600 ３－③

(水産庁漁政部加工流通課) (181,126,800)

【経済産業省省】 1,680,673,901
61 基幹 経済産業省企業活動基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 公共 JM RA会員社 127,116,000 ３－③

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室) (381,348,000)

62 一般 情報通信業基本調査（経済産業省実施分） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 67,500,000

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室)

63 一般 海外事業活動基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 48,600,000

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室)

64 一般 海外現地法人四半期調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 四半期 会計 JM RA会員社 17,010,000 ４－①

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ 企゚業統計室) (68,040,000)

65 一般 特定ｻｰﾋ ｽ゙産業動態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 34,020,000 ４－①

(大臣官房調査統計ｸ ﾙ゙ｰﾌ ｻ゚ ｰﾋ ｽ゙動態統計室) (136,080,000)

66 一般 工場立地動向調査 郵送 半年 会計 その他の民間 1,098,360

(地域経済産業グループ	 地域企業高度化推進課)

67 一般 容器包装利用・製造等実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 45,360,000

(産業技術環境局ﾘｻ ｲｸﾙ推進課)

68 一般 鉄鋼需給動態統計調査及び鉄鋼生産内訳月報 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 2,160,000

(製造産業局金属課)

69 一般 鉄鋼需給動態統計調査（特殊鋼鋼材需給月報） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 988,588

(製造産業局金属課)

70 一般 砕石等動態統計調査 郵送 四半期 会計 団体 5,616,000

(製造産業局素材産業課)

71 一般 生ｺﾝｸﾘｰﾄ流通統計調査 郵送 四半期 会計 その他の民間 7,117,200

(製造産業局素材産業課)

72 一般 金属加工統計調査（金属ﾌ ﾚ゚ｽ加工月報） 郵送 毎月 会計 団体 1,543,309

(製造産業局産業機械課素形材産業室)

73 一般 外資系企業動向調査 郵送 毎年 会計 その他の民間 19,440,000

(貿易経済協力局投資促進課)

74 一般 情報処理実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ、FAX 毎年 会計 その他の民間 14,904,000

(商務情報政策局	 総務課)

75 基幹 商業動態統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 38,880,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 サービス動態統計室)

76 基幹 生産動態統計調査 郵送、調査員、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 JM RA会員社 73,440,000

(大臣官房調査統計グループ　鉱工業動態統計室)

77 一般 化学物質排出把握管理促進法施行状況調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ １回限り会計 その他の民間 18,295,200

(製造産業局	 化学物質管理課	 化学物質リスク評価室)

78 一般 産業連関構造調査（商業マージン調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ５年 会計 その他の民間 5,659,200

(大臣官房	 調査統計グループ	 調査分析支援室)

79 基幹 工業統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 189,000,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 構造統計室)

80 基幹 特定サービス産業実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 JM RA会員社 199,584,000

(大臣官房	 調査統計グループ	 構造統計室)

81 一般 ｴﾈ ﾙ ｷ ﾞー 消費状況調査（ｴﾈﾙ ｷ ﾞー 消費統計調査） 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 377,991,328

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁長官官房	 総務課)

82 基幹 石油製品需給動態統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 45,900,000 ４－①

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁資源・燃料部政策課) (183,600,000)

83 一般 石油輸入調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 公共 JM RA会員社 上記金額に含む４－①

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁資源・燃料部政策課)

84 基幹 経済産業省特定業種石油等消費統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 団体 18,192,022

(資源ｴﾈﾙｷ ﾞー 庁長官官房	 総務課)

85 一般 知的財産活動調査 郵送 毎年 会計 JM RA会員社 24,300,000

(特許庁総務部企画調査課)

86 一般 模倣被害実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 10,758,694

(総務部国際協力課)

87 一般 中小企業実態基本調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 ｼﾝｸﾀﾝｸ 286,200,000

(中小企業庁事業環境部企画課調査室)

【農林水産省】

【経済産業省】

（所

（ｴ

（商

（金

（特

・製

・燃

・燃

総務課）

総務課）

総務課）

調査統計グループサービス動態統計室）

鉱工業動態統計室）

調査統計グループ調査分析支援室）

調査統計グループ構造統計室）

調査統計グループ構造統計室）

化学物質管理課化学物質リスク評価室）

・構

・製

（税
（単

(2

(5

(3

(6



− 34 −

	 

	 

№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 

【国⼟土交通省省】 666,748,368
88 一般 建築物ﾘﾌｫｰﾑ・ﾘﾆｭｰｱﾙ調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 半年 会計 その他の民間 9,093,600

(総合政策局情報政策課建設経済統計調査室)

89 一般 建設関連業等の動態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 3,531,600 ３－②

(総合政策局情報政策課建設経済統計調査室) (10,594,800)

90 基幹 自動車輸送統計調査及び自動車燃料消費量調査 郵送 毎月 会計 その他の民間 95,904,000

(総合政策局情報政策課交通経済統計調査室)

91 基幹 内航船舶輸送統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎月 会計 その他の民間 8,445,600

(総合政策局情報政策課交通経済統計調査室)

92 一般 住宅市場動向調査 調査員 毎年 会計 JM RA会員社 21,384,000

(住宅局住宅政策課)

93 一般 土地動態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 8,530,920

(土地・建設産業局企画課)

94 一般 土地保有移動調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 5,325,048

(土地・建設産業局参事官土地市場課)

95 一般	 （公的）企業の土地取引及び土地所有・利用状況に関する調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 4,039,200

(土地・建設産業局不動産市場課)

96 一般 建設資材・労働力需要実態調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 8,164,800

(土地・建設産業局建設市場整備課)

97 一般 航空旅客動態調査 調査員 毎年 会計 その他の民間 30,240,000

(航空局航空ネットワーク部空港施設課)

98 一般 国際航空旅客動態調査 調査員 毎年 公共 その他の民間 62,996,400 ３－①

(航空局航空ﾈｯﾄﾜｰ ｸ部空港施設課空港施設高度利用推進室計画係) (188,989,200)

99 一般 旅行・観光消費動向調査 郵送 四半期 会計 JM RA会員社 72,003,600

(観光庁観光戦略課調査室)

100 一般 宿泊旅行統計調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 四半期 会計 JM RA会員社 168,480,000

(観光庁観光戦略課調査室)

101 一般 訪日外国人消費動向調査 調査員 四半期 会計 JM RA会員社 168,609,600

(観光庁観光戦略課調査室)

【環境省省】 28,339,200
102 一般 産業廃棄物排出・処理状況調査 ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 2,203,200

(大臣官房廃棄物・ﾘｻ ｲｸﾙ対策部産業廃棄物課)

103 一般 環境にやさしい企業行動調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ 毎年 会計 その他の民間 5,184,000

(総合環境政策局環境経済課)

104 一般 環境保健ｻｰﾍ ｲ゙ﾗﾝｽ調査（6歳児）　 郵送 毎年 会計 その他の民間 11,448,000

(総合環境政策局環境保健部企画課保健業務室)

105 一般 水質汚濁物質排出量総合調査及び水質汚濁防止法等の施行状況調査 郵送、ｵﾝﾗｲﾝ ２年 公共 その他の民間 9,504,000 ５－①

(水・大気環境局水環境課) (47,520,000)

「官公庁調査の民間委託に関するおうかがい」	 

これまで当小委員会では、受託側会員各社の声や実態を収集し、公的統計調査の基盤

インフラ状況の把握に努めてきたところである。このたび、公的統計基盤整備委員会が

発足して 10 年の節目を迎えるにあたり、初のクライアント調査を実施することとなっ

た。これは、発注側の期待値や評価等に耳を傾けることで、我々受託者側の新たな気づ

きや今後の更なる基盤整備に向けてのヒントを得ることを目的とするものである。	 

府省の統計業務担当者(省や課を代表した意見ではなく、各担当者個人を対象とする)	 

オンラインによる自記式調査	 

各社顧客接点を持つ担当者から、電子メール等にて、担当者へ直接協力依頼を行った。	 

調査画面は、(株)インテージリサーチが契約しているクラウドサーバー上に用意した。

共通メール文案内の URL にアクセス・回答する形式とし、各府省が設定しているセキュ

リティポリシーにより、回答画面にアクセスができない場合には、別途添付したエクセ

ルの調査票を渡し、ＪＭＲＡ事務局(office@jmra-net.or.jp)宛に添付ファイルの送付

を依頼した。	 

ID・PW は回答者ご本人が任意に設定する形式とし、回答者の個人情報や依頼元会員社

を特定できない方式とした。	 

2017 年 12 月 5 日～2018 年 1 月 31 日まで	 

27 件	 
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№ 種別 公的統計調査名 調査手法 周期 根拠法 委託先 契約金額（税込） 備考

（所管部課局名） （単位：円）	 
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(航空局航空ﾈｯﾄﾜｰ ｸ部空港施設課空港施設高度利用推進室計画係) (188,989,200)

99 一般 旅行・観光消費動向調査 郵送 四半期 会計 JM RA会員社 72,003,600

(観光庁観光戦略課調査室)
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きや今後の更なる基盤整備に向けてのヒントを得ることを目的とするものである。	 

府省の統計業務担当者(省や課を代表した意見ではなく、各担当者個人を対象とする)	 

オンラインによる自記式調査	 
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「経済産業省」が 8件(30%)で最も多く、

次いで「総務省(5 件•19%)」「内閣府(4 件

•15%)」「農林水産省(4 件•15%)」「厚生労働

省(3 件•11%)」「無回答(3 件•11%)」であっ

た。	 

「複数社への業務委託経験あり」が 25

件(93%)で最も多く、「民間企業への業務委

託経験はない」は 1 件(4%)であった。	 

「自分が直接窓口となって民間の担当

者とやり取りをした」が 20 件(80%)で最も

多く、「自分は責任者の立場であり、部下

が直接の担当者であった」と「他の担当者

が主な窓口であり、自分は関係者としての

関わりだった」がそれぞれ 2 件(8%)であっ

た。	 

N=27
(%) 15	 

19	 

11	 

15	 

30	 

11	 

内閣府 総務省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 無回答

N=27
(%)

93	 

4	 4	 

複数社への業務委託経験あり 民間企業への業務委託経験はない 無回答

n=25
(%)

8	 

80	 

8	 
4	 

自分は責任者の立場であり、部下が直接の担当者であった

自分が直接窓口となって民間の担当者とやり取りをした

他の担当者が主な窓口であり、自分は関係者としての関わりだった

無回答

図 3-1-4-1 所属	 

図 3-1-4-2	 業務委託経験	 

4	 

図 3-1-4-3 立場	 

「ある(「良くある」と「時々ある」の計	 以下同)」との回答が 4 割みられ、課題と	 

して受け止める必要がある。	 

	 

「ある」との回答が半数みられ、この点も課題として受け止める必要がある。	 

「ある」との回答が 8 割を超えており、各社の努力が伺える結果と言える。	 

「ある」との回答は 3 割にとどまるが、一層の研鑽が必要である。	 

「ある」との回答が約 8 割となっており、参入会社の増加が求められていることが伺	 

える。	 

「ある」との回答が半数となっている。	 

N =27
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22	 
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0% 50 % 10 0%

良くある 時々ある ほどんどない あまりない 該当しない 無回答

委託先の業務が、仕様書記載事項の内容を満たさないことがある

委託先の業務体制に不安を感じることがある

仕様書記載事項の内容以外でも柔軟に対応してもらっていることがある

総合評価方式の場合に、提案書を通じて期待したレベルを満たさないことがある

調達にあたって、発注者の要求レベルを満たす品質を確保できる業者が少ない

委託業務内容が特殊なため、現行業者以外の新たな業者参入が見込めない

図 3-1-4-4	 品質について	 

とな とやり取り
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図 3-1-4-4	 品質について	 
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品質の中には、「回収率」の面と「データ品質」の面があることが伺える。より良い

データを収集するためには、官民双方の努力が引き続き必要である。	 

回収率

l 影響度の大きい調査対象が提出拒否をしてきた場合の対応策が必要と考えている	 	 	 	 	 

最大限の督促努力を行っても、最終的に提出拒否された場合の対応 。

l 調査関係業務において、目標回収率を担保する手法の１つとして調査員を活用し

た場合、調査員の熟度によるバラツキがある。事前説明会等も行っているが、調

査員の質を向上させるためにはどのような手法が考えられるか知りたい。

l 回収数の確保について、新たな方法や考え方が必要である。

l 例えば調査において、どうしても相手の状況を踏まえると、強く回収を求めても

仕方ない面はあるが、そこで当方にはない工夫を委託先から出してほしいと思う

ことがある。

品質管理体制

l 業務の再委託の場合、どのような管理体制になっているか、どのような教育・指

導を行っているかが不透明かつ融通が利かないことから、問題等生じた際に期待

値 品質 を満たさないことがある。

l 納品物チェックが十分になされていないのでは、と感じることがよくある。他者

の目を通じて見れば容易に検出できそうなミスが散見される。

l 責任者・担当者により品質に差が出るので、人材育成や研修に努めていただきた

い。また、下請会社の品質管理にも注意を払っていただきたい。

発注側の課題

l 発注者のノウハウを開示・共有していくことができれば、品質も向上できると思

うが、内部向けのマニュアル、マニュアル化されていないノウハウを外部の者に

伝達することが困難。

l 一般競争入札では、「安かろう悪かろう」とならぬよう仕様を厳しくすることがあ

るが、反面、入札者が少なくならないような内容も考慮しなければならないこと

が難しいところ。

l 委託事業の性質上・構造上、品質確保が困難なこともある。

向上心

l 業務の遂行に際しては、ある程度の「経験」 慣れ が必要であり、それと共に業務

に対する「探求心」 知ろうとする努力 も不可欠であると考えるが、後者が一定の

レベルで止まってしまう傾向があるように感じる。

「ある」との回答が 6 割を超え、予算と見積との乖離がみられる。	 

「ある」との回答が 6 割となっており、担当課としても課題と感じていることが伺え	 

る。	 

「時々ある」との回答が 2割にとどまっており、不調の頻度は高くないことが伺える。	 

「良くある」との回答が 4 割を超え、参入業者数が少ないことが伺える。	 

図 3-1-4-5	 コストについて	 

適正なコストで品質を確保して欲しいという意識が伺える内容となっている。	 

品質確保とコスト

l 個人的には、最低価格入札には限界を感じる。最低価格入札で落札した企業の業

務の質は、お世辞にもよいとは言えない。むしろ悪い。調達が 10 万ＳＤＲ1未満の

ものであっても、総合評価や企画競争の活用が容易にできるように国の調達方法

を見直す必要がある。

l コスト削減した上での応札はありがたいが、品質が落ちるのではないかという懸

念がある。

1	 SDR Special	 Drawing	 Rights( ) (IMF)

10 SDR 2

30 4 1 32 3 31 10 SDR 1500 	 



− 39 −

品質の中には、「回収率」の面と「データ品質」の面があることが伺える。より良い
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最大限の督促努力を行っても、最終的に提出拒否された場合の対応 。

l 調査関係業務において、目標回収率を担保する手法の１つとして調査員を活用し

た場合、調査員の熟度によるバラツキがある。事前説明会等も行っているが、調

査員の質を向上させるためにはどのような手法が考えられるか知りたい。

l 回収数の確保について、新たな方法や考え方が必要である。

l 例えば調査において、どうしても相手の状況を踏まえると、強く回収を求めても

仕方ない面はあるが、そこで当方にはない工夫を委託先から出してほしいと思う

ことがある。

品質管理体制

l 業務の再委託の場合、どのような管理体制になっているか、どのような教育・指

導を行っているかが不透明かつ融通が利かないことから、問題等生じた際に期待

値 品質 を満たさないことがある。

l 納品物チェックが十分になされていないのでは、と感じることがよくある。他者

の目を通じて見れば容易に検出できそうなミスが散見される。

l 責任者・担当者により品質に差が出るので、人材育成や研修に努めていただきた

い。また、下請会社の品質管理にも注意を払っていただきたい。

発注側の課題

l 発注者のノウハウを開示・共有していくことができれば、品質も向上できると思

うが、内部向けのマニュアル、マニュアル化されていないノウハウを外部の者に

伝達することが困難。

l 一般競争入札では、「安かろう悪かろう」とならぬよう仕様を厳しくすることがあ

るが、反面、入札者が少なくならないような内容も考慮しなければならないこと

が難しいところ。

l 委託事業の性質上・構造上、品質確保が困難なこともある。

向上心

l 業務の遂行に際しては、ある程度の「経験」 慣れ が必要であり、それと共に業務

に対する「探求心」 知ろうとする努力 も不可欠であると考えるが、後者が一定の

レベルで止まってしまう傾向があるように感じる。

「ある」との回答が 6 割を超え、予算と見積との乖離がみられる。	 

「ある」との回答が 6 割となっており、担当課としても課題と感じていることが伺え	 

る。	 

「時々ある」との回答が 2割にとどまっており、不調の頻度は高くないことが伺える。	 

「良くある」との回答が 4 割を超え、参入業者数が少ないことが伺える。	 

図 3-1-4-5	 コストについて	 

適正なコストで品質を確保して欲しいという意識が伺える内容となっている。	 

品質確保とコスト

l 個人的には、最低価格入札には限界を感じる。最低価格入札で落札した企業の業

務の質は、お世辞にもよいとは言えない。むしろ悪い。調達が 10 万ＳＤＲ1未満の

ものであっても、総合評価や企画競争の活用が容易にできるように国の調達方法

を見直す必要がある。

l コスト削減した上での応札はありがたいが、品質が落ちるのではないかという懸

念がある。
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調達方式の課題

l 役所の調達では、総合評価落札方式をとっても、価格点が強めに設定されるので、 	 

結局は「安かろう、悪かろう」といった者が落札してしまう。また、一般社団法

人と株式会社では競争にならない。

l 総合評価方式による調達において、提案内容に伴い金額が上がることにより、必

要以上の 手厚い 提案をいただいた場合、評価点は高くなるが価格点で大きく不利

になることが多く、十分な参入業者が確保できない場合、高コストとなる。

適正な下見積

l 競争入札とはいえ、見積もりと入札額との差が大きい時がある 戦略的な価格設定

と言えばそれまでだが 。このため、入札残が多いと、次年度以降、予算措置の段

階で絞られてしまうことから、過度な戦略的価格設定は止めて欲しい。

l 他社に比べ、参考見積もりが高額すぎるケースがあり、適切な予算確保や予定価

格算出の妨げになる他、該当会社は信頼を損ねるので、ある程度適正な参考見積

もりをお願いしたい。

l 参考見積もり依頼段階で予算以内に収まるよう、やむなく仕様書で定める量・質

を妥協することがあるが、ふたをあけると落札金額が大幅に下がっているケース

がある。参考見積もりと落札金額に差がなければ、本来、欲していた量・質を満

たすことができたのではないかというジレンマがある。

予算全体について

l 予算積算のための考え方と受託業者の経費積算に対する考え方に開きがあるよう

に感じられる。

l 調査に関してのコストが削られていく現状がある。厳しい。

l 総合評価において、継続的な統計分野は提案部分での評価は各社大きな違いはな

く、すでに価格競争になっていると思われる。予算要求においても新規の目玉は

なく、業務の効率化が求められ、予算は減少傾向にあり、参入の間口がさらに狭

まってきていると感じられる。

l 政府統計調査のアウトソーシング化が進む中、政府統計職員が減少していくが、

最終的な統計精度チェックには、政府統計調査担当職員の最小限の確保が必要。

このため、アウトソーシングによる民間事業者の活用によるコスト削減はある程

度望めるが、政府統計調査予算全体のコスト削減には限界があると考える。

「時々ある」との回答が 2 割にとどまり、概ね工期内に業務完了していることが伺える。	 

すべて「ない」との回答であった。	 

「ある」との回答が 3割を占めており、一部課題として認識されていることが伺える。	 

「ある」との回答が 7 割弱を占めており、多くの案件では柔軟な設定が難しいことが	 

伺える。	 

「該当しない」との回答が約半数を占めているものの、4 人に 1 人は「ある」と回答	 

しており、引継を見越した工期の設定に一部課題がみられる。	 

図 3-1-4-6	 工期について	 

安心して発注管理いただけるよう、一層の工夫をする必要がある。	 

民間の課題

l ぎりぎりで間に合えばよいというものではないので、スケジュールの適切な進捗

管理をお願いしたい。

l 当方が想定 希望 する工期と、委託事業者の想定する工期にズレがある。

制度的課題

l 会計年の都合で、どうしても、１年未満の契約とせざるを得ないのがネック。

進捗管理の方法

l 分割納品をしてもらい、進捗を確認することが重要であると感じている。

その他

l 国が行う月例の統計業務なので、工期遅延は想定していない。
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調達方式の課題

l 役所の調達では、総合評価落札方式をとっても、価格点が強めに設定されるので、 	 

結局は「安かろう、悪かろう」といった者が落札してしまう。また、一般社団法

人と株式会社では競争にならない。

l 総合評価方式による調達において、提案内容に伴い金額が上がることにより、必

要以上の 手厚い 提案をいただいた場合、評価点は高くなるが価格点で大きく不利

になることが多く、十分な参入業者が確保できない場合、高コストとなる。

適正な下見積

l 競争入札とはいえ、見積もりと入札額との差が大きい時がある 戦略的な価格設定

と言えばそれまでだが 。このため、入札残が多いと、次年度以降、予算措置の段

階で絞られてしまうことから、過度な戦略的価格設定は止めて欲しい。

l 他社に比べ、参考見積もりが高額すぎるケースがあり、適切な予算確保や予定価

格算出の妨げになる他、該当会社は信頼を損ねるので、ある程度適正な参考見積

もりをお願いしたい。

l 参考見積もり依頼段階で予算以内に収まるよう、やむなく仕様書で定める量・質

を妥協することがあるが、ふたをあけると落札金額が大幅に下がっているケース

がある。参考見積もりと落札金額に差がなければ、本来、欲していた量・質を満

たすことができたのではないかというジレンマがある。

予算全体について

l 予算積算のための考え方と受託業者の経費積算に対する考え方に開きがあるよう

に感じられる。

l 調査に関してのコストが削られていく現状がある。厳しい。

l 総合評価において、継続的な統計分野は提案部分での評価は各社大きな違いはな

く、すでに価格競争になっていると思われる。予算要求においても新規の目玉は

なく、業務の効率化が求められ、予算は減少傾向にあり、参入の間口がさらに狭

まってきていると感じられる。

l 政府統計調査のアウトソーシング化が進む中、政府統計職員が減少していくが、

最終的な統計精度チェックには、政府統計調査担当職員の最小限の確保が必要。

このため、アウトソーシングによる民間事業者の活用によるコスト削減はある程

度望めるが、政府統計調査予算全体のコスト削減には限界があると考える。

「時々ある」との回答が 2 割にとどまり、概ね工期内に業務完了していることが伺える。	 

すべて「ない」との回答であった。	 

「ある」との回答が 3割を占めており、一部課題として認識されていることが伺える。	 

「ある」との回答が 7 割弱を占めており、多くの案件では柔軟な設定が難しいことが	 

伺える。	 

「該当しない」との回答が約半数を占めているものの、4 人に 1 人は「ある」と回答	 

しており、引継を見越した工期の設定に一部課題がみられる。	 

図 3-1-4-6	 工期について	 

安心して発注管理いただけるよう、一層の工夫をする必要がある。	 

民間の課題

l ぎりぎりで間に合えばよいというものではないので、スケジュールの適切な進捗

管理をお願いしたい。

l 当方が想定 希望 する工期と、委託事業者の想定する工期にズレがある。

制度的課題

l 会計年の都合で、どうしても、１年未満の契約とせざるを得ないのがネック。

進捗管理の方法

l 分割納品をしてもらい、進捗を確認することが重要であると感じている。

その他

l 国が行う月例の統計業務なので、工期遅延は想定していない。
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信頼して任せられる民間企業が増えることへ、期待が寄せられている。	 

民間への期待

l 調査関係業務については今後益々民間委託が進むと思われるので、すべての面に

おいてお互い切磋琢磨していきたい。

l 今後官公庁の人員が容易に増やせない状況であり、官公庁調査の業務の民間委託

を円滑に行うことは官公庁にとって業務の円滑な実施のため重要なこととなりま

すので、民間企業様には堅実な業務実施を期待いたします。

l 公的統計調査の委託案件に、より多くの民間企業が参入し経験値を高めてほしい。

信頼して任せられる民間企業が増えることで公的統計調査の民間開放がより進む

のではないか。

l 委託している調査が特殊なこともあり、対応等に考慮不足だと感じることもあり

ますが、最終的には柔軟な対応をいただいている印象です。今後も統計精度が保

てるよう、柔軟かつ幅広に対応いただけることを期待しています。

民間への苦言

l 調査実施時に、当方に対して調査専門の見地から、調査実施の工夫をご提案いた

だきたいと思う時がある。

l 担当者が複数の業務 別統計調査を含む を兼務していることから、委託業務だけに

専念できておらず、マンパワー不足の印象がある。担当者が集計期間中に 日専念

できていない 外出や打合せによる離席 ことが何度かあった。

l 総合評価のプレゼンや提案書に注力するだけでなく、日頃から業務をしっかりや

っていただけているという実績の積み重ねが大切であり、逆に運用上問題がある

と該当会社との信頼関係は難しい面がある。

その他

l 督促業務及び個票審査が今後の課題と考えている 調査業種、調査事項の理解等 。

l 予算がカットされている現状なので、コストがカットされても、以前と同等のパ

フォーマンスを企業にしてもらえるようにお願いしたい。

当小委員会は、2008 年に「応札業務に関する諸問題検討」小委員会として発足し、以

後「民間版ガイドラインの検討」小委員会、「ガイドライン推進」小委員会と名称は変

わったが、具体的な統計調査業務の仕様書を精読し、応札業務の側面から品質の高い公

的統計のための入札説明書・仕様書に関する提言を行ってきた1。当小委員会がこれらの

分析と提言を続けてきた理由は、我々民間事業者が公的統計調査業務に応札し受託する

に当たって、入札説明書・仕様書を重要視しているからである。民間事業者は統計調査

業務の応札、履行の際には、つねに品質確保とコストの両方を見据える。入札説明書･

仕様書は、品質確保とコストの両方に強く関係するのである。	 

2017 年(平成 29 年)3 月に、統計調査業務の民間委託において各府省の指針となる、「統

計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という)

が約 5 年ぶりに改正された(以下「新ガイドライン」という(資料 2))。2005 年(平成 17

年)3 月に、各府省統計主管課長等会議申合せとして初めて示されたガイドラインは、2012

年(平成 24 年)4 月までの 7 年間で 5 回の小幅な改正がされてきたが、今回 5 年の間隔が

空き、当委員会でも改正内容に注目していた中、かなり大幅な改正が行われた。新ガイ

ドラインは今後、各府省が作成する入札説明書･仕様書に反映されていくであろう。	 

そこで 2017 年度は、このガイドライン改正を受け、公的統計市場に関して当委員会、

当小委員会がこれまで 9 年間の活動の中で行ってきた意見表明、パブリックコメント、

年次レポートで述べてきた意見等を整理して、新ガイドラインとの比較・対照を行うこ

とにした。その上で、2017 年 3 月の 5 年ぶりの改正で新たに追加された事項について、

民間事業者としてどのように受け止めるかを示す。また今回のガイドライン改正は、

2014 年度を始期とする「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「第 Ⅱ 期基本計

画」という)の「別表	 今後 5 年間に講ずる具体的施策」の「第 3	 公的統計の整備に必要

な事項、2	 統計リソースの確保及び有効活用、(5)民間事業者の活用」の項で、「民間事

業者に委託する際の仕様書の改善を図ることで、より的確な民間事業者の活用を図るた

め、『公的統計の品質保証に関するガイドライン』におけるプロセス保証の導入状況を

踏まえ、『統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン』に、プロセス保証

の考え方を導入する方向で検討する。(実施時期：平成 28 年度末までに結論を得る。)」

と具体的な措置が示されていることに基づいている。ガイドライン改正の背景の一部と

して、当委員会の係わりについて、記録しておくこととした。	 

前述のように当小委員会では、具体的な統計調査業務の入札説明書・仕様書について

これまで分析してきた。仕様書を分析するに当たって用いた評価尺度の一つは、2017 年

3 月改正前の「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」(以下「旧ガイ

ドライン」という)を基に、当小委員会が作成したチェックリストである。新ガイドライ

ンの公表に伴い、このチェックリストを更新する必要が生じた。そのため当小委員会で

は、入札説明書・仕様書評価のための新たなチェックリストの作成にも取り組んだ。
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信頼して任せられる民間企業が増えることへ、期待が寄せられている。	 

民間への期待

l 調査関係業務については今後益々民間委託が進むと思われるので、すべての面に

おいてお互い切磋琢磨していきたい。

l 今後官公庁の人員が容易に増やせない状況であり、官公庁調査の業務の民間委託

を円滑に行うことは官公庁にとって業務の円滑な実施のため重要なこととなりま

すので、民間企業様には堅実な業務実施を期待いたします。

l 公的統計調査の委託案件に、より多くの民間企業が参入し経験値を高めてほしい。

信頼して任せられる民間企業が増えることで公的統計調査の民間開放がより進む

のではないか。

l 委託している調査が特殊なこともあり、対応等に考慮不足だと感じることもあり

ますが、最終的には柔軟な対応をいただいている印象です。今後も統計精度が保

てるよう、柔軟かつ幅広に対応いただけることを期待しています。

民間への苦言

l 調査実施時に、当方に対して調査専門の見地から、調査実施の工夫をご提案いた

だきたいと思う時がある。

l 担当者が複数の業務 別統計調査を含む を兼務していることから、委託業務だけに

専念できておらず、マンパワー不足の印象がある。担当者が集計期間中に 日専念

できていない 外出や打合せによる離席 ことが何度かあった。

l 総合評価のプレゼンや提案書に注力するだけでなく、日頃から業務をしっかりや

っていただけているという実績の積み重ねが大切であり、逆に運用上問題がある

と該当会社との信頼関係は難しい面がある。

その他

l 督促業務及び個票審査が今後の課題と考えている 調査業種、調査事項の理解等 。

l 予算がカットされている現状なので、コストがカットされても、以前と同等のパ

フォーマンスを企業にしてもらえるようにお願いしたい。

当小委員会は、2008 年に「応札業務に関する諸問題検討」小委員会として発足し、以

後「民間版ガイドラインの検討」小委員会、「ガイドライン推進」小委員会と名称は変

わったが、具体的な統計調査業務の仕様書を精読し、応札業務の側面から品質の高い公

的統計のための入札説明書・仕様書に関する提言を行ってきた1。当小委員会がこれらの

分析と提言を続けてきた理由は、我々民間事業者が公的統計調査業務に応札し受託する

に当たって、入札説明書・仕様書を重要視しているからである。民間事業者は統計調査

業務の応札、履行の際には、つねに品質確保とコストの両方を見据える。入札説明書･

仕様書は、品質確保とコストの両方に強く関係するのである。	 

2017 年(平成 29 年)3 月に、統計調査業務の民間委託において各府省の指針となる、「統

計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という)

が約 5 年ぶりに改正された(以下「新ガイドライン」という(資料 2))。2005 年(平成 17

年)3 月に、各府省統計主管課長等会議申合せとして初めて示されたガイドラインは、2012

年(平成 24 年)4 月までの 7 年間で 5 回の小幅な改正がされてきたが、今回 5 年の間隔が

空き、当委員会でも改正内容に注目していた中、かなり大幅な改正が行われた。新ガイ

ドラインは今後、各府省が作成する入札説明書･仕様書に反映されていくであろう。	 

そこで 2017 年度は、このガイドライン改正を受け、公的統計市場に関して当委員会、

当小委員会がこれまで 9 年間の活動の中で行ってきた意見表明、パブリックコメント、

年次レポートで述べてきた意見等を整理して、新ガイドラインとの比較・対照を行うこ

とにした。その上で、2017 年 3 月の 5 年ぶりの改正で新たに追加された事項について、

民間事業者としてどのように受け止めるかを示す。また今回のガイドライン改正は、

2014 年度を始期とする「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「第 Ⅱ 期基本計

画」という)の「別表	 今後 5 年間に講ずる具体的施策」の「第 3	 公的統計の整備に必要

な事項、2	 統計リソースの確保及び有効活用、(5)民間事業者の活用」の項で、「民間事

業者に委託する際の仕様書の改善を図ることで、より的確な民間事業者の活用を図るた

め、『公的統計の品質保証に関するガイドライン』におけるプロセス保証の導入状況を

踏まえ、『統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン』に、プロセス保証

の考え方を導入する方向で検討する。(実施時期：平成 28 年度末までに結論を得る。)」

と具体的な措置が示されていることに基づいている。ガイドライン改正の背景の一部と

して、当委員会の係わりについて、記録しておくこととした。	 

前述のように当小委員会では、具体的な統計調査業務の入札説明書・仕様書について

これまで分析してきた。仕様書を分析するに当たって用いた評価尺度の一つは、2017 年

3 月改正前の「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」(以下「旧ガイ

ドライン」という)を基に、当小委員会が作成したチェックリストである。新ガイドライ

ンの公表に伴い、このチェックリストを更新する必要が生じた。そのため当小委員会で

は、入札説明書・仕様書評価のための新たなチェックリストの作成にも取り組んだ。
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①当委員会、当小委員会が応札業務に関してこれまで述べてきた意見等を整理し、新ガ	 

イドラインと比較・対照する。	 

②新ガイドラインへの追加事項に対する民間事業者としての受け止め、評価を行う。	 

③新ガイドラインの成立を受け、仕様書の評価尺度に用いるチェックリストを新ガイド	 

ラインに基づくものに改訂する。	 

初めに「公的統計市場に関する年次レポート」2008～2016 に含まれている、これまで

の当委員会、当小委員会の応札業務に関する意見等を整理・分類し、内容によって新ガ

イドラインの構成順に並べ替えた。これを新ガイドラインの内容と比較・対照し、新ガ

イドラインの構成に沿って述べた。新ガイドラインの範疇を超える部分については、「更

なる提案」として別に一節にまとめた。その上で、旧ガイドライン(2012 年 4 月改正)

に、2017 年 3 月の改正で新たに追加された事項に特に焦点をあて、それらについて民間

事業者としてどう受け止めるかについて述べた。	 

新ガイドラインに対応した新たな仕様書チェックリスト作成のため、新旧ガイドライ

ンを綿密に比較し、新ガイドラインに新たに追加された事項を中心に、仕様書の評価尺

度に適した項目の検討を行った。	 

新ガイドラインの「Ⅱ	 統計調査における民間事業者の活用と環境整備」と「Ⅲ	 民

間委託に当たり講ずべき措置」に含まれる小項目の 2～3 項を一つに括り、一つの括り

を 2 名の委員で担当した。	 

	 	 

	 担当した委員は次の通りである。	 

	 

◎(一社)輿論科学協会	 井田	 潤治	 

○(株)サーベイリサーチセンター	 岩崎	 雅宏	 

	 個人会員(前(株)インテージリサーチ)	 飯田	 房男	 

	 (株)日本リサーチセンター	 	 髙島	 美保	 

	 個人会員(前(株)日本リサーチセンター)	 武井	 雅	 

	 (株) アソシエイツ	 南條	 晃一	 

	 (一社)新情報センター	 平栗	 紀生	 

	 (株)日経リサーチ	 深井	 潔	 

	 (株)三菱総合研究所	 保坂	 孝信	 

	 	 	 	 ※敬称略、順不同、◎：リーダー、○：サブリーダー	 

	 

当委員会、当小委員会が応札業務に関してこれまで述べてきた意見等を整理し、旧ガ

イドラインから引き継がれたこと、新たに加わった事項について、新ガイドラインと比

較・対照した結果を要約する。

当委員会では発足以降、業務におけるコスト削減や安定的な経営の観点から、複数年

契約の民間事業者におけるメリットを述べてきた。統計改革により大型統計調査の民間

委託が増えつつあり、民間事業者として、統計調査業務の市場規模拡大と業務規模の大

型化は歓迎されるものである。一方で、大型業務になればなるほど、単年度入札が経営

の不安定要素になりえるという側面がある。「委託契約の長期化」がガイドラインに引

き続き盛り込まれたことは、経営の安定化の観点から、民間事業者が統計調査業務に参

入しやすくなると考える。複数年契約の統計調査案件が今後も増えることが望まれる。	 

	 

複数事業者による業務実施体制の検討については、当委員会が発足時から提言してき

たが、新ガイドラインに「共同事業体の活用の検討」が新たに盛り込まれた。新たな枠

組みによる入札参加の検討が可能となり、より多くの企業が参入できる環境が準備され

たと考えているが、現状では、統計調査業務において共同事業体の活用事例は少ない。

共同事業体による入札参加を促進するためには、手続面の事例紹介や共同事業体での成

功事例を提示すると共に、事業者間の協議や調整等の時間を考慮した入札参加手続きの

見直しが重要だと考える。新ガイドラインでは留意点として、業務体制等の事前確認の

必要性、入札参加要件の緩和の可能性、共同事業体の入札参加の可否や入札に必要な文

書の仕様書への明示がある。特に業務体制等は、業務実施の重要な部分であり、委託者

にとっても関心の強いところでもあるので、より明確な提示を心がける必要があろう。	 

	 

「委託業務の分離調達の活用」が新ガイドラインに新たに盛り込まれた。当委員会は、

例えば集計業務中にデータへの疑義が生じた際、実査・審査業務を含む一括受注をして

いれば、直ちに調査原票を参照して適切な対処を行い、品質確保につなげられることな

どから、統計調査業務の一括受注を希望してきた。委託業務の品質とコストのバランス

を考慮すると包括契約が勝ると考えられるが、特定事業者が持つ技術や情報が含まれる

場合は、この限りではない。分離調達により参入障壁が下がり、民間活用で課題となっ

ていた一者応札の改善やコストの削減につながることが期待される。	 

新ガイドラインには、「相互に関連性のある業務において、契約関係に基づかない民

間事業者間の連携確保の必要性に留意する」ことが示されており、業務を実施する上で

委託者の負担が多少なりとも増えることをうかがわせる。分離調達された業務の実施に

当たっては、受託者側もその点に十分留意したい。	 
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①当委員会、当小委員会が応札業務に関してこれまで述べてきた意見等を整理し、新ガ	 

イドラインと比較・対照する。	 

②新ガイドラインへの追加事項に対する民間事業者としての受け止め、評価を行う。	 

③新ガイドラインの成立を受け、仕様書の評価尺度に用いるチェックリストを新ガイド	 

ラインに基づくものに改訂する。	 

初めに「公的統計市場に関する年次レポート」2008～2016 に含まれている、これまで

の当委員会、当小委員会の応札業務に関する意見等を整理・分類し、内容によって新ガ

イドラインの構成順に並べ替えた。これを新ガイドラインの内容と比較・対照し、新ガ

イドラインの構成に沿って述べた。新ガイドラインの範疇を超える部分については、「更

なる提案」として別に一節にまとめた。その上で、旧ガイドライン(2012 年 4 月改正)

に、2017 年 3 月の改正で新たに追加された事項に特に焦点をあて、それらについて民間

事業者としてどう受け止めるかについて述べた。	 

新ガイドラインに対応した新たな仕様書チェックリスト作成のため、新旧ガイドライ

ンを綿密に比較し、新ガイドラインに新たに追加された事項を中心に、仕様書の評価尺

度に適した項目の検討を行った。	 

新ガイドラインの「Ⅱ	 統計調査における民間事業者の活用と環境整備」と「Ⅲ	 民

間委託に当たり講ずべき措置」に含まれる小項目の 2～3 項を一つに括り、一つの括り

を 2 名の委員で担当した。	 

	 	 

	 担当した委員は次の通りである。	 

	 

◎(一社)輿論科学協会	 井田	 潤治	 

○(株)サーベイリサーチセンター	 岩崎	 雅宏	 

	 個人会員(前(株)インテージリサーチ)	 飯田	 房男	 

	 (株)日本リサーチセンター	 	 髙島	 美保	 

	 個人会員(前(株)日本リサーチセンター)	 武井	 雅	 

	 (株) アソシエイツ	 南條	 晃一	 

	 (一社)新情報センター	 平栗	 紀生	 

	 (株)日経リサーチ	 深井	 潔	 

	 (株)三菱総合研究所	 保坂	 孝信	 

	 	 	 	 ※敬称略、順不同、◎：リーダー、○：サブリーダー	 

	 

当委員会、当小委員会が応札業務に関してこれまで述べてきた意見等を整理し、旧ガ

イドラインから引き継がれたこと、新たに加わった事項について、新ガイドラインと比

較・対照した結果を要約する。

当委員会では発足以降、業務におけるコスト削減や安定的な経営の観点から、複数年

契約の民間事業者におけるメリットを述べてきた。統計改革により大型統計調査の民間

委託が増えつつあり、民間事業者として、統計調査業務の市場規模拡大と業務規模の大

型化は歓迎されるものである。一方で、大型業務になればなるほど、単年度入札が経営

の不安定要素になりえるという側面がある。「委託契約の長期化」がガイドラインに引

き続き盛り込まれたことは、経営の安定化の観点から、民間事業者が統計調査業務に参

入しやすくなると考える。複数年契約の統計調査案件が今後も増えることが望まれる。	 

	 

複数事業者による業務実施体制の検討については、当委員会が発足時から提言してき

たが、新ガイドラインに「共同事業体の活用の検討」が新たに盛り込まれた。新たな枠

組みによる入札参加の検討が可能となり、より多くの企業が参入できる環境が準備され

たと考えているが、現状では、統計調査業務において共同事業体の活用事例は少ない。

共同事業体による入札参加を促進するためには、手続面の事例紹介や共同事業体での成

功事例を提示すると共に、事業者間の協議や調整等の時間を考慮した入札参加手続きの

見直しが重要だと考える。新ガイドラインでは留意点として、業務体制等の事前確認の

必要性、入札参加要件の緩和の可能性、共同事業体の入札参加の可否や入札に必要な文

書の仕様書への明示がある。特に業務体制等は、業務実施の重要な部分であり、委託者

にとっても関心の強いところでもあるので、より明確な提示を心がける必要があろう。	 

	 

「委託業務の分離調達の活用」が新ガイドラインに新たに盛り込まれた。当委員会は、

例えば集計業務中にデータへの疑義が生じた際、実査・審査業務を含む一括受注をして

いれば、直ちに調査原票を参照して適切な対処を行い、品質確保につなげられることな

どから、統計調査業務の一括受注を希望してきた。委託業務の品質とコストのバランス

を考慮すると包括契約が勝ると考えられるが、特定事業者が持つ技術や情報が含まれる

場合は、この限りではない。分離調達により参入障壁が下がり、民間活用で課題となっ

ていた一者応札の改善やコストの削減につながることが期待される。	 

新ガイドラインには、「相互に関連性のある業務において、契約関係に基づかない民

間事業者間の連携確保の必要性に留意する」ことが示されており、業務を実施する上で
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府省間の連携については、旧ガイドラインから引き続いて、(ｲ)民間事業者の履行能

力の継続的な実態把握と共有、(ﾛ)委託業務の検証の的確な実施等の 2 点が記載されて

いる。府省間の情報共有については盛り込まれているが、民間事業者に提供する情報(仕

様書や手続き等)の府省間の連携(統一)についての方策までは、示されていない。	 

当委員会では、発足時より府省間の連携の先に一歩進んだ「府省間の統一した対応」

を要望としてあげている。府省間で応札書類等の書式、手続き、内容の標準化がなされ

ていないために、官の担当者の負担が減らず、また応札者も非効率な対応をしなければ

ならないことが少なくない。可能な限りこれらを標準化し、プロセスの簡素化、オーバ

ー・スペックの排除、負担の軽減により、コスト削減を図るべきである。	 

	 

新ガイドラインでは、能力確認に用いる資格・認証に関する記載において「プライバ

シーマーク」等の個人情報保護に関する資格・認定、品質マネジメント面では「ＩＳＯ

9001」、「ＩＳＯ20252」、情報セキュリティマネジメント面では「ＩＳＭＳ」の評価に言

及している。当委員会では、新ガイドラインに基づく業務委託の動向を引き続き注視し、

参入機会の拡大と業務品質の担保が両立する適切な仕様及び選定について評価し、府省

との意見交換などを通じて民間事業者活用の改善につなげていきたい。	 

	 

新ガイドラインでは、委託業務にあたる要員に関する資格等については「委託業務を

遂行するために必要な知識・経験・能力を有する要因の確保状況」を確認することを記

載しているが、具体的な確認方法に関する記載は見当たらない。	 

2011 年 11 月に「統計調査士」、「専門統計調査士」の認定を含む統計検定がスタート

し、当委員会ではこれを公的統計調査において民間事業者を活用していく流れの中で求

められる資格であると認識し、府省など公的統計の調査主体にも、委託先となる民間事

業者にも有効で価値のある資格として取得を推奨し、受験者及び有資格者の拡大に取り

組んできた。このことは、ＪＭＲＡ会員社による統計調査業務受注時の品質確保に一定

の寄与をしてきたと考えている。	 

	 

当委員会では、最低価格落札方式が時に低価格落札を招き、事業者の収益が損なわれ

品質低下の要因ともなり、発注者・受注者双方が不幸な結果となることを指摘した。総

合評価落札方式を、価格だけでなく業務遂行能力等を踏まえた選定方法として評価して

きたが、その中で、競争事例によっては、業務内容・規模、求められる技術や知見の水

準などから総合評価落札方式で調達すべきと考えられる案件が、価格のみの入札になっ

ているケースの指摘や、総合評価落札方式といえども低価格競争の解消には至っていな

い点などを意見してきている。低価格落札は、引き続き解消されるべき課題と思われる。	 

	 

	 

より高品質の確保が求められる統計調査での、総合評価落札方式の積極的活用が引き

続き記載され、当委員会でも低価格落札、低品質化リスクの抑止につながっていると考

えている。他方、総合評価落札方式の運用、過去の受託実績評価の在り方、評価配点な

どについて、府省間や案件間で共通であってしかるべき事項に差異が見られることがあ

り、より踏み込んだ検討や手引き化につながる方向を望んでいきたい。	 

	 

新ガイドラインにおいて、ワーク・ライフ・バランス等推進項目への留意に関する記

載が新たに加えられた点については、委託先選定における民間事業者に対する多角的な

指標に対する評価導入を意見してきた当委員会として評価する部分である。	 

新ガイドラインでは、委託実施状況等に関する情報開示について、旧ガイドラインに

比べ、その実施状況(実施に要した人員、使用施設・設備、調査の実施方法等)をより詳

細に応募要領や入札説明書等に反映することを求めている。このことは、参入機会の拡

大、積算根拠の明確化による適正な応札や業務遂行上のリスク回避、一者応札の改善な

どにつながる点が評価できる。	 

しかしながら、こうした実施状況に関する適切な情報を文書上に明示することがどれ

だけ幅広く浸透していくかどうかについては、新ガイドラインに基づく業務委託の動向

を引き続き注視していかなければならない。また、既往の受託事業者独自の創意努力を

ノウハウとみなす部分と、実施状況として開示すべき情報とみなす部分には線引きが難

しい。今後も、適切な情報開示の手引きとなりうる事例の積み重ねが必要であると考え

る。	 

	 

	 

新ガイドラインでは引き続き、「業務の実施において確保されるべき統計の品質に関

する目標の設定」として、回収率、記入率などの客観的かつ定量的な目標を設定するこ

とを求めている。当小委員会がこれまでに行った具体的な入札案件の仕様書の検証では、

どの仕様書でも目標回収率は設定されているが、記入率と非協力率(非協力を理由とす

る代替標本の割合)については、言及されていない。プロセス保証の考え方を取り入れ

た今回の改正後、仕様書のこうした点に変化が生まれるのか、注目したい。	 

	 

Ⅲ「3	 業務の実施において確保されるべき統計の品質に関する事項」に新たに加わっ

た内部監査・内部評価の実施については、続く「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施

の確保」に調査方法別に新たに細分化して示された実施過程の記録が対象になると推測

される。内部監査・内部評価は、これまで統計調査業務で一般的に行われてきたことで

はないだけに、未知な部分が大きく、受託者としては、監査項目が仕様書上である程度

明確にされていることが望ましい。また、内部監査・内部評価は品質確保・向上のため
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の活動であるが、実施には当然ながら事業者自身の人件費が生じるため、監査項目の設

定に当たっては、品質とコストのバランスが考慮されることが必要であろう。	 

	 

Ⅲ「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」では、業務の実施状況の確認及び

実施過程の管理が強化された。業務管理指標の達成状況が思わしくない場合、まず業務

の徹底・手順の見直しを「助言・指導」し、改善しない場合には体制を強化する「改善

措置」を求める、というものである。改善措置に関しては、「内容については、受託事

業者に相当程度の経費等負担が生じる可能性があるため、受託事業者と協議の上、決定

する」とただし書きがある。調査票の再印刷、督促頻度の強化、不在等の場合の再訪問

頻度の強化など、当然コスト増加を伴うものである。受託者としては、必ず達成するべ

き最低限の回収率などが仕様書で予め示され、改善措置にまで至らないために何がどの

くらい必要か把握し、イメージできることが必要となる。その前提として、仕様書に過

去の調査実施に関する情報が開示され、応札の段階で達成に関する見通し、必要な体制、

リスクなどが予め想定できることが望ましいといえる。	 

	 

Ⅲ「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」では、「(3)	 委託する統計調査業

務に応じて定めるべき事項」において仕様書等で定めるべき事項がより細かく具体的に

なった。今回の改正でプロセス保証の考え方を導入したことによるものと考えられ、公

的統計調査業務における民間事業者の活用と、品質の維持・向上の両立を図るねらいが

表れていると理解できる。	 

一般的に言って仕様に関する情報量が多いことは、見積ミスの防止につながる。加え

て、仕様書で定めた事項についての過去の実績情報が開示されることで参入障壁は下が

り、応札者の増加が期待できる。他方、あまりに細かな仕様が創意工夫の余地をなくし、

オーバー・スペックによるコスト増につながるならば、公的統計市場が活性を失う恐れ

もあり得る。今後、新ガイドラインを踏まえた各府省の仕様書が具体的にどのように現

れ、品質確保とコストのバランスにどのように影響を与えるか、注目される。	 

	 

新ガイドラインには引き続き、別紙で「契約書等に明記すべき事項」が(1)から(10)

まである。「契約書等に明記すべき事項」の「(6)	 再委託に関する事項」に、2017 年 3

月の改正でカッコ書きが追加された。「再委託の条件・手続、再委託先への業務指示の

方法、再委託の業務成果の検証方法及びその結果の記録の方法(軽微なものを除く)等」

という例示が新たに行われた。	 

当委員会の発足当初からの再委託に関する要望は、簡潔にいえば、「再委託の定義、

範囲の明確化」、「再委託に伴う手続、書類等の簡素化」と「これら再委託に関する府省

の対応の統一化」である。2017 年 3 月の改正で契約書等に明記すべき事項の例示がされ、

再委託の条件・手続を明記するよう促すことは前進ではあるが、民間事業者としては、

各府省の対応の統一化までを望みたい。	 

新ガイドラインでは引き続き、Ⅱ「2	 公共サービス改革法に則って実施する統計調査

業務の考え方」で、「国直轄の統計調査のうち、品質の維持向上を図りつつ経費の削減

を図る必要がある統計調査について、民間事業者の創意と工夫の反映が期待される実査

を含む一体としての統計調査業務において民間事業者を活用する場合には、同法を積極

的に活用するものとする。」と述べている。公共サービス改革法(以下「公サ法」という)

成立(2006 年)後の 2007 年(平成 19 年)改正から、同じ趣旨の条文が掲げられている。当

委員会では、公サ法に基づく透明性の高い入札を高く評価し、統計調査業務の対象事業

の拡大を求め、対象事業は 2018 年 4 月現在で 21 件まで増えた。	 

当委員会が注目するのは、公サ法の対象事業として成果が上がり、終了プロセスへ移

行した後である。当委員会では、公サ法の活用に関しては、対象事業の拡大を求めると

共に、市場化テスト終了後も公サ法水準の入札説明書･仕様書が維持されることを引き

続き求めたい。	 

	 

委託契約上の工夫として、旧ガイドラインにおいて記載のあった委託契約の長期化に

ついては、新ガイドラインでも、そのままの形で踏襲されている。具体的には、「各府

省は、民間事業者が統計調査業務に関する経験やノウハウを蓄積することで、より効率

的に業務を実施できるようにする観点から、委託業務の内容や調査実施時期などを考慮

し、国庫債務負担行為の活用による複数年にわたる契約の導入に努める」ことが記載さ

れている。	 

ＪＭＲＡでは当委員会発足以降、業務におけるコスト削減や安定的な経営の観点から、

複数年契約の民間事業者におけるメリットを述べてきた1。	 複数年契約案件が増えつつ

ある中、2010 年(平成 22 年)3 月のガイドライン改正において委託契約の長期化として

複数年契約の導入努力が盛り込まれ、件数、契約年数共に徐々に伸びてきている(表

3-2-3-1)。	 

統計改革により大型統計調査の民間委託が増えつつある。民間調査会社としては、統

計調査業務の市場規模拡大と業務規模の大型化は歓迎されるものであるが、大型業務に

なればなるほど、単年度入札が経営の不安定要素になりうるという側面がある。このよ

うな状況の中、「委託契約の長期化」がガイドラインに引き続き盛り込まれたことは、

経営安定化の観点から、民間調査会社が統計調査業務に参入しやすくなると考える。複

数年契約の統計調査案件も、ここ数年は 20 件前後となっており、今後も増えることが

望まれる。	 

	 

	 	 



− 49 −

の活動であるが、実施には当然ながら事業者自身の人件費が生じるため、監査項目の設
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表 3-2-3-1	 複数年契約の年度別件数	 

	 合計	 
契約年数	 

2 年	 3 年	 4 年	 5 年	 

2008 年度	 6	 3	 3	 0	 0	 

2009 年度	 15	 4	 11	 0	 0	 

2010 年度	 17	 1	 16	 0	 0	 

2011 年度	 16	 3	 12	 1	 0	 

2012 年度	 16	 2	 12	 1	 1	 

2013 年度	 15	 0	 13	 1	 1	 

2014 年度	 18	 0	 16	 1	 1	 

2015 年度	 19	 1	 14	 2	 2	 

2016 年度	 22	 2	 14	 2	 4	 

2017 年度	 22	 2	 11	 6	 3	 

	 

共同事業体による入札については、旧ガイドラインでは記載がなかったが、新ガイド

ラインでは「共同事業体の活用の検討」が追加されている。検討に当たっての留意点と

して、以下の 4 点が上げられている。	 

＜新ガイドライン(2017.3.3)記載内容＞	 

(ｲ)	 	 相互に関連性のある業務を一括して委託する場合の業務体制等の事前確認の必

要性	 

(ﾛ)	 通常の 1 民間事業者に比べ、共同事業体に参加する民間事業者間での合意形成

に時間を要することの調達スケジュールへの可能な範囲の配慮	 

(ﾊ)	 共同事業体の代表者とその他共同事業体の構成員に求める入札参加要件(全省庁

統一資格ランク、認証・資格等)を区別するなど、入札参加要件の緩和の可能性	 

(ﾆ)	 	 共同事業体の入札参加が可能であることの仕様書等への明示、及び共同事業体

の入札参加のために必要な文書(代表者・構成員及びそれらの権限、執務場所、

成立・解散の時期、構成員の事業分担及びその責任分担、事業途中における構

成員の破産または解散、解散後の瑕疵担保責任などの協定内容等)の明示	 

	 

当委員会が発足した 2008 年度のレポートにおいて、民間事業者としての履行対応能

力の課題として、大規模調査を 1 社で対応できる民間事業者が存在しないという状況を

述べている。「現段階では、大規模調査が毎年受注できる保障は無く、また 1 社で対応

できる規模の体制構築のための投資負担に耐えられる民間事業者も存在しないのが現

状である。近年、同業者や異業種等との複数事業者による協業体制を構築した上で応札

したり、落札したりするケースも出てきている。規模の大小は別として、公的統計に対

応する複数事業者による協業実施体制構築の可能性を検討する必要がある」1とし、共同

事業体につながる提言を行っている。	 

2009 年度のレポートでは「現行ガイドラインを超えた課題・要望－民間版ガイドライ

ンに向けての検討視点」から、「単一の企業では運営できない調査の場合、複数企業に

よる共同事業体を含めた受け皿を検討したい」1としている。また、府省間で検討すべき

標準化事項の中でも、「複数企業による共同事業体での統計調査への入札を各府省とも

認める。また、共同事業体で入札することで必要となる手続きや書類等を標準化する」
2としている。	 

2014 年度のレポートでは、民間事業者の公的統計調査への対応として、ＪＭＲＡ	 会

員社を対象として行った「調査インフラ等に関する実態調査」の結果を紹介している。

その中で、「自前のインフラだけでは公的統計調査の受託は難しいと判断しているわけ

で、同業・異業種問わず共同で対応していくということだろう。共同事業体や再委託等

の業務提携について研究をし、工夫を凝らす必要があるだろう」3と、共同事業体の活用

について述べている。	 

	 

新旧ガイドラインとも、相互に関連性のある業務や調査横断的な共通業務については、

可能な限り一括して民間事業者を活用することが記載されている。新ガイドラインでは、

委託業務の分離調達の活用についての記載が追加された。分離調達の活用に当たっての

留意点として、(ｲ)費用対効果、(ﾛ)相互に関連性のある業務において、契約関係に基づ

かない民間事業者間の連携確保の必要性、の 2 点が示された。	 

分離調達については、2016 年 8 月に行われた総務省政策統括官(統計基準担当)が主催

する統計の品質保証及び民間事業者の活用に関するワーキンググループと民間調査会

社との意見交換会において、テーマの一つとして取り上げられた。	 

また、2016 年度の公共サービス改革基本方針の見直しに関する意見募集に対して、Ｊ

ＭＲＡから、特定事業者が保有する技術や情報の分離調達について意見を提出している。	 

	 

府省間の連携については、新旧ガイドラインに共通して、(ｲ)民間事業者の履行能力

の継続的な実態把握と共有、(ﾛ)委託業務の検証の的確な実施等が記載されている。	 

(ｲ)においては、「民間事業者の履行能力については、今後、受託経験の蓄積、新たな

事業形態の創出等により向上する可能性があることから、各府省は、継続的に当該能力

の実態把握を行うと共に、各府省間で共有化する」とされている。	 

(ﾛ)は、「委託業務の検証の的確な実施等に関する取組を行い、民間事業者の活用の着

実な推進を図る」とされ、「委託業務終了後、当該業務について民間事業者の活用効果

に関する十分な検証を行い、その結果を新たな活用に反映させると共に、各府省間で情

( ﾛ )
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表 3-2-3-1	 複数年契約の年度別件数	 
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( ﾛ )

( ﾛ )

( ﾛ )
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報の共有化を図り、それをもって、統計調査における民間事業者の活用を推進する見地

から、各府省間で検討等を行うための場を設け、毎年、開催する」、とされている。	 

民間事業者の履行能力や活用結果等の情報について、府省間連携の推進については述

べられているが、民間事業者に提供する情報(仕様書や手続き等)の府省間の連携(統一)

についての方策などは、新ガイドラインにおいても示されていない。	 

当委員会では、2008 年の発足時より府省間の連携・統一を課題としてあげている。	 

2008 年度のレポートでは、「例えば、標本抽出、高回収率、照会業務の作業量、客体

への謝礼への考え方、品質向上への創意工夫の内容などについて曖昧な仕様書が散見さ

れる。府省間の統一基準もみえてこない。結果として生じる応札者間での極端な積算差

はその典型例である。この意味で、定義の曖昧な仕様書も参入へのハードルと言ってよ

い」と位置付け、「少なくとも作業に係わる物件費で応札者間の極端な価格差が生じな

いようなできるだけ明確な仕様書」を要望している1。	 

2009 年度のレポートにおいては民間版ガイドラインの検討を行っている。その中で、

「応札した事業者から、『府省間での情報共有がうまくなされていないのでは』という

言葉がよく聞かれる。情報共有がないから応札書類、仕様書の項目、総合評価視点など

が標準化できないのであろうか。官民それぞれの事務作業軽減のためにも、各府省はよ

り積極的に標準化に取り組んでいただきたい」2との要望をあげている。	 

2010 年度のレポートでは、公サ法対象案件の手続きは標準化されているものの、一般

会計法案件では、相当に異なる手続きがなされていることを述べている。「『統計調査に

おける民間事業者の活用に係るガイドライン(各府省統計主管課長等会議申し合わせ)』

では仕様書について述べられているが、手続きについても標準化並びに簡素化を進めて

いただきたい」とし、要望事項としては以下の 7 点をあげた3。	 

� 書式についてある程度統一する。	 

� 「提出書類一覧」等は一目でわかる形へ変える。公示から入札日まで、質問の期

間、提案書の作成期間等について、十分な期間を設ける。	 

� 質問方法については、利便性を鑑みて、メール等を認める。	 

� 契約書、入札書、委任状について、全府省統一の内容にする。契約案については、

「年次レポート 2008」でも問題として指摘した項目(再委託、瑕疵担保、損害賠

償、契約変更、納期の無償延長、共同事業体など)について、改善のために第三者

機関を含めた検討を望む。	 

� 開札手順の統一性を望む。総合評価方式では、応札者全員の技術点、金額及び価

格点を公表してほしい。	 

� 総合評価方式の評価内容通知が望まれる。応札業者としては、それにより自社の

強弱を把握でき、非常に有益な資料としての価値がある。また、評価には絶対評

価と相対評価があるが、そのことも明示が必要ではないか。	 

	 

� 公サ法対象案件の公示資料にならって整備されることが望ましい。特に個別の資

料(照会対応事例集、オンライン調査システム利用手順書、調査関係書類見本、名

簿修正仕様、データ入力作業要領、審査事項一覧、統計表見本等)についての提示

を望む。	 

	 

また、2010 年度は、4 月 26 日に総務省政策統括官(統計基準担当)と、民間事業者の

活用の見直し・改善に関する意見交換を行っており、その中で、民間事業者の活用に関

する課題認識と問題提起として、「各府省の統一見解に基づく統一的な対応を」1要望し

ている。	 

2011 年 2 月 17 日には、各府省統計主管部署ワーキンググループとの意見交換会にて

「『統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン』についての(ＪＭＲＡ)の

問題提起」として、「このガイドラインには、各府省共通の統一基準、最低基準、標準

化を期待したい。各府省独自の取組に傾斜することによる標準化からの逸脱を防止し、

歯止めをかける方策を明示して欲しい」との意見を述べている。この意見については、

2011 年 12 月 13 日の民間事業者の活用の見直し・改善に関する意見交換で、民間事業者

の活用の見直し・改善に関するワーキンググループから、ガイドラインの「この記述は、

ガイドラインに明示されていない各府省の自主的かつ効果的な取組を妨げないことを

趣旨としているものであり、ガイドラインからの逸脱等を促すものではない」2との整理

をいただいた。	 

2013 年 2 月 28 日に総務省政策統括官室・ワーキンググループと実施された「民間事

業者の活用の見直し・改善に関する意見交換」では、入札に係わる提出書類について、

「提出書類については、府省間の統一が望ましい。一般会計法案件・公サ法案件の区分

による各々における統一性確保も応札の円滑化につながる」3との意見を提出した。	 

	 

	 

民間委託の能力確認において、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)等により、委託

候補業者の競争参加資格を確認する旨が示されている点は、新旧ガイドラインに共通し

ている。新ガイドラインでは、「予定価格と全省庁統一資格(Ａ～Ｄ)の関係によらない

柔軟な入札参加資格の設定が認められている場合には、各府省は、入札の競争性の確保

等の観点から、その活用の可能性を検討する」ことが付記されている。	 

当委員会では、民間事業者の能力確認上、全省庁統一資格等による資格要件の設定は

必要であると考える一方、その運用が妥当なものでなければ幅広い参入機会に対する妨

げになると考え意見してきた4。	 



− 53 −

報の共有化を図り、それをもって、統計調査における民間事業者の活用を推進する見地

から、各府省間で検討等を行うための場を設け、毎年、開催する」、とされている。	 

民間事業者の履行能力や活用結果等の情報について、府省間連携の推進については述

べられているが、民間事業者に提供する情報(仕様書や手続き等)の府省間の連携(統一)

についての方策などは、新ガイドラインにおいても示されていない。	 

当委員会では、2008 年の発足時より府省間の連携・統一を課題としてあげている。	 

2008 年度のレポートでは、「例えば、標本抽出、高回収率、照会業務の作業量、客体

への謝礼への考え方、品質向上への創意工夫の内容などについて曖昧な仕様書が散見さ

れる。府省間の統一基準もみえてこない。結果として生じる応札者間での極端な積算差

はその典型例である。この意味で、定義の曖昧な仕様書も参入へのハードルと言ってよ

い」と位置付け、「少なくとも作業に係わる物件費で応札者間の極端な価格差が生じな

いようなできるだけ明確な仕様書」を要望している1。	 

2009 年度のレポートにおいては民間版ガイドラインの検討を行っている。その中で、

「応札した事業者から、『府省間での情報共有がうまくなされていないのでは』という

言葉がよく聞かれる。情報共有がないから応札書類、仕様書の項目、総合評価視点など

が標準化できないのであろうか。官民それぞれの事務作業軽減のためにも、各府省はよ

り積極的に標準化に取り組んでいただきたい」2との要望をあげている。	 

2010 年度のレポートでは、公サ法対象案件の手続きは標準化されているものの、一般

会計法案件では、相当に異なる手続きがなされていることを述べている。「『統計調査に

おける民間事業者の活用に係るガイドライン(各府省統計主管課長等会議申し合わせ)』

では仕様書について述べられているが、手続きについても標準化並びに簡素化を進めて

いただきたい」とし、要望事項としては以下の 7 点をあげた3。	 

� 書式についてある程度統一する。	 

� 「提出書類一覧」等は一目でわかる形へ変える。公示から入札日まで、質問の期

間、提案書の作成期間等について、十分な期間を設ける。	 

� 質問方法については、利便性を鑑みて、メール等を認める。	 

� 契約書、入札書、委任状について、全府省統一の内容にする。契約案については、

「年次レポート 2008」でも問題として指摘した項目(再委託、瑕疵担保、損害賠

償、契約変更、納期の無償延長、共同事業体など)について、改善のために第三者

機関を含めた検討を望む。	 

� 開札手順の統一性を望む。総合評価方式では、応札者全員の技術点、金額及び価

格点を公表してほしい。	 

� 総合評価方式の評価内容通知が望まれる。応札業者としては、それにより自社の

強弱を把握でき、非常に有益な資料としての価値がある。また、評価には絶対評

価と相対評価があるが、そのことも明示が必要ではないか。	 

	 

� 公サ法対象案件の公示資料にならって整備されることが望ましい。特に個別の資

料(照会対応事例集、オンライン調査システム利用手順書、調査関係書類見本、名

簿修正仕様、データ入力作業要領、審査事項一覧、統計表見本等)についての提示

を望む。	 

	 

また、2010 年度は、4 月 26 日に総務省政策統括官(統計基準担当)と、民間事業者の

活用の見直し・改善に関する意見交換を行っており、その中で、民間事業者の活用に関

する課題認識と問題提起として、「各府省の統一見解に基づく統一的な対応を」1要望し

ている。	 

2011 年 2 月 17 日には、各府省統計主管部署ワーキンググループとの意見交換会にて

「『統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン』についての(ＪＭＲＡ)の

問題提起」として、「このガイドラインには、各府省共通の統一基準、最低基準、標準

化を期待したい。各府省独自の取組に傾斜することによる標準化からの逸脱を防止し、

歯止めをかける方策を明示して欲しい」との意見を述べている。この意見については、

2011 年 12 月 13 日の民間事業者の活用の見直し・改善に関する意見交換で、民間事業者

の活用の見直し・改善に関するワーキンググループから、ガイドラインの「この記述は、

ガイドラインに明示されていない各府省の自主的かつ効果的な取組を妨げないことを

趣旨としているものであり、ガイドラインからの逸脱等を促すものではない」2との整理

をいただいた。	 

2013 年 2 月 28 日に総務省政策統括官室・ワーキンググループと実施された「民間事

業者の活用の見直し・改善に関する意見交換」では、入札に係わる提出書類について、

「提出書類については、府省間の統一が望ましい。一般会計法案件・公サ法案件の区分

による各々における統一性確保も応札の円滑化につながる」3との意見を提出した。	 

	 

	 

民間委託の能力確認において、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)等により、委託

候補業者の競争参加資格を確認する旨が示されている点は、新旧ガイドラインに共通し

ている。新ガイドラインでは、「予定価格と全省庁統一資格(Ａ～Ｄ)の関係によらない

柔軟な入札参加資格の設定が認められている場合には、各府省は、入札の競争性の確保

等の観点から、その活用の可能性を検討する」ことが付記されている。	 

当委員会では、民間事業者の能力確認上、全省庁統一資格等による資格要件の設定は

必要であると考える一方、その運用が妥当なものでなければ幅広い参入機会に対する妨

げになると考え意見してきた4。	 



− 54 −

委託業務の性質に応じて、保有が望ましいと考えられる資格や認証に関する記載では、

本文について新旧ガイドラインに差異はなく、法令による資格や民間事業者に定着して

いる資格・認証等を業務遂行能力等の確認に用いることを明示しており、併せて資格・

認証等の提示により、民間事業者の参入規制につながらないよう配慮する旨が記載され

ている。ただしセキュリティ対策に関して添え書きされている注意事項では、新ガイド

ラインにおいて要件として用いる資格・認証の例示が明確化されている。	 

当委員会では、これらの認証は、公的統計における民間事業者の活用に当たって信頼

性を担保しうる資格・認証であると認識し、その普及拡大に取り組んできた。一方、こ

うした資格・認証を入札等の参加要件にすることや、総合評価落札方式における加点評

価とすることは、適切に運用されないと多様な事業者の参入機会の妨げにもつながりか

ねない。	 

わが国での認証開始が 10 年に満たないＩＳＯ20252 については、公的統計に対する民

間調査会社の品質保証への取り組み姿勢を府省にアピールすると共に、その普及進捗と

の間にある1。	 

	 

表 3-2-3-2	 能力確認に用いる資格・認証に関する記載内容	 

旧ガイドライン(2012.4.6)	 新ガイドライン(2017.3.3)	 

(注)各府省では、現在のところ、個人情報保護

に関する認証等を提示しているケースが多い。

なお、公的統計の作成に関する公的な資格・認

証等はない。	 

(注)個人情報を取り扱う統計調査業務を民間委

託する場合、「プライバシーマーク」等の個人情

報保護に関する資格・認定を必須要件とすること

が望ましい。また、委託業務の性質に応じて、品

質マネジメントシステムに関する資格・認証であ

る「ＩＳＯ9001」、品質マネジメントシステムの

要素を含むマーケットリサーチ(市場・世論・社

会調査)のサービスに関する資格・認証である「Ｉ

ＳＯ20252」、情報セキュリティマネジメントに関

する資格・認証である「ＩＳＭＳ」などを総合評

価落札方式における加点要件等に設定すること

が考えられる。	 

	 

	 

前項の通り、新ガイドラインでは、委託候補業者について組織としての資格・認証の確

認についてより具体的な記載が認められる一方、委託業務にあたる要員に関する資格等に

ついては「委託業務を遂行するために必要な知識・経験・能力を有する要因の確保状況」

を確認することを記載しているが、具体的な確認方法に関する記載は見当たらない。

当委員会では、2011 年以前には社員と調査員の能力・技術レベルの明確化と質的向上

の視点から「社会調査士」、「専門社会調査士」の資格認定について資格の特徴や目的と

の適合性などを検討してきた。2011 年 11 月には「統計調査士」、「専門統計調査士」の

認定を含む統計検定がスタートし、これを公的統計調査において民間事業者を活用して

いく流れの中で求められる資格であると認識し、府省など公的統計の調査主体にも、委

託先となる民間事業者にも有効で価値のある資格として資格取得を推奨し、受験者及び

有資格者の拡大に取り組んできた1。	 

	 

	 

委託先の適切な選定においては、下記④に示す総合評価落札方式を活用することによ

る価格競争のみとしない評価選定を推奨する形で低品質化の防止を図っているが、低価

格落札そのものに関する留意事項や方策などは、新旧ガイドラインを通して示されてい

ない。	 

当委員会では、過去には最低価格落札方式が低価格落札を招き事業者の収益が損なわ

れ品質低下の要因にもなることを指摘した。総合評価落札方式は、価格だけでなく業務

遂行能力等を踏まえた選定方法として評価してきた。その中で、競争事例によっては、

業務内容・規模、求められる技術や知見の水準などから総合評価落札方式で調達すべき

と考えられる案件が、価格のみの入札になっているケースの指摘や、総合評価落札方式

といえども低価格競争の解消には至っていない点などを意見している2。	 

	 

	 

総合評価落札方式に関する記載については、新旧ガイドラインに共通して、(ｲ)委託

候補事業者は、原則として過去の受託実績を問わないものとするが、総合評価落札方式

においては必要に応じて受託実績の有無に配慮する、(ﾛ)より高い品質の確保を図る必

要がある統計調査については、委託業務の内容等に応じて総合評価落札方式で価格だけ

でなく、業務遂行能力等を踏まえた選定方法を積極的に活用する旨の 2 点が示されてい

る。	 

当委員会では、総合評価落札方式の大半が過去の受託実績、特に類似業務の受託実績

が必須項目となる事例について、大規模調査ほど類似業務実績を持つ民間事業者は少な

いため、過去の実績偏重は、企業規模の大小を問わず実査経験に十分な実績ある会社の

新規参入を妨げる懸念があることなどを意見してきた3。	 

	 

業務遂行能力を確認する手段として、前項の総合評価落札方式を用いる際に、その項

目設定に当たって国の施策推進上で民間事業者が取り組むべき事項を考慮するよう記

載されている。新ガイドラインでは、「『女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の

活用に関する取組指針について』(平成 28 年 3 月 22 日すべての女性が輝く社会づくり

本部決定)のワーク・ライフ・バランス等推進項目にも留意する。」との記載が加えられ

た。	 

当委員会では、ワーク・ライフ・バランス等推進項目について直接的、持続的に意見

などを示してきた経緯はないが、例えば 2015 年の本レポートにおいては、「売上等の決
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委託業務の性質に応じて、保有が望ましいと考えられる資格や認証に関する記載では、

本文について新旧ガイドラインに差異はなく、法令による資格や民間事業者に定着して

いる資格・認証等を業務遂行能力等の確認に用いることを明示しており、併せて資格・

認証等の提示により、民間事業者の参入規制につながらないよう配慮する旨が記載され

ている。ただしセキュリティ対策に関して添え書きされている注意事項では、新ガイド

ラインにおいて要件として用いる資格・認証の例示が明確化されている。	 

当委員会では、これらの認証は、公的統計における民間事業者の活用に当たって信頼

性を担保しうる資格・認証であると認識し、その普及拡大に取り組んできた。一方、こ

うした資格・認証を入札等の参加要件にすることや、総合評価落札方式における加点評

価とすることは、適切に運用されないと多様な事業者の参入機会の妨げにもつながりか

ねない。	 

わが国での認証開始が 10 年に満たないＩＳＯ20252 については、公的統計に対する民

間調査会社の品質保証への取り組み姿勢を府省にアピールすると共に、その普及進捗と

の間にある1。	 

	 

表 3-2-3-2	 能力確認に用いる資格・認証に関する記載内容	 

旧ガイドライン(2012.4.6)	 新ガイドライン(2017.3.3)	 

(注)各府省では、現在のところ、個人情報保護

に関する認証等を提示しているケースが多い。

なお、公的統計の作成に関する公的な資格・認

証等はない。	 

(注)個人情報を取り扱う統計調査業務を民間委

託する場合、「プライバシーマーク」等の個人情

報保護に関する資格・認定を必須要件とすること

が望ましい。また、委託業務の性質に応じて、品

質マネジメントシステムに関する資格・認証であ

る「ＩＳＯ9001」、品質マネジメントシステムの

要素を含むマーケットリサーチ(市場・世論・社

会調査)のサービスに関する資格・認証である「Ｉ

ＳＯ20252」、情報セキュリティマネジメントに関

する資格・認証である「ＩＳＭＳ」などを総合評

価落札方式における加点要件等に設定すること

が考えられる。	 

	 

	 

前項の通り、新ガイドラインでは、委託候補業者について組織としての資格・認証の確

認についてより具体的な記載が認められる一方、委託業務にあたる要員に関する資格等に

ついては「委託業務を遂行するために必要な知識・経験・能力を有する要因の確保状況」

を確認することを記載しているが、具体的な確認方法に関する記載は見当たらない。

当委員会では、2011 年以前には社員と調査員の能力・技術レベルの明確化と質的向上

の視点から「社会調査士」、「専門社会調査士」の資格認定について資格の特徴や目的と

の適合性などを検討してきた。2011 年 11 月には「統計調査士」、「専門統計調査士」の

認定を含む統計検定がスタートし、これを公的統計調査において民間事業者を活用して

いく流れの中で求められる資格であると認識し、府省など公的統計の調査主体にも、委

託先となる民間事業者にも有効で価値のある資格として資格取得を推奨し、受験者及び

有資格者の拡大に取り組んできた1。	 

	 

	 

委託先の適切な選定においては、下記④に示す総合評価落札方式を活用することによ

る価格競争のみとしない評価選定を推奨する形で低品質化の防止を図っているが、低価

格落札そのものに関する留意事項や方策などは、新旧ガイドラインを通して示されてい

ない。	 

当委員会では、過去には最低価格落札方式が低価格落札を招き事業者の収益が損なわ

れ品質低下の要因にもなることを指摘した。総合評価落札方式は、価格だけでなく業務

遂行能力等を踏まえた選定方法として評価してきた。その中で、競争事例によっては、

業務内容・規模、求められる技術や知見の水準などから総合評価落札方式で調達すべき

と考えられる案件が、価格のみの入札になっているケースの指摘や、総合評価落札方式

といえども低価格競争の解消には至っていない点などを意見している2。	 

	 

	 

総合評価落札方式に関する記載については、新旧ガイドラインに共通して、(ｲ)委託

候補事業者は、原則として過去の受託実績を問わないものとするが、総合評価落札方式

においては必要に応じて受託実績の有無に配慮する、(ﾛ)より高い品質の確保を図る必

要がある統計調査については、委託業務の内容等に応じて総合評価落札方式で価格だけ

でなく、業務遂行能力等を踏まえた選定方法を積極的に活用する旨の 2 点が示されてい

る。	 

当委員会では、総合評価落札方式の大半が過去の受託実績、特に類似業務の受託実績

が必須項目となる事例について、大規模調査ほど類似業務実績を持つ民間事業者は少な

いため、過去の実績偏重は、企業規模の大小を問わず実査経験に十分な実績ある会社の

新規参入を妨げる懸念があることなどを意見してきた3。	 

	 

業務遂行能力を確認する手段として、前項の総合評価落札方式を用いる際に、その項

目設定に当たって国の施策推進上で民間事業者が取り組むべき事項を考慮するよう記

載されている。新ガイドラインでは、「『女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の

活用に関する取組指針について』(平成 28 年 3 月 22 日すべての女性が輝く社会づくり

本部決定)のワーク・ライフ・バランス等推進項目にも留意する。」との記載が加えられ

た。	 

当委員会では、ワーク・ライフ・バランス等推進項目について直接的、持続的に意見

などを示してきた経緯はないが、例えば 2015 年の本レポートにおいては、「売上等の決

( ﾛ )
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算指標に加えて、障がい者雇用率等の法定義務遵守状況や、女性に関する指標(女性雇

用率、女性管理職率、女性役員の有無等)、男性の育児休暇取得率、ＣＳＲ活動等、会

社のガバナンスや多様性に関わる姿勢も検討」することを意見している1。

委託実施状況等に関する情報開示について、新ガイドラインでは、委託先が作成する

事業完了報告書に基づいてその実施状況(実施に要した人員、使用施設・設備、調査の

実施方法等)について、新たな応募要領や入札説明書等に反映することが記載されてい

る。旧ガイドラインにおいてもこうした記載はあったが、実施に要した人員の例や、使

用施設・設備の例がより詳しく示され、調査実施方法に関する記述も増えている。また、

新ガイドラインでは調査が複数の委託業務で構成される場合は、各調査業務の実施機関

の担う業務内容・範囲などの情報を明示することとしている。	 

当委員会では、予算額、過去の入札結果、過去の業務実績(回収率、依頼率、適格標

本の割合、前回苦労したこと)などの情報が開示されるだけで、自社にとって応札可能

な案件か(実施時期、業務量と実施体制の構築可能性、調査の難易度などを勘案)否か、

の判断が可能となることを指摘した。	 

また情報開示については、無理、無駄を排除することにつながり、結果としてトータ

ルコストの削減に結実する。反対に、業務のイメージを正確に捉えることができない場

合は、見積ミスが生じて低価格で受注してしまう危険性が生まれる。あるいは業務遂行

に必要な知見や技術、経験がない民間事業者が落札する危険性が生まれるなどの問題点

を指摘している2。	 

	 

表 3-2-3-3	 委託実施状況等に関する情報開示に関する記載内容	 

旧ガイドライン(2012.4.6)	 新ガイドライン(2017.3.3)	 

各府省は、前回の実施状況に関する情報が次回

応札において参考になると考えられる場合に

は、委託先が作成した事業完了報告書に基づ

き、実施に要した人員(調査員、コールセンタ

ー要員等)使用施設・設備(審査業務会場・コー

ルセンター等)等実施状況に関する情報を可能

な限り応募要領、入札説明書等に反映する。	 

各府省は、前回の実施状況に関する情報が次回応

札において参考になると考えられる場合には、委

託先が作成した事業完了報告書に基づき、実施に

要した人員(調査事務従事者・調査員、コールセ

ンター要員ごとの数等)使用施設・設備(執務室・

審査業務会場・コールセンターの面積、PC・サ

ーバー・電話機の設備の台数等)、調査の実施方

法(調査関係書類・用品ごとの印刷部数、照会・

督促の件数、オンラインによる報告件数等)等の

実施状況に関する情報を可能な限り応募要領、入

札説明書等に反映する。	 

( )

新ガイドライン「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」では、「3	 業務の実施において

確保されるべき統計の品質に関する事項」の「ア	 業務の実施において確保されるべき

統計の品質に関する目標の設定」で、回収率、記入率などの客観的かつ定量的な目標を

設定することを求めている。この点は、改正前からガイドラインに明記されている。	 

当小委員会がこれまでに行った具体的な入札案件の仕様書の検証では、どの仕様書で

も目標回収率は設定されている。しかし、記入率と非協力率(非協力を理由とする代替

標本の割合)については、言及されていない1。	 

「3	 業務の実施において確保されるべき統計の品質に関する事項」の「イ	 委託先の

内部監査等の実施」で、「各府省は、統計調査業務の質を維持・向上するため、『公的統

計の品質保証に関するガイドライン』に基づき定めた統計調査の実施過程の質の評価事

項等のうち、民間事業者を活用する統計調査業務について、委託先に業務の適正かつ確

実な履行を求める一環として、その評価事項等に基づき委託先に内部監査(事業者内の

第三者部門による監査)または内部評価(調査業務実施者による自己点検・評価)を実施

させ、その結果を報告させる」と述べている。この条文は、2017 年 3 月の改正で新たに

加わった。「公的統計の品質保証に関するガイドライン」(2016 年 2 月改正)の別紙に「統

計調査の実施過程の質の評価事項」一覧表があり、この評価事項に基づき、民間事業者

に実施状況についての内部監査・評価を求めるというもので、2017 年 3 月の改正でプロ

セス保証の考え方が導入されたことに伴い、追加された条文と受け止められる。	 

新ガイドライン「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」では、「4	 統計調査業務の適正

かつ確実な実施の確保」の「(2)	 業務の実施状況の確認及び実施過程の管理」で、「(民

間事業者の委託業務の)達成状況に応じて、委託先に対し次のような助言・指導等を実

施する」と述べている。委託先の達成状況の管理指標は、郵送・オンライン・調査員の

各方式共通事項 6 項目と、調査員調査の 4 項目が挙げられ、これらの管理指標は改正前

と変わらない。	 

「委託先の達成状況に応じた助言・指導等の実施」の具体的内容が、2017 年 3 月の改

正で新たに加わった。管理指標の達成状況が思わしくない場合、まず業務の徹底・手順

の見直しを「助言・指導」し、改善しない場合には体制を強化する「改善措置」を求め

る、というものである(表 3-2-3-4、表 3-2-3-5)。	 
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算指標に加えて、障がい者雇用率等の法定義務遵守状況や、女性に関する指標(女性雇

用率、女性管理職率、女性役員の有無等)、男性の育児休暇取得率、ＣＳＲ活動等、会

社のガバナンスや多様性に関わる姿勢も検討」することを意見している1。

委託実施状況等に関する情報開示について、新ガイドラインでは、委託先が作成する

事業完了報告書に基づいてその実施状況(実施に要した人員、使用施設・設備、調査の

実施方法等)について、新たな応募要領や入札説明書等に反映することが記載されてい

る。旧ガイドラインにおいてもこうした記載はあったが、実施に要した人員の例や、使

用施設・設備の例がより詳しく示され、調査実施方法に関する記述も増えている。また、

新ガイドラインでは調査が複数の委託業務で構成される場合は、各調査業務の実施機関

の担う業務内容・範囲などの情報を明示することとしている。	 

当委員会では、予算額、過去の入札結果、過去の業務実績(回収率、依頼率、適格標

本の割合、前回苦労したこと)などの情報が開示されるだけで、自社にとって応札可能

な案件か(実施時期、業務量と実施体制の構築可能性、調査の難易度などを勘案)否か、

の判断が可能となることを指摘した。	 

また情報開示については、無理、無駄を排除することにつながり、結果としてトータ

ルコストの削減に結実する。反対に、業務のイメージを正確に捉えることができない場

合は、見積ミスが生じて低価格で受注してしまう危険性が生まれる。あるいは業務遂行

に必要な知見や技術、経験がない民間事業者が落札する危険性が生まれるなどの問題点

を指摘している2。	 

	 

表 3-2-3-3	 委託実施状況等に関する情報開示に関する記載内容	 

旧ガイドライン(2012.4.6)	 新ガイドライン(2017.3.3)	 

各府省は、前回の実施状況に関する情報が次回

応札において参考になると考えられる場合に

は、委託先が作成した事業完了報告書に基づ

き、実施に要した人員(調査員、コールセンタ

ー要員等)使用施設・設備(審査業務会場・コー

ルセンター等)等実施状況に関する情報を可能

な限り応募要領、入札説明書等に反映する。	 

各府省は、前回の実施状況に関する情報が次回応

札において参考になると考えられる場合には、委

託先が作成した事業完了報告書に基づき、実施に

要した人員(調査事務従事者・調査員、コールセ

ンター要員ごとの数等)使用施設・設備(執務室・

審査業務会場・コールセンターの面積、PC・サ

ーバー・電話機の設備の台数等)、調査の実施方

法(調査関係書類・用品ごとの印刷部数、照会・

督促の件数、オンラインによる報告件数等)等の

実施状況に関する情報を可能な限り応募要領、入

札説明書等に反映する。	 

( )

新ガイドライン「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」では、「3	 業務の実施において

確保されるべき統計の品質に関する事項」の「ア	 業務の実施において確保されるべき

統計の品質に関する目標の設定」で、回収率、記入率などの客観的かつ定量的な目標を

設定することを求めている。この点は、改正前からガイドラインに明記されている。	 

当小委員会がこれまでに行った具体的な入札案件の仕様書の検証では、どの仕様書で

も目標回収率は設定されている。しかし、記入率と非協力率(非協力を理由とする代替

標本の割合)については、言及されていない1。	 

「3	 業務の実施において確保されるべき統計の品質に関する事項」の「イ	 委託先の

内部監査等の実施」で、「各府省は、統計調査業務の質を維持・向上するため、『公的統

計の品質保証に関するガイドライン』に基づき定めた統計調査の実施過程の質の評価事

項等のうち、民間事業者を活用する統計調査業務について、委託先に業務の適正かつ確

実な履行を求める一環として、その評価事項等に基づき委託先に内部監査(事業者内の

第三者部門による監査)または内部評価(調査業務実施者による自己点検・評価)を実施

させ、その結果を報告させる」と述べている。この条文は、2017 年 3 月の改正で新たに

加わった。「公的統計の品質保証に関するガイドライン」(2016 年 2 月改正)の別紙に「統

計調査の実施過程の質の評価事項」一覧表があり、この評価事項に基づき、民間事業者

に実施状況についての内部監査・評価を求めるというもので、2017 年 3 月の改正でプロ

セス保証の考え方が導入されたことに伴い、追加された条文と受け止められる。	 

新ガイドライン「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」では、「4	 統計調査業務の適正

かつ確実な実施の確保」の「(2)	 業務の実施状況の確認及び実施過程の管理」で、「(民

間事業者の委託業務の)達成状況に応じて、委託先に対し次のような助言・指導等を実

施する」と述べている。委託先の達成状況の管理指標は、郵送・オンライン・調査員の

各方式共通事項 6 項目と、調査員調査の 4 項目が挙げられ、これらの管理指標は改正前

と変わらない。	 

「委託先の達成状況に応じた助言・指導等の実施」の具体的内容が、2017 年 3 月の改

正で新たに加わった。管理指標の達成状況が思わしくない場合、まず業務の徹底・手順

の見直しを「助言・指導」し、改善しない場合には体制を強化する「改善措置」を求め

る、というものである(表 3-2-3-4、表 3-2-3-5)。	 
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表 3-2-3-4	 委託先の実施状況の確認及び実施過程の管理(郵送調査・オンライン調査・

調査員調査の共通事項)	 

委託先の達成の管理指標	 
達成状況に応じた助言・指導等

(2017 年 3 月改正で追加)	 

改善しない場合の改善措置要求

(2017 年 3 月改正で追加)	 

ⅰ)調査票の誤送付等の状況	 
封入封緘業務等の徹底・手順等

の見直し	 
封入封緘業務等の体制の強化	 

ⅱ)調査項目別の未記入及び不備の

状況	 

調査対象者への調査票記入上

の注意喚起等の徹底	 

調査票レイアウトや記入の仕

方の見直し・再印刷・再配布	 

ⅲ)調査開始時から調査期限までの

一定の時点における回収状況	 

調査の依頼時期、調査票配布・

回収の時期等の徹底・見直し	 

調 査 依 頼 業 務 や 調 査 票 の 配

布・回収等業務の体制の強化	 

ⅳ)照会対応の状況及び効果(疑義

再照会率等)	 

照会対応業務等の徹底・手順等

の見直し	 
照会対応業務等の体制の強化	 

ⅴ)督促の実施状況及び効果(督促

後回収率等)	 

督促業務等の徹底・手順等の見

直し	 

督促業務等の体制・督促頻度の

強化	 

ⅵ)収集したデータ(調査対象名簿、

個別データ、集計データ等)の管

理状況	 

収 集 し た デ ー タ (調 査 対 象 名

簿、個別データ、集計データ等)

の管理の徹底・手順等の見直し	 

収集したデータ (調査対象名

簿、個別データ、集計データ等)

の管理体制の強化	 

	 

表 3-2-3-5	 委託先の実施状況の確認及び実施過程の管理(調査員調査)	 

委託先の達成の管理指標
達成状況に応じた助言・指導等

(2017 年 3 月改正で追加)	 

改善しない場合の改善措置要求

(2017 年 3 月改正で追加)	 

ⅰ)調査員の確保及び受託事業者

の業務管理体制	 

調査員管理業務等の徹底・手順

等の見直し	 
調査員管理業務等の体制の強化	 

ⅱ)調査員への指導状況	 
調査員への指導の徹底・手順等

の見直し	 
調査員指導業務の体制の強化	 

ⅲ)報告者への訪問状況	 
報告者への訪問の徹底・手順等

の見直し	 
報告者への訪問体制の強化	 

ⅳ)不在等の場合における再訪問

の実施状況	 

不在等の場合における再訪問の

徹底・手順等の見直し	 

不在等の場合における再訪問の

体制・頻度の強化	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」

では、「(3)	 委託する統計調査業務に応じて定めるべき事項」で仕様書等で定めるべき事項を

示している。改正前に「適切な仕様書等の作成」として示されていた事項が、プロセス保証

の考え方を参考にした 2017 年 3 月の改正により、より細かく具体的になっている。	 

当小委員会では発足当初から、仕様書の現状分析を行い、問題点を指摘し、対応の方向

性について述べてきた1。業務について、より具体的な内容や手順が仕様書で明らかになる

ことで、委託者と受託者の認識のギャップが埋まり、民間事業者は業務の理解が深まり正

確なコスト積算ができる。民間事業者が見積もるべきコストへの認識がないまま低価格で	 

	 

応札し、発注者も受託者も不本意な事態に至ることを避けられる。民間事業者が業務を正

確に理解した上で受託することが、統計調査の品質を確保する上で不可欠である。	 

表 3-2-3-6	 仕様書等で定めるべき事項	 

(改正前)	 調査業務	 仕様書等で定めるべき事項(2017 年 3 月改正)	 

・委託先が保有する

調査の実施状況に関

する情報やリスク情

報 (非協力者の多い

地域や施設等 )を含

む事業完了報告書の

作成及び提出方法	 

全業務共通	 

(共通事項)	 

・調査事務従事者に対する業務遂行上必要とする知識・業務能力を

維持するための教育・訓練の実施	 

	 ・特別な配慮を要する調査対象者(子ども、外国人、障害者など)へ

の対応、及びそれらの記録の方法	 

	 ・委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報(非

協力者の多い地域や施設等)を含む事業完了報告書の作成、及び提

出方法	 

	 企画	 ・調査票の変更を行う場合、実査可能性、内容・変更の妥当性及び

調査結果への影響等の必要な検証・検討、及びそれらの記録方法	 

	 	 ・標本設計における抽出方法・手順、及び抽出結果の記録方法	 

	 	 ・モニター調査を活用する場合、選定されたモニターの選定条件と

の合致確認及び合致結果の記録方法	 

・調査依頼書等の作

成方法	 

実査準備	 ・調査対象者への調査実施の意義・重要性、統計作成機関・調査実

施機関に関する情報の周知方法	 

	 	 ・調査関係書類・用品等の作成方法、及びそれらの書類・用品等の発送方法	 

・督促業務の実施方法	 実査	 ・調査票の配布・回収・督促の方法、及びそれらの状況の記録方法	 

・報告者からの照会

や質問への対応方法	 

・報告者とトラブル

発生時の対処方法	 

	 ・調査対象者への対処方法、及びそれらの対処状況の記録方法	 

	 ・調査対象者に対して報奨を供与する場合、報奨内容・授受の方法

(報奨授受に当たっての留意点含む)、及び授受状況の記録方法	 

・調査員の安全対策	 ( 特 に 調 査

員調査方式

の場合)	 

・調査員の安全対策の内容、及びそれらの状況に関する記録の方法	 

・調査員数及び質の

確保・管理方法	 

・採用する調査員に関する業務経験、保有資格、調査活動状況等の

情報管理の方法	 

	 	 ・調査業務に初めて従事する調査員に対する業務遂行上必要とする

能力を習得するための基礎的教育・訓練の実施	 

・調査員に対する調

査方法等の説明、研

修及び指導の実施方

法	 

	 ・調査員に対する実査業務に係る説明内容(調査票の配布、取集期

間、担当調査区の範囲、調査対象者の選定方法、調査実施方法、秘

密保護を含む調査票の取扱い、指導員証・調査員証の管理方法、そ

の他必要事項)、及びそれらの説明方法	 

	 	 ・調査員に対する個別指示(軽微なものを除く)した場合の内容及び

結果の記録方法	 

	 	 ・被調査確認など、調査実施後の調査員活動の事後確認の方法、及

び確認結果の記録方法	 

	 	 ・調査員証の発行・交付方法、及びそれらの状況の記録方法	 

・審査・確認業務の

実施方法	 

審査	 ・取集後の調査票(紙)または調査票データの審査・確認方法、訂正

方法、及びそれらの結果の記録方法	 

	 	 ・機器・ソフトウェア・人手等による調査票データの作成方法、機

器・ソフトフェアに実装すべき性能・機能、手入力時の入力データ

の検証方法、及びそれらの結果の記録方法	 

	 	 ・分類に関する統計基準以外で集計する場合、分類・格付されたデ

ータの検証手順・方法	 

	 集 計 、 分

析・加工、

公表・提供、

その他	 

・集計表その他出力結果の集計の方法、出力結果の確認・チェック

の方法、及び確認・チェック結果の記録方法	 

	 ・電子調査票等システムを作成する場合、システムの仕様、その仕

様と作成されたシステムとの合致確認、及びそれらの記録方法	 
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表 3-2-3-4	 委託先の実施状況の確認及び実施過程の管理(郵送調査・オンライン調査・

調査員調査の共通事項)	 

委託先の達成の管理指標	 
達成状況に応じた助言・指導等

(2017 年 3 月改正で追加)	 

改善しない場合の改善措置要求

(2017 年 3 月改正で追加)	 

ⅰ)調査票の誤送付等の状況	 
封入封緘業務等の徹底・手順等

の見直し	 
封入封緘業務等の体制の強化	 

ⅱ)調査項目別の未記入及び不備の

状況	 

調査対象者への調査票記入上

の注意喚起等の徹底	 

調査票レイアウトや記入の仕

方の見直し・再印刷・再配布	 

ⅲ)調査開始時から調査期限までの

一定の時点における回収状況	 

調査の依頼時期、調査票配布・

回収の時期等の徹底・見直し	 

調 査 依 頼 業 務 や 調 査 票 の 配

布・回収等業務の体制の強化	 

ⅳ)照会対応の状況及び効果(疑義

再照会率等)	 

照会対応業務等の徹底・手順等

の見直し	 
照会対応業務等の体制の強化	 

ⅴ)督促の実施状況及び効果(督促

後回収率等)	 

督促業務等の徹底・手順等の見

直し	 

督促業務等の体制・督促頻度の

強化	 

ⅵ)収集したデータ(調査対象名簿、

個別データ、集計データ等)の管

理状況	 

収 集 し た デ ー タ (調 査 対 象 名

簿、個別データ、集計データ等)

の管理の徹底・手順等の見直し	 

収集したデータ (調査対象名

簿、個別データ、集計データ等)

の管理体制の強化	 

	 

表 3-2-3-5	 委託先の実施状況の確認及び実施過程の管理(調査員調査)	 

委託先の達成の管理指標
達成状況に応じた助言・指導等

(2017 年 3 月改正で追加)	 

改善しない場合の改善措置要求

(2017 年 3 月改正で追加)	 

ⅰ)調査員の確保及び受託事業者

の業務管理体制	 

調査員管理業務等の徹底・手順

等の見直し	 
調査員管理業務等の体制の強化	 

ⅱ)調査員への指導状況	 
調査員への指導の徹底・手順等

の見直し	 
調査員指導業務の体制の強化	 

ⅲ)報告者への訪問状況	 
報告者への訪問の徹底・手順等

の見直し	 
報告者への訪問体制の強化	 

ⅳ)不在等の場合における再訪問

の実施状況	 

不在等の場合における再訪問の

徹底・手順等の見直し	 

不在等の場合における再訪問の

体制・頻度の強化	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」

では、「(3)	 委託する統計調査業務に応じて定めるべき事項」で仕様書等で定めるべき事項を

示している。改正前に「適切な仕様書等の作成」として示されていた事項が、プロセス保証

の考え方を参考にした 2017 年 3 月の改正により、より細かく具体的になっている。	 

当小委員会では発足当初から、仕様書の現状分析を行い、問題点を指摘し、対応の方向

性について述べてきた1。業務について、より具体的な内容や手順が仕様書で明らかになる

ことで、委託者と受託者の認識のギャップが埋まり、民間事業者は業務の理解が深まり正

確なコスト積算ができる。民間事業者が見積もるべきコストへの認識がないまま低価格で	 

	 

応札し、発注者も受託者も不本意な事態に至ることを避けられる。民間事業者が業務を正

確に理解した上で受託することが、統計調査の品質を確保する上で不可欠である。	 

表 3-2-3-6	 仕様書等で定めるべき事項	 

(改正前)	 調査業務	 仕様書等で定めるべき事項(2017 年 3 月改正)	 

・委託先が保有する

調査の実施状況に関

する情報やリスク情

報 (非協力者の多い

地域や施設等 )を含

む事業完了報告書の

作成及び提出方法	 

全業務共通	 

(共通事項)	 

・調査事務従事者に対する業務遂行上必要とする知識・業務能力を

維持するための教育・訓練の実施	 

	 ・特別な配慮を要する調査対象者(子ども、外国人、障害者など)へ

の対応、及びそれらの記録の方法	 

	 ・委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報(非

協力者の多い地域や施設等)を含む事業完了報告書の作成、及び提

出方法	 

	 企画	 ・調査票の変更を行う場合、実査可能性、内容・変更の妥当性及び

調査結果への影響等の必要な検証・検討、及びそれらの記録方法	 

	 	 ・標本設計における抽出方法・手順、及び抽出結果の記録方法	 

	 	 ・モニター調査を活用する場合、選定されたモニターの選定条件と

の合致確認及び合致結果の記録方法	 

・調査依頼書等の作

成方法	 

実査準備	 ・調査対象者への調査実施の意義・重要性、統計作成機関・調査実

施機関に関する情報の周知方法	 

	 	 ・調査関係書類・用品等の作成方法、及びそれらの書類・用品等の発送方法	 

・督促業務の実施方法	 実査	 ・調査票の配布・回収・督促の方法、及びそれらの状況の記録方法	 

・報告者からの照会

や質問への対応方法	 

・報告者とトラブル

発生時の対処方法	 

	 ・調査対象者への対処方法、及びそれらの対処状況の記録方法	 

	 ・調査対象者に対して報奨を供与する場合、報奨内容・授受の方法

(報奨授受に当たっての留意点含む)、及び授受状況の記録方法	 

・調査員の安全対策	 ( 特 に 調 査

員調査方式

の場合)	 

・調査員の安全対策の内容、及びそれらの状況に関する記録の方法	 

・調査員数及び質の

確保・管理方法	 

・採用する調査員に関する業務経験、保有資格、調査活動状況等の

情報管理の方法	 

	 	 ・調査業務に初めて従事する調査員に対する業務遂行上必要とする

能力を習得するための基礎的教育・訓練の実施	 

・調査員に対する調

査方法等の説明、研

修及び指導の実施方

法	 

	 ・調査員に対する実査業務に係る説明内容(調査票の配布、取集期

間、担当調査区の範囲、調査対象者の選定方法、調査実施方法、秘

密保護を含む調査票の取扱い、指導員証・調査員証の管理方法、そ

の他必要事項)、及びそれらの説明方法	 

	 	 ・調査員に対する個別指示(軽微なものを除く)した場合の内容及び

結果の記録方法	 

	 	 ・被調査確認など、調査実施後の調査員活動の事後確認の方法、及

び確認結果の記録方法	 

	 	 ・調査員証の発行・交付方法、及びそれらの状況の記録方法	 

・審査・確認業務の

実施方法	 

審査	 ・取集後の調査票(紙)または調査票データの審査・確認方法、訂正

方法、及びそれらの結果の記録方法	 

	 	 ・機器・ソフトウェア・人手等による調査票データの作成方法、機

器・ソフトフェアに実装すべき性能・機能、手入力時の入力データ

の検証方法、及びそれらの結果の記録方法	 

	 	 ・分類に関する統計基準以外で集計する場合、分類・格付されたデ

ータの検証手順・方法	 

	 集 計 、 分

析・加工、

公表・提供、

その他	 

・集計表その他出力結果の集計の方法、出力結果の確認・チェック

の方法、及び確認・チェック結果の記録方法	 

	 ・電子調査票等システムを作成する場合、システムの仕様、その仕

様と作成されたシステムとの合致確認、及びそれらの記録方法	 
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「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」に「5	 委託先との契約書等に明記すべき事項」

があり、別紙 2 には「契約書等に明記すべき事項」が(1)から(10)まである。これらは

改正前から示されている。別紙 2「契約書等に明記すべき事項」の「(6)	 再委託に関す

る事項」に、2017 年 3 月の改正でカッコ書きが追加された。「再委託の条件・手続、再

委託先への業務指示の方法、再委託の業務成果の検証方法及びその結果の記録の方法

(軽微なものを除く)等」という例示が新たに行われた。	 

当小委員会では発足当初から、再委託に関して要望してきた1。簡潔にいえば、「再委

託の定義、範囲の明確化」、「再委託に伴う手続、書類等の簡素化」と「これら再委託に

関する府省の対応の統一化」である。特に、同じ業務内容の再委託でありながら府省ご

とに異なる対処を迫られることは、民間事業者にとっては無意味で非効率なことである。

2017 年 3 月の改正で契約書等に明記すべき事項の例示がされ、再委託の条件・手続きを

明記するよう促すことは前進ではあるが、民間事業者としては、各府省の対応の統一化

までを望む。	 

	 

新ガイドライン「Ⅱ	 統計調査における民間事業者の活用と環境整備」では、「2	 公共

サービス改革法に則って実施する統計調査業務の考え方」で、「国直轄の統計調査のう

ち、品質の維持向上を図りつつ経費の削減を図る必要がある統計調査について、民間事

業者の創意と工夫の反映が期待される実査を含む一体としての統計調査業務において

民間事業者を活用する場合には、同法を積極的に活用するものとする。」と述べている。

この条文は、2017 年 3 月改正前と変わらない。公サ法成立(2006 年)後の 2007 年改正か

ら、同じ趣旨の条文が掲げられている。	 

当小委員会では、2010 年度から 2013 年度にかけて、公サ法に基づいて行われた具体

的な民間競争入札における実施要項(=入札説明書･仕様書)を精読し、応札者の視点で検

証した。その結果、これらは業務内容が明確で、過去の実施に関する情報等が開示され、

コスト積算のしやすい、応札者にとってよくできたものであることを確認した2。わかり

やすい仕様書は入札の競争性を高め、民間事業者の創意工夫を可能にし、統計調査の品

質確保に資するものである。これらを踏まえＪＭＲＡ当委員会では、2012 年、2013 年、

2014 年、2015 年、2016 年と「『公共サービス改革基本方針』の見直しに関する意見募集」

の機会に、公サ法に基づく統計調査業務の対象事業の拡大を求めるパブリックコメント

を出してきた。府省からは、「今後とも公サ法に基づく入札を行うことにより、コスト

削減効果や質の向上が見込まれる統計調査については対象事業としていく」旨の回答が

され、統計調査の対象事業は 2018 年 4 月現在で 21 件まで増えた。	 

当小委員会が注目するのは、公サ法の対象事業として成果が上がり、終了プロセスへ

移行した後である。2016 年度には、終了プロセスとなり官民競争入札等監理委員会の関

与がなくなり、会計法に基づき入札が行われた 3 案件の仕様書を検証したところ、開示

されていた過去の実施に関する情報等が非開示になった例が見いだされた1。これは民間

事業者を活用し、統計調査の質を確保する上では望ましくないといわねばならないだろ

う。当委員会では、公サ法の活用に関しては、対象事業の拡大を求めると共に、市場化

テスト終了後も公サ法水準の入札説明書･仕様書が維持されることを求める。	 

2017 年(平成 29 年)3 月に改正された「統計調査における民間事業者の活用に係るガ

イドライン」には、委託契約上の工夫として「委託契約の長期化」「共同事業体による

入札参加の活用」「委託業務の分離調達の活用」等の民間委託の裾野拡大に関する内容

が盛り込まれている。府省の統計調査における民間事業者の積極的な活用姿勢が見受け

られる。	 

複数事業者による業務実施体制の検討については、当委員会が発足時から提言してい

る。今回のガイドラインの改正において、「共同事業体の活用の検討」として盛り込ま

れた。新たな枠組みによる入札参加の検討が可能となり、より多くの企業が参入できる

環境が準備されたと考えているが、現状では、統計調査業務において共同事業体の活用

事例は少ない。共同事業体による入札参加を促進するためには、手続き面の事例紹介や

共同事業体での成功事例を提示すると共に、事業者間の協議や調整等の時間を考慮した

入札参加手続きの見直しが重要だと考える。事業者間の協議や調整等の時間の考慮につ

いては、改正後のガイドラインでは共同事業体を活用する際の留意点の中で、「調達ス

ケジュールへの可能な範囲の配慮」があげられており、入札参加者への配慮が盛り込ま

れている。その他にあげられている留意点としては、業務体制等の事前確認の必要性、

入札参加要件の緩和の可能性、共同事業体の入札参加の可否や入札に必要な文書の仕様

書への明示がある。特に業務体制等は、業務実施の重要な部分であり、委託者にとって

も関心の強いところでもあるので、共同事業体として入札参加する場合にはより明確な

提示を心がける必要があろう。入札の手続きから業務実施におけるまで相互の理解を図

り、お互いの懸念を払拭する努力が必要である。今後、共同事業体の入札参加が明示さ

れる統計調査がどのくらい出てくるのかについて、注視していきたい。	 

当委員会の民間事業者も共同事業体を促進するとは言いつつも、具体的なジョイント

には一歩踏み出せないでいることも実情である。官側のガイドラインに加え、民間事業

者が検討すべき項目を列記し今後の参考としたい。肝要なことは民間事業者として、一

体化した対応が必須だということである。	 
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「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」に「5	 委託先との契約書等に明記すべき事項」

があり、別紙 2 には「契約書等に明記すべき事項」が(1)から(10)まである。これらは

改正前から示されている。別紙 2「契約書等に明記すべき事項」の「(6)	 再委託に関す

る事項」に、2017 年 3 月の改正でカッコ書きが追加された。「再委託の条件・手続、再

委託先への業務指示の方法、再委託の業務成果の検証方法及びその結果の記録の方法

(軽微なものを除く)等」という例示が新たに行われた。	 

当小委員会では発足当初から、再委託に関して要望してきた1。簡潔にいえば、「再委

託の定義、範囲の明確化」、「再委託に伴う手続、書類等の簡素化」と「これら再委託に

関する府省の対応の統一化」である。特に、同じ業務内容の再委託でありながら府省ご

とに異なる対処を迫られることは、民間事業者にとっては無意味で非効率なことである。

2017 年 3 月の改正で契約書等に明記すべき事項の例示がされ、再委託の条件・手続きを

明記するよう促すことは前進ではあるが、民間事業者としては、各府省の対応の統一化

までを望む。	 

	 

新ガイドライン「Ⅱ	 統計調査における民間事業者の活用と環境整備」では、「2	 公共

サービス改革法に則って実施する統計調査業務の考え方」で、「国直轄の統計調査のう

ち、品質の維持向上を図りつつ経費の削減を図る必要がある統計調査について、民間事

業者の創意と工夫の反映が期待される実査を含む一体としての統計調査業務において

民間事業者を活用する場合には、同法を積極的に活用するものとする。」と述べている。

この条文は、2017 年 3 月改正前と変わらない。公サ法成立(2006 年)後の 2007 年改正か

ら、同じ趣旨の条文が掲げられている。	 

当小委員会では、2010 年度から 2013 年度にかけて、公サ法に基づいて行われた具体

的な民間競争入札における実施要項(=入札説明書･仕様書)を精読し、応札者の視点で検

証した。その結果、これらは業務内容が明確で、過去の実施に関する情報等が開示され、

コスト積算のしやすい、応札者にとってよくできたものであることを確認した2。わかり

やすい仕様書は入札の競争性を高め、民間事業者の創意工夫を可能にし、統計調査の品

質確保に資するものである。これらを踏まえＪＭＲＡ当委員会では、2012 年、2013 年、

2014 年、2015 年、2016 年と「『公共サービス改革基本方針』の見直しに関する意見募集」

の機会に、公サ法に基づく統計調査業務の対象事業の拡大を求めるパブリックコメント

を出してきた。府省からは、「今後とも公サ法に基づく入札を行うことにより、コスト

削減効果や質の向上が見込まれる統計調査については対象事業としていく」旨の回答が

され、統計調査の対象事業は 2018 年 4 月現在で 21 件まで増えた。	 

当小委員会が注目するのは、公サ法の対象事業として成果が上がり、終了プロセスへ

移行した後である。2016 年度には、終了プロセスとなり官民競争入札等監理委員会の関

与がなくなり、会計法に基づき入札が行われた 3 案件の仕様書を検証したところ、開示

されていた過去の実施に関する情報等が非開示になった例が見いだされた1。これは民間

事業者を活用し、統計調査の質を確保する上では望ましくないといわねばならないだろ

う。当委員会では、公サ法の活用に関しては、対象事業の拡大を求めると共に、市場化

テスト終了後も公サ法水準の入札説明書･仕様書が維持されることを求める。	 

2017 年(平成 29 年)3 月に改正された「統計調査における民間事業者の活用に係るガ

イドライン」には、委託契約上の工夫として「委託契約の長期化」「共同事業体による

入札参加の活用」「委託業務の分離調達の活用」等の民間委託の裾野拡大に関する内容

が盛り込まれている。府省の統計調査における民間事業者の積極的な活用姿勢が見受け

られる。	 

複数事業者による業務実施体制の検討については、当委員会が発足時から提言してい

る。今回のガイドラインの改正において、「共同事業体の活用の検討」として盛り込ま

れた。新たな枠組みによる入札参加の検討が可能となり、より多くの企業が参入できる

環境が準備されたと考えているが、現状では、統計調査業務において共同事業体の活用

事例は少ない。共同事業体による入札参加を促進するためには、手続き面の事例紹介や

共同事業体での成功事例を提示すると共に、事業者間の協議や調整等の時間を考慮した

入札参加手続きの見直しが重要だと考える。事業者間の協議や調整等の時間の考慮につ

いては、改正後のガイドラインでは共同事業体を活用する際の留意点の中で、「調達ス

ケジュールへの可能な範囲の配慮」があげられており、入札参加者への配慮が盛り込ま

れている。その他にあげられている留意点としては、業務体制等の事前確認の必要性、

入札参加要件の緩和の可能性、共同事業体の入札参加の可否や入札に必要な文書の仕様

書への明示がある。特に業務体制等は、業務実施の重要な部分であり、委託者にとって

も関心の強いところでもあるので、共同事業体として入札参加する場合にはより明確な

提示を心がける必要があろう。入札の手続きから業務実施におけるまで相互の理解を図

り、お互いの懸念を払拭する努力が必要である。今後、共同事業体の入札参加が明示さ

れる統計調査がどのくらい出てくるのかについて、注視していきたい。	 

当委員会の民間事業者も共同事業体を促進するとは言いつつも、具体的なジョイント

には一歩踏み出せないでいることも実情である。官側のガイドラインに加え、民間事業

者が検討すべき項目を列記し今後の参考としたい。肝要なことは民間事業者として、一

体化した対応が必須だということである。	 
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・	 団体そのもの(例えばＪＭＲＡの共同事業体としての要件)	 

・	 代表企業・団体の決定、事務所、決算時期	 

・	 参加企業・団体の事業範囲と金額	 

・	 参加企業・団体間の見積もり金額の妥当性	 

・	 代表企業・団体と参加企業・団体との請求・支払等	 

・	 参加企業・団体と相互のセキュリティ	 

・	 参加企業・団体間の情報の共有	 等	 

「委託業務の分離調達の活用」が、今回の改正後のガイドラインに盛り込まれた。委

託業務の品質とコストのバランスを考慮すると包括契約が勝ると考えられるが、特定事

業者が持つ技術や情報が含まれる場合は、この限りではない。分離調達によって、入札

参加が困難であった民間事業者にも参入機会が与えられ、統計調査における民間活用で

課題となっていた一者応札の改善につながっていくものと考えられる。ガイドラインに

は、「相互に関連性のある業務において、契約関係に基づかない民間事業者間の連携確

保の必要性に留意する」ことが示されており、業務を実施する上で委託者の負担が多少

なりとも増えることをうかがわせる。分離調達された業務の実施に当たっては、受託者

側もその点に十分留意したい。	 

	 

新ガイドラインにおいては、「予定価格と全省庁統一資格(Ａ～Ｄ)の関係によらない

柔軟な入札参加資格の設定が認められている場合には、各府省は、入札の競争性の確保

等の観点から、その活用の可能性を検討する」ことが記載された。	 

当委員会では、委託業務の分離調達の活用と併せて、これまで入札参加が困難だった

民間事業者にも参入機会が増える期待や、統計調査における民間活用で課題となってい

た一者応札の改善にもつながる点を評価している。一方で、選定条件の緩和が統計精度

の低下を招くものであってはならない。	 

新ガイドラインでは、能力確認に用いる資格・認証に関する記載において「プライバ

シーマーク」等の個人情報保護に関する資格・認定、品質マネジメント面では「ＩＳＯ

9001」、「ＩＳＯ20252」、情報セキュリティマネジメント面では「ＩＳＭＳ」の評価に言

及している。	 

当委員会では、新ガイドラインに基づく業務委託の動向を引き続き注視し、参入機会

の拡大と業務品質の担保が両立する適切な仕様及び選定について評価し、府省との意見

交換などを通じて民間事業者活用の改善につなげていきたい。	 

総合評価落札方式については、低価格落札、低品質化リスクの抑止につながっている

が、総合評価落札方式の特徴とその運用、過去の受託実績評価の在り方、評価配点にお

いて考慮すべき事項などについてより踏み込んだ検討や手引き化につながる方向を望

んでいきたい。

また新ガイドラインにおいて、ワーク・ライフ・バランス等推進項目への留意に関す

る記載が加えられた。委託先選定において、民間事業者を多角的に評価する方法の導入

を意見してきた当委員会として評価する部分である。	 

新ガイドラインでは、委託実施状況等に関する情報開示について、旧ガイドラインに

比べ、その実施状況(実施に要した人員、使用施設・設備、調査の実施方法等)をより詳

細に応募要領や入札説明書等に反映することが求められている。	 

このことは、上記(2)と同様に、参入機会の拡大、積算根拠の明確化による適正な応

札や業務遂行上のリスク回避、一者応札の改善などにつながる点が評価できる。	 

しかしながら、こうした実施状況に関する適切な情報を文書上に明示することがどれ

だけ幅広く浸透していくかどうかについては、新ガイドラインに基づく業務委託の動向

を引き続き注視していかなければならない。また、既往の受託事業者独自の創意努力を

ノウハウとみなす部分と実施状況として開示すべき情報とみなす部分には線引きが難

しい部分については過去にも意見、指摘がある中、今後も適切な情報開示の手引きとな

りうる事例の積み重ねが必要であると考える。	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「3	 業務の実施において確保されるべき統

計の品質に関する事項」に新たに加わった内部監査・内部評価の実施については、続く

「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」に調査方法別に新たに細分化して示さ

れた実施過程の記録が対象になると推測される。具体的には、例えば「調査対象者との

接触時の対応マニュアル、現実の対応状況の記録」などが考えられる。受託者としては、

監査項目が仕様書上である程度明確にされていることが望ましい。また、内部監査・内

部評価は品質確保・向上のための活動であるが、実施には当然ながら事業者自身の人件

費が生じるため、監査項目の設定に当たっては、品質とコストのバランスを考慮するこ

とが必要である。	 

	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の

確保」では、業務の実施状況の確認及び実施過程の管理が強化された。業務管理指標の

達成状況が思わしくない場合、まず業務の徹底・手順の見直しを「助言・指導」し、改

善しない場合には体制を強化する「改善措置」を求める、というものである。	 

改善措置に関しては、「内容については、受託事業者に相当程度の経費等負担が生じ

る可能性があるため、受託事業者と協議の上、決定する」とただし書きがある。調査票

の再印刷、督促頻度の強化、不在等の場合の再訪問頻度の強化など、当然コスト増加を

伴うものである。受託者としては、必ず達成するべき最低限の回収率などが仕様書で予

め示され、改善措置にまで至らないために何がどのくらい必要か把握し、イメージでき
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・	 団体そのもの(例えばＪＭＲＡの共同事業体としての要件)	 

・	 代表企業・団体の決定、事務所、決算時期	 

・	 参加企業・団体の事業範囲と金額	 

・	 参加企業・団体間の見積もり金額の妥当性	 

・	 代表企業・団体と参加企業・団体との請求・支払等	 

・	 参加企業・団体と相互のセキュリティ	 

・	 参加企業・団体間の情報の共有	 等	 

「委託業務の分離調達の活用」が、今回の改正後のガイドラインに盛り込まれた。委

託業務の品質とコストのバランスを考慮すると包括契約が勝ると考えられるが、特定事

業者が持つ技術や情報が含まれる場合は、この限りではない。分離調達によって、入札

参加が困難であった民間事業者にも参入機会が与えられ、統計調査における民間活用で

課題となっていた一者応札の改善につながっていくものと考えられる。ガイドラインに

は、「相互に関連性のある業務において、契約関係に基づかない民間事業者間の連携確

保の必要性に留意する」ことが示されており、業務を実施する上で委託者の負担が多少

なりとも増えることをうかがわせる。分離調達された業務の実施に当たっては、受託者

側もその点に十分留意したい。	 

	 

新ガイドラインにおいては、「予定価格と全省庁統一資格(Ａ～Ｄ)の関係によらない

柔軟な入札参加資格の設定が認められている場合には、各府省は、入札の競争性の確保

等の観点から、その活用の可能性を検討する」ことが記載された。	 

当委員会では、委託業務の分離調達の活用と併せて、これまで入札参加が困難だった

民間事業者にも参入機会が増える期待や、統計調査における民間活用で課題となってい

た一者応札の改善にもつながる点を評価している。一方で、選定条件の緩和が統計精度

の低下を招くものであってはならない。	 

新ガイドラインでは、能力確認に用いる資格・認証に関する記載において「プライバ

シーマーク」等の個人情報保護に関する資格・認定、品質マネジメント面では「ＩＳＯ

9001」、「ＩＳＯ20252」、情報セキュリティマネジメント面では「ＩＳＭＳ」の評価に言

及している。	 

当委員会では、新ガイドラインに基づく業務委託の動向を引き続き注視し、参入機会

の拡大と業務品質の担保が両立する適切な仕様及び選定について評価し、府省との意見

交換などを通じて民間事業者活用の改善につなげていきたい。	 

総合評価落札方式については、低価格落札、低品質化リスクの抑止につながっている

が、総合評価落札方式の特徴とその運用、過去の受託実績評価の在り方、評価配点にお

いて考慮すべき事項などについてより踏み込んだ検討や手引き化につながる方向を望

んでいきたい。

また新ガイドラインにおいて、ワーク・ライフ・バランス等推進項目への留意に関す

る記載が加えられた。委託先選定において、民間事業者を多角的に評価する方法の導入

を意見してきた当委員会として評価する部分である。	 

新ガイドラインでは、委託実施状況等に関する情報開示について、旧ガイドラインに

比べ、その実施状況(実施に要した人員、使用施設・設備、調査の実施方法等)をより詳

細に応募要領や入札説明書等に反映することが求められている。	 

このことは、上記(2)と同様に、参入機会の拡大、積算根拠の明確化による適正な応

札や業務遂行上のリスク回避、一者応札の改善などにつながる点が評価できる。	 

しかしながら、こうした実施状況に関する適切な情報を文書上に明示することがどれ

だけ幅広く浸透していくかどうかについては、新ガイドラインに基づく業務委託の動向

を引き続き注視していかなければならない。また、既往の受託事業者独自の創意努力を

ノウハウとみなす部分と実施状況として開示すべき情報とみなす部分には線引きが難

しい部分については過去にも意見、指摘がある中、今後も適切な情報開示の手引きとな

りうる事例の積み重ねが必要であると考える。	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「3	 業務の実施において確保されるべき統

計の品質に関する事項」に新たに加わった内部監査・内部評価の実施については、続く

「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確保」に調査方法別に新たに細分化して示さ

れた実施過程の記録が対象になると推測される。具体的には、例えば「調査対象者との

接触時の対応マニュアル、現実の対応状況の記録」などが考えられる。受託者としては、

監査項目が仕様書上である程度明確にされていることが望ましい。また、内部監査・内

部評価は品質確保・向上のための活動であるが、実施には当然ながら事業者自身の人件

費が生じるため、監査項目の設定に当たっては、品質とコストのバランスを考慮するこ

とが必要である。	 

	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の

確保」では、業務の実施状況の確認及び実施過程の管理が強化された。業務管理指標の

達成状況が思わしくない場合、まず業務の徹底・手順の見直しを「助言・指導」し、改

善しない場合には体制を強化する「改善措置」を求める、というものである。	 

改善措置に関しては、「内容については、受託事業者に相当程度の経費等負担が生じ

る可能性があるため、受託事業者と協議の上、決定する」とただし書きがある。調査票

の再印刷、督促頻度の強化、不在等の場合の再訪問頻度の強化など、当然コスト増加を

伴うものである。受託者としては、必ず達成するべき最低限の回収率などが仕様書で予

め示され、改善措置にまで至らないために何がどのくらい必要か把握し、イメージでき
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ることが必要である。その前提として、仕様書に過去の調査実施に関する情報が開示さ

れ、応札の段階で達成に関する見通し、必要な体制、リスクなどが予め想定できること

が必要である。	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確

保」では、「(3)	 委託する統計調査業務に応じて定めるべき事項」で仕様書等で定めるべ

き事項がより細かく具体的になった。仕様に関する情報量が多いことは、見積ミスの防止

につながる。業務の具体的な手順に加え、業務プロセスの記録方法が明らかになることで、

受託者による内部監査・内部評価実施の条件となり、品質の確保に資することとなる。	 

民間事業者が業務を十分に理解し正確なコスト積算が可能になる前提として、仕様書

で業務の具体的な内容や手順が明らかであることに加えて、仕様書で定めた事項につい

ての過去の実績情報が不可欠である。例えば、仕様書に「特別な配慮を要する調査対象

者への対応」を示す場合、過去の調査実施でどのくらいの件数があったのか、「調査票

の審査・確認方法」を示す場合、過去の疑義照会の内容と件数がどうであったか、等が

同時に示されなければならない。	 

	 

当委員会、当小委員会の応札業務に関するこれまでの意見等は、「統計調査における

民間事業者の活用に係るガイドライン」の範疇には収まらないものもある。公的統計調

査業務において定着してきた民間事業者の活用が今後さらに効果的に進むためにも、こ

れらについて本節に簡潔にまとめた。	 

ガイドライン「Ⅲ１	 委託先の適切な選定」にもある通り、コストと品質について、

総合評価落札方式による入札案件を推奨しており、最低価格落札方式による入札案件に

ついても、品質確保の警鐘を鳴らしている。	 

最低価格落札方式で品質が守られないことを想定して、対処方法を検討すべきではな

いか。例えばそのような場合次回に総合評価落札方式にする、ということも一案である。

コストと品質のバランスが取れていることが望ましいが、コストは仕様書による見積も

りからはじき出される。正確で詳細な仕様書は当委員会でも述べてきたことであるので

引き続き注視していきたい。	 

現行の入札方式では、予算・予定価格は非開示である。仕様書を分析し応札する準備

をしても金額感が全く異なっていては徒労に終わるので、改めて予算・予定価格の開示

を求めたい。特に総合評価落札方式においては長い時間をかけて企画書を作成すること

から、予算・予定価格の開示を特に求めたい。官にとって予算・予定価格の開示はどの

ような弊害があるか考察してみる。	 

①	 民間事業者が、金額があわないということで初めから応札を断念する。その結果応	 

札者が減る。	 

②	 応札しようとしている民間事業者が高値にシフトし、財政上のメリットが薄れる。	 

③	 入札方式の場合、談合が行われる可能性が生じ的確な競争入札の原理が損なわれる。	 

ということであろうが、①の場合で応札を断念するということは、民間事業者の的確

な判断を可能にするということでむしろ良いことではないか。応札者が減るということ

が危惧されるが、事業の採算性、的確な品質の事業を遂行することを考慮すれば金額的

魅力が乏しければやむを得ない。人材不足の昨今である。有為な人材を別な事業に振り

向けるというのは的確な経営判断であると思われる。②の場合であるが、予算・予定価

格が開示となっても競争性のある入札であれば金額判断については幅が生じることは

十分想定される。これは、民間事業者の経営環境上の相違、調査能力の相違により得手

不得手があり、そのため調査コストが変わってくることもあるので自ずと入札金額が変

わってくると思われる。またそうしたこととは別に、獲りたい事業者は努力して入札金

額を引き下げてくるだろう。ここでは予算・予定価格と括っているが、最低でも予算の

開示は求めたい。	 

また、継続調査で同じ内容の仕様書であれば民間事業者は前回の落札額を参考にする

が、それは予算・予定価格をある程度見通しているということである。そのような場合、

入札に参加する民間事業者は前年受注した事業者と新規参入の事業者とでは調査コス

トの面でも品質保持の面でも新規参入事業者が不利になることが想定される。そうなれ

ば競争性のある入札の意味も薄らいでくることから、その意味でも情報開示は必須であ

る。	 

なおどうしても予算開示ができずに予定価格オーバーで失格になるという局面で救

済措置がとれないか。例えば契約金額は予定価格までとし、総合評価の土俵に残すとい

う方法である。価格点をゼロにするか、マイナス点にするかという選択肢がある。	 

民間の上場企業では投資家保護のために、リスクの開示を行っている。同様に公的統

計調査の民間委託においては、リスクの開示は国民の利益にかなうことであるのでぜひ

行っていただきたい。単に民間事業者の経営努力に期待するということでは民間事業者

も躊躇する。官から民へという実施主体の変更によるリスク、調査員調査から郵送調査

への手法変更によるリスク、都道府県経由から官直轄(民間事業者)への系統変更による

リスク、調査項目変更によるリスク等々により回収率や記入率に変更が生じることを表

明していただきたい。民間事業者はそれによりコストや納期にどのように影響するかを

判断できるようになる。	 

現行の入札手順では、仕様書配布時に契約書案が添付されている。契約書案を遵守す

ることが必須となる。課題は仕様書が実態と乖離した場合の対応である。本来記載され

るべき項目の欠如、想定を超える回収率、回収率の未達による日程の延期と費用の増加

等々である。このような事象では、公示内容、仕様書準拠という観点から、民間事業者

が費用を自己充当することが間々ある。仕様書内容を超える場合は、粛々として契約変

更を行うというステップをルール化してもよいのではないか。原課には厳しいかもしれ

ないが、よりよき調査を実現すために柔軟な対応をお願いしたい。	 
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ることが必要である。その前提として、仕様書に過去の調査実施に関する情報が開示さ

れ、応札の段階で達成に関する見通し、必要な体制、リスクなどが予め想定できること

が必要である。	 

	 

「Ⅲ	 民間委託に当たり講ずべき措置」の「4	 統計調査業務の適正かつ確実な実施の確

保」では、「(3)	 委託する統計調査業務に応じて定めるべき事項」で仕様書等で定めるべ

き事項がより細かく具体的になった。仕様に関する情報量が多いことは、見積ミスの防止

につながる。業務の具体的な手順に加え、業務プロセスの記録方法が明らかになることで、

受託者による内部監査・内部評価実施の条件となり、品質の確保に資することとなる。	 

民間事業者が業務を十分に理解し正確なコスト積算が可能になる前提として、仕様書

で業務の具体的な内容や手順が明らかであることに加えて、仕様書で定めた事項につい

ての過去の実績情報が不可欠である。例えば、仕様書に「特別な配慮を要する調査対象

者への対応」を示す場合、過去の調査実施でどのくらいの件数があったのか、「調査票

の審査・確認方法」を示す場合、過去の疑義照会の内容と件数がどうであったか、等が

同時に示されなければならない。	 

	 

当委員会、当小委員会の応札業務に関するこれまでの意見等は、「統計調査における

民間事業者の活用に係るガイドライン」の範疇には収まらないものもある。公的統計調

査業務において定着してきた民間事業者の活用が今後さらに効果的に進むためにも、こ

れらについて本節に簡潔にまとめた。	 

ガイドライン「Ⅲ１	 委託先の適切な選定」にもある通り、コストと品質について、

総合評価落札方式による入札案件を推奨しており、最低価格落札方式による入札案件に

ついても、品質確保の警鐘を鳴らしている。	 

最低価格落札方式で品質が守られないことを想定して、対処方法を検討すべきではな

いか。例えばそのような場合次回に総合評価落札方式にする、ということも一案である。

コストと品質のバランスが取れていることが望ましいが、コストは仕様書による見積も

りからはじき出される。正確で詳細な仕様書は当委員会でも述べてきたことであるので

引き続き注視していきたい。	 

現行の入札方式では、予算・予定価格は非開示である。仕様書を分析し応札する準備

をしても金額感が全く異なっていては徒労に終わるので、改めて予算・予定価格の開示

を求めたい。特に総合評価落札方式においては長い時間をかけて企画書を作成すること

から、予算・予定価格の開示を特に求めたい。官にとって予算・予定価格の開示はどの

ような弊害があるか考察してみる。	 

①	 民間事業者が、金額があわないということで初めから応札を断念する。その結果応	 

札者が減る。	 

②	 応札しようとしている民間事業者が高値にシフトし、財政上のメリットが薄れる。	 

③	 入札方式の場合、談合が行われる可能性が生じ的確な競争入札の原理が損なわれる。	 

ということであろうが、①の場合で応札を断念するということは、民間事業者の的確

な判断を可能にするということでむしろ良いことではないか。応札者が減るということ

が危惧されるが、事業の採算性、的確な品質の事業を遂行することを考慮すれば金額的

魅力が乏しければやむを得ない。人材不足の昨今である。有為な人材を別な事業に振り

向けるというのは的確な経営判断であると思われる。②の場合であるが、予算・予定価

格が開示となっても競争性のある入札であれば金額判断については幅が生じることは

十分想定される。これは、民間事業者の経営環境上の相違、調査能力の相違により得手

不得手があり、そのため調査コストが変わってくることもあるので自ずと入札金額が変

わってくると思われる。またそうしたこととは別に、獲りたい事業者は努力して入札金

額を引き下げてくるだろう。ここでは予算・予定価格と括っているが、最低でも予算の

開示は求めたい。	 

また、継続調査で同じ内容の仕様書であれば民間事業者は前回の落札額を参考にする

が、それは予算・予定価格をある程度見通しているということである。そのような場合、

入札に参加する民間事業者は前年受注した事業者と新規参入の事業者とでは調査コス

トの面でも品質保持の面でも新規参入事業者が不利になることが想定される。そうなれ

ば競争性のある入札の意味も薄らいでくることから、その意味でも情報開示は必須であ

る。	 

なおどうしても予算開示ができずに予定価格オーバーで失格になるという局面で救

済措置がとれないか。例えば契約金額は予定価格までとし、総合評価の土俵に残すとい

う方法である。価格点をゼロにするか、マイナス点にするかという選択肢がある。	 

民間の上場企業では投資家保護のために、リスクの開示を行っている。同様に公的統

計調査の民間委託においては、リスクの開示は国民の利益にかなうことであるのでぜひ

行っていただきたい。単に民間事業者の経営努力に期待するということでは民間事業者

も躊躇する。官から民へという実施主体の変更によるリスク、調査員調査から郵送調査

への手法変更によるリスク、都道府県経由から官直轄(民間事業者)への系統変更による

リスク、調査項目変更によるリスク等々により回収率や記入率に変更が生じることを表

明していただきたい。民間事業者はそれによりコストや納期にどのように影響するかを

判断できるようになる。	 

現行の入札手順では、仕様書配布時に契約書案が添付されている。契約書案を遵守す

ることが必須となる。課題は仕様書が実態と乖離した場合の対応である。本来記載され

るべき項目の欠如、想定を超える回収率、回収率の未達による日程の延期と費用の増加

等々である。このような事象では、公示内容、仕様書準拠という観点から、民間事業者

が費用を自己充当することが間々ある。仕様書内容を超える場合は、粛々として契約変

更を行うというステップをルール化してもよいのではないか。原課には厳しいかもしれ

ないが、よりよき調査を実現すために柔軟な対応をお願いしたい。	 
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技術点(基礎点、加点)、入札額及び価格点を応札業者すべてについて公表する。さら

に技術点については、会社単位で項目別、評価者別(匿名)評価点を通知していただきた

い。	 

	 

新ガイドラインとは「改正	 2017 年(平成 29 年)3 月 3 日	 統計調査における民間事業

者の活用に係るガイドライン」1を示すが、それと旧ガイドライン(改正	 2012 年(平成 24

年)4 月 6 日)とを比較しての検討は前項までの通りである。それを見る限り、今回の改

正はこれまでにない大きな改正といえる。この項ではガイドライン改正の契機となった

基本計画、新ガイドラインにおけるプロセス保証、新ガイドラインにいたるまでの官側

と当委員会(公的統計基盤整備委員会)との係わりを振り返ってみたい。	 

	 

統計法 に基づき「公的統計の整備に関する基本的な計画」が最初に策定されたのは

2009 年(平成 21 年)である。この第Ⅰ期基本計画の計画期間は平成 21 年度から 25 年度

であった。その後、毎年度の法施行状況報告による評価を経て、第Ⅰ期基本計画を変更

した計画として第Ⅱ期基本計画(計画期間：平成 26 年度から 30 年度まで)が 2014 年(平

成 26 年)3 月に閣議決定された。この第Ⅱ期基本計画における新ガイドラインに関する

部分は表 3-2-6-1 の通りである。	 

3-2-6-1 ( p44 )	 

	 

基本計画の施行状況は統計法に基づき総務省より、統計委員会に「統計法施行状況報

告」として報告されている。その後、文書として発行もされている。当委員会のメンバ

ーも報告がなされる統計委員会には毎年欠かさず傍聴に参加し続けてきた。表 3-2-6-2

はその最新年度、2017 年(平成 29 年)6 月に発行された「平成 28 年度統計法施行状況報

告」3における新ガイドラインの部分である。	 

表 3-2-6-2 平成 28 年度統計法施行状況報告の該当部分(別編 p95 )	 

• 

	 

このように新ガイドラインは基本計画からは 3 年、旧ガイドラインからは 5 年を経て

の改正となっている。これまでの改正間隔が 1・2 年であったことをみると、今回の改

正はかなり時間をかけたものとなっている。改正までの経緯は表 3-2-6-2 の進捗状況の

通りであるが、ここには重要なキーワードがいくつかある。「統計の品質保証及び民間

事業者の活用に関するワーキンググループ」、「『プロセス保証』(統計調査の実施過

程に関する質の評価)」、「公的統計の品質保証に関するガイドライン」、「民間の調

査事業者・団体からの改定案に対する意見」といった文言である。以下、これらについ

て触れながら新ガイドラインとの関係に述べていくこととする。	 

「『プロセス保証』(統計調査の実施過程に関する質の評価)」は前述の「平成 28 年

度統計法施行状況報告」の本文(p9)及び別編(p94〜99)に頻繁に出てくる文言である。

これを導入検討した「公的統計の品質保証に関するガイドライン」(以下、品質ガイド

ラインと略す。)は前述の施行状況報告書の別編 p99 において、「一般社団法人日本品

質管理学会における『公的統計調査のプロセス－指針と要求事項』の検討状況を踏まえ、

プロセス保証(統計調査の実施過程に係る質の評価)を導入することで『公的統計の品質

保証に関するガイドライン』の見直しを実施した(同ガイドラインを平成 28 年 2 月 23

日改定)1」とされているものである。これについては資料 2 を参照されたい。	 

実は新ガイドラインには「プロセス保証」の文言は見当たらない。ただし、p7 の「委

託先の内部監査等の実施」に「『公的統計の品質保証に関するガイドライン』に基づき

定めた統計調査の実施過程の質の評価事項」という文言がある。したがって、「プロセ

ス保証」の考え方が導入された品質ガイドラインにおける公的統計の品質とは何か、品

質保証とは、品質の評価とは、そして「統計調査の実施過程の質の評価事項」とは何か

を確認することは新ガイドラインの背景を理解するうえで重要と思われる。	 

この品質ガイドラインは「1	 目的」に「公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を

目指す『品質保証』の活動を推進するための標準的な指針として策定するものである」

とある。また、「2	 背景」に、「『公的統計のプロセス保証』とは、公的統計の作成を

目的とする統計調査の実施に当たり、調査計画の企画、実査、審査、集計及び結果の公

表等の統計調査の実施過程(プロセス)ごとにその質を確保するために必要となる一定	 
平成
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技術点(基礎点、加点)、入札額及び価格点を応札業者すべてについて公表する。さら
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年)4 月 6 日)とを比較しての検討は前項までの通りである。それを見る限り、今回の改
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基本計画、新ガイドラインにおけるプロセス保証、新ガイドラインにいたるまでの官側
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基本計画の施行状況は統計法に基づき総務省より、統計委員会に「統計法施行状況報

告」として報告されている。その後、文書として発行もされている。当委員会のメンバ

ーも報告がなされる統計委員会には毎年欠かさず傍聴に参加し続けてきた。表 3-2-6-2

はその最新年度、2017 年(平成 29 年)6 月に発行された「平成 28 年度統計法施行状況報

告」3における新ガイドラインの部分である。	 

表 3-2-6-2 平成 28 年度統計法施行状況報告の該当部分(別編 p95 )	 
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このように新ガイドラインは基本計画からは 3 年、旧ガイドラインからは 5 年を経て

の改正となっている。これまでの改正間隔が 1・2 年であったことをみると、今回の改

正はかなり時間をかけたものとなっている。改正までの経緯は表 3-2-6-2 の進捗状況の

通りであるが、ここには重要なキーワードがいくつかある。「統計の品質保証及び民間

事業者の活用に関するワーキンググループ」、「『プロセス保証』(統計調査の実施過
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て触れながら新ガイドラインとの関係に述べていくこととする。	 
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保証に関するガイドライン』の見直しを実施した(同ガイドラインを平成 28 年 2 月 23

日改定)1」とされているものである。これについては資料 2 を参照されたい。	 

実は新ガイドラインには「プロセス保証」の文言は見当たらない。ただし、p7 の「委

託先の内部監査等の実施」に「『公的統計の品質保証に関するガイドライン』に基づき

定めた統計調査の実施過程の質の評価事項」という文言がある。したがって、「プロセ

ス保証」の考え方が導入された品質ガイドラインにおける公的統計の品質とは何か、品

質保証とは、品質の評価とは、そして「統計調査の実施過程の質の評価事項」とは何か

を確認することは新ガイドラインの背景を理解するうえで重要と思われる。	 

この品質ガイドラインは「1	 目的」に「公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を

目指す『品質保証』の活動を推進するための標準的な指針として策定するものである」

とある。また、「2	 背景」に、「『公的統計のプロセス保証』とは、公的統計の作成を

目的とする統計調査の実施に当たり、調査計画の企画、実査、審査、集計及び結果の公

表等の統計調査の実施過程(プロセス)ごとにその質を確保するために必要となる一定	 
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の基準・視点を定め、各実施過程の終了後または調査実施後にその基準・視点に基づき

自己評価を行い、その評価結果を踏まえ次回以降の統計調査の見直し・改善に資するこ

とを目的とするものである」となっている。	 

さらに、基本原則(1)としての「公的統計の品質」を「公的統計の品質とは、①社会

経済の実態を可能な限り正しく表す『正確性』にとどまらず、②利用者のニーズを可能

な限り満たす『ニーズ適合性』、③作成された統計が利用者のニーズ・作成目的に応じ

て適時に公表される『適時性』など、様々な要素から構成されるものである」と定義し、

「公的統計の品質要素及び定義」を別紙 1、別紙 2 として「公的統計の品質表示事項」

を「Ⅰ	 調査統計」と「Ⅱ	 調査によらない統計1」と分けて明示させ、「公的統計の品質

評価事項」を別紙 3 として明示している。また、基本原則(2)の「公的統計の品質保証」

には「各府省は、品質保証の取組を推進するため、品質ガイドライン p3 の「5	 実施方

法等」により、所管する公的統計に関する品質表示の充実を図ると共に、品質の自己評

価(統計調査の実施過程の質の自己評価を含む。)を実施(後略)」とあり、具体的な質の

評価項目を「別紙 4	 統計調査の実施過程の質の評価事項」として設定し、計画的に自己

評価を実施することとしている。	 

ここから読み取れるのは、「公的統計のプロセス保証」とは公的統計作成機関が公的

統計の「品質保証」を確実にするためであり、統計調査における調査実施過程の質のみ

ならず、統計解析を伴う加工統計をも含み、結果として、いわば“統計の有用性、総合

的価値”2のようなものまでを含めた品質の評価を含むことになる。そしてその評価に基

づく品質保証活動を計画的に行い、次回以降の改善・見直し(ＰＤＣＡサイクル)に資す

るということである。一方、単に「プロセス保証」といった場合は調査実施機関(民間

事業者のみならず自治体や府省の出先機関である地方支分部局なども含む)の調査実施

過程の質の評価のみに限定されているようにみてとれる。当然ながら、「公的統計のプ

ロセス保証」は調査実施過程の「プロセス保証」の上で成立するものである。その意味

で調査実施機関の「プロセス保証」が前提かつ重要なことは言うまでもない。そのため

に「別紙 4	 統計調査の実施過程の質の評価事項」は調査実行管理上の調査の妥当性(意

図どおりに実行されている)検証項目形式になっている。このいわば工程管理チェック

リストはトレーサビリティ(検証可能性)確保のために、どのような業務、業態でも作成

されているものである。調査においても調査機関は確認項目や確認方法を定めている。

ただし、確認項目数(細分化の程度)や確認レベル(担当者のみか管理者を含むか等)は調

査機関ごとに多少の差異はあると思われる。重要なのはその項目と内容である。これに

ついては次項で触れることにする。	 

ところで、この品質ガイドラインで気になったのは「品質の自己評価(統計調査の実施過

程の質の自己評価を含む)」という点である。プロセスの質の自己評価は評価が主観的にな

り、甘くなりやすいといった傾向がある。民間事業者でも業務プロセスの確認は部門内だ	 

けではなく、部門間での確認を行いミス防止を図っている。また、ＩＳＯ取得会社では第

三者機関から客観的評価をうける仕組みになっている。品質ガイドラインには自己評価の

妥当性担保に関する記述はない。この点は「同業者評価(他府省による相互評価)及び第三

者評価については、今後の検討を経た上で、導入の可否を決定する」としている。公サ法

適用の公的統計調査の場合は法で定められた官民競争入札等監理委員会が第三者機関の機

能を果たしているが、会計法に基づく一般統計には法で定めたその種の機関は見当たらな

い。プロセス保証の客観的評価のあり方はまさに“今後の検討を経た上での”課題として

も、できるだけ早い時期に方向性への言及が欲しいところである。	 

なお、品質ガイドラインの品質、品質保証は公的統計という“枕詞”がついた定義で

あることに留意したい。極端に言うと、調査実施過程の質に関する評価が妥当であれば、

回収率や集計表の見やすさ、報告書のスタイル・内容など結果品質は問わないともいえ

る。結果品質、特に回収率を担保するための“実施過程の質”をどう設定するかは発注

者、受託者双方で検討すべき課題と思われる。この点はマーケティング・リサーチでの

品質議論、品質保証議論でも常に課題となっている点である。結局は品質対コストの問

題となることが多い。これは公的統計にも当てはまることと思われる。この点を品質ガ

イドラインで示すべきことかには判断の余地はあるものの、品質保証活動のコスト負担

への言及は欲しいところである。	 

「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に定められた「別紙 4	 統計調査の実施

過程の質の評価事項」は「Ⅰ	 調査業務を適正かつ確実に遂行するための基本原則」(5

項目 11 評価事項)、「Ⅱ	 調査の企画管理」(6 項目 8 評価事項)、「Ⅲ	 データ収集」(14

項目 19 評価事項)、「Ⅳ	 データの管理と処置」(6 項目 11 評価事項)、「Ⅴ	 調査報告書」

(1 項目 1 評価事項)からなっている。評価事項合計は 50 項目である。この構成・項目は

前述したように一般社団法人日本品質管理学会における「公的統計調査のプロセス－指

針と要求事項」の検討を踏まえたものであれば、その検討方法が気になるところである。

実はその検討の母体は一般社団法人日本品質管理学会の「統計・データの質マネジメン

ト研究会1」におけるＩＳＯ20252 の公的統計への適用に関するワーキンググループと思

われる。そもそもこの研究会は 2010 年(平成 22 年)2 月に当時の内閣府統計委員会委員

長名による一般社団法人日本品質管理学会会長あてへの「統計に係わる研究開発につい

て(協力要請)」の文書に基づいている。趣旨には「統計の品質評価を通じ信頼性の高い

統計を整備するため」とあり、これを受け、2010 年 3 月に日本品質管理学会理事会で「統

計・	 データの質マネジメント研究会」の 3 年間設置が決定されている。この要請の背

景には第Ⅰ期基本計画(2009 年(平成 21 年)3 月 13 日閣議決定)における「統計の品質評

価の適切な実施を実現する」への対応があったと思われる。	 
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の基準・視点を定め、各実施過程の終了後または調査実施後にその基準・視点に基づき

自己評価を行い、その評価結果を踏まえ次回以降の統計調査の見直し・改善に資するこ

とを目的とするものである」となっている。	 

さらに、基本原則(1)としての「公的統計の品質」を「公的統計の品質とは、①社会

経済の実態を可能な限り正しく表す『正確性』にとどまらず、②利用者のニーズを可能

な限り満たす『ニーズ適合性』、③作成された統計が利用者のニーズ・作成目的に応じ

て適時に公表される『適時性』など、様々な要素から構成されるものである」と定義し、

「公的統計の品質要素及び定義」を別紙 1、別紙 2 として「公的統計の品質表示事項」

を「Ⅰ	 調査統計」と「Ⅱ	 調査によらない統計1」と分けて明示させ、「公的統計の品質

評価事項」を別紙 3 として明示している。また、基本原則(2)の「公的統計の品質保証」

には「各府省は、品質保証の取組を推進するため、品質ガイドライン p3 の「5	 実施方

法等」により、所管する公的統計に関する品質表示の充実を図ると共に、品質の自己評

価(統計調査の実施過程の質の自己評価を含む。)を実施(後略)」とあり、具体的な質の

評価項目を「別紙 4	 統計調査の実施過程の質の評価事項」として設定し、計画的に自己

評価を実施することとしている。	 

ここから読み取れるのは、「公的統計のプロセス保証」とは公的統計作成機関が公的

統計の「品質保証」を確実にするためであり、統計調査における調査実施過程の質のみ

ならず、統計解析を伴う加工統計をも含み、結果として、いわば“統計の有用性、総合

的価値”2のようなものまでを含めた品質の評価を含むことになる。そしてその評価に基

づく品質保証活動を計画的に行い、次回以降の改善・見直し(ＰＤＣＡサイクル)に資す

るということである。一方、単に「プロセス保証」といった場合は調査実施機関(民間

事業者のみならず自治体や府省の出先機関である地方支分部局なども含む)の調査実施

過程の質の評価のみに限定されているようにみてとれる。当然ながら、「公的統計のプ

ロセス保証」は調査実施過程の「プロセス保証」の上で成立するものである。その意味

で調査実施機関の「プロセス保証」が前提かつ重要なことは言うまでもない。そのため

に「別紙 4	 統計調査の実施過程の質の評価事項」は調査実行管理上の調査の妥当性(意

図どおりに実行されている)検証項目形式になっている。このいわば工程管理チェック

リストはトレーサビリティ(検証可能性)確保のために、どのような業務、業態でも作成

されているものである。調査においても調査機関は確認項目や確認方法を定めている。

ただし、確認項目数(細分化の程度)や確認レベル(担当者のみか管理者を含むか等)は調

査機関ごとに多少の差異はあると思われる。重要なのはその項目と内容である。これに

ついては次項で触れることにする。	 

ところで、この品質ガイドラインで気になったのは「品質の自己評価(統計調査の実施過

程の質の自己評価を含む)」という点である。プロセスの質の自己評価は評価が主観的にな

り、甘くなりやすいといった傾向がある。民間事業者でも業務プロセスの確認は部門内だ	 

けではなく、部門間での確認を行いミス防止を図っている。また、ＩＳＯ取得会社では第

三者機関から客観的評価をうける仕組みになっている。品質ガイドラインには自己評価の

妥当性担保に関する記述はない。この点は「同業者評価(他府省による相互評価)及び第三

者評価については、今後の検討を経た上で、導入の可否を決定する」としている。公サ法

適用の公的統計調査の場合は法で定められた官民競争入札等監理委員会が第三者機関の機

能を果たしているが、会計法に基づく一般統計には法で定めたその種の機関は見当たらな

い。プロセス保証の客観的評価のあり方はまさに“今後の検討を経た上での”課題として

も、できるだけ早い時期に方向性への言及が欲しいところである。	 

なお、品質ガイドラインの品質、品質保証は公的統計という“枕詞”がついた定義で

あることに留意したい。極端に言うと、調査実施過程の質に関する評価が妥当であれば、

回収率や集計表の見やすさ、報告書のスタイル・内容など結果品質は問わないともいえ

る。結果品質、特に回収率を担保するための“実施過程の質”をどう設定するかは発注

者、受託者双方で検討すべき課題と思われる。この点はマーケティング・リサーチでの

品質議論、品質保証議論でも常に課題となっている点である。結局は品質対コストの問

題となることが多い。これは公的統計にも当てはまることと思われる。この点を品質ガ

イドラインで示すべきことかには判断の余地はあるものの、品質保証活動のコスト負担

への言及は欲しいところである。	 

「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に定められた「別紙 4	 統計調査の実施

過程の質の評価事項」は「Ⅰ	 調査業務を適正かつ確実に遂行するための基本原則」(5

項目 11 評価事項)、「Ⅱ	 調査の企画管理」(6 項目 8 評価事項)、「Ⅲ	 データ収集」(14

項目 19 評価事項)、「Ⅳ	 データの管理と処置」(6 項目 11 評価事項)、「Ⅴ	 調査報告書」

(1 項目 1 評価事項)からなっている。評価事項合計は 50 項目である。この構成・項目は

前述したように一般社団法人日本品質管理学会における「公的統計調査のプロセス－指

針と要求事項」の検討を踏まえたものであれば、その検討方法が気になるところである。

実はその検討の母体は一般社団法人日本品質管理学会の「統計・データの質マネジメン

ト研究会1」におけるＩＳＯ20252 の公的統計への適用に関するワーキンググループと思

われる。そもそもこの研究会は 2010 年(平成 22 年)2 月に当時の内閣府統計委員会委員

長名による一般社団法人日本品質管理学会会長あてへの「統計に係わる研究開発につい

て(協力要請)」の文書に基づいている。趣旨には「統計の品質評価を通じ信頼性の高い

統計を整備するため」とあり、これを受け、2010 年 3 月に日本品質管理学会理事会で「統

計・	 データの質マネジメント研究会」の 3 年間設置が決定されている。この要請の背

景には第Ⅰ期基本計画(2009 年(平成 21 年)3 月 13 日閣議決定)における「統計の品質評

価の適切な実施を実現する」への対応があったと思われる。	 



− 70 −

研究会メンバーは“産官学”から構成されており、“産”からはＪＭＲＡも“データ

マネジメントに長年取り組んできた関連団体”としての参加依頼 があった。他にも製薬

業界、ＩＳＯの認証機関なども参加されていた。“官”からは (

) 研究会では各分野における

データマネジメントの現状報告、ＧＵＭ2と統計についての報告、国家品質保証フレーム

(ＮＱＦ)3の紹介、加工統計の問題点及びＩＳＯ20252 の理解と公的統計への適用可能性

と問題点などが研究4された。	 

前述の「公的統計調査のプロセス－指針と要求事項」は「『公的統計調査のプロセス

－指針と要求事項』JSQC-Std	 89-001:2016	 2016.5.17	 制定一般社団法人日本品質管理

学会発行」として、2016 年(平成 28 年)5 月に発行されたものである。その序文には「2012

年に第 2 版が発行されたＩＳＯ20252『市場・世論・社会調査－用語及びサービス要求

事項』は、公的統計に限らず、広く市場・世論・社会調査を対象にしたものであり、調

査を構成する諸プロセス要素が適切な基準に従い、検証可能かつ一貫した方法で実施さ

れることを確実にするための要求事項を定めた国際規格である。本規格は、このＩＳＯ

20252 を基に、公的統計調査のプロセスに対する要求事項及び指針を定めたものである」

とある。要はＩＳＯ20252 の“公的統計適用版”ともいえるものである。したがって、

これに基づく「公的統計の品質保証に関するガイドライン」の「別表 4	 統計調査の実施

過程の質の評価事項」もＩＳＯ20252 の要求事項に基づいている。なお、「ＩＳＯ20252	 

2012」が定めた要求事項は細かい単位まで含めると 250 を超える。品質ガイドラインで

定めた数の 5 倍である。その意味で品質ガイドラインが定めたものは必要最低限なもの

とも考えることができる。	 

ところで、「公的統計調査のプロセス－指針と要求事項」には「プロセスマネジメン

ト」の要求事項がない。この点がＩＳＯ20252 とは異なる。「プロセスマネジメント」

とは内部監査を含むＰＤＣＡサイクルマネジメントに関するものであるが、あえて外さ

れている。したがって、「統計調査の実施過程の質の評価事項」にもない。これは前述

した“第三者評価については、今後の検討を経た上で、導入の可否を決定”という方針

のためと思われる。	 

このように「プロセス保証」(統計調査の実施過程の質の評価事項)の具体的評価事項

はＩＳＯ20252 の要求事項が基本となっている。そのＩＳＯ20252 はＪＭＲＡ主導のＩ

ＳＯ20252 認証協議会 で 2010 年に制定された認証規格である。2018 年 2 月現在で日本

では 8 社(いずれもＪＭＲＡ会員社)が認証取得をしている。世界では 13 か国、277 社が

認証取得をしているＩＳＯ規格である。	 

ＩＳＯ20252 はＩＳＯ9001 のようなマネジメント規格ではなく、調査サービスのタイプ

(調査員調査、郵送調査、インターネット調査、FGI などの定性調査)別にプロセス保証の具

体的要求事項を定めた製品認証規格である。したがってＩＳＯ20252 基準で実施された調査

であれば、異なる調査機関が実施しても結果に大きなブレが生じないことを意味している。	 

以上を踏まえていえば、新ガイドラインは「プロセス保証」(統計調査の実施過程の

質の評価事項)に関してＩＳＯ20252 を理解するようにとも見受けられる。ＪＭＲＡ会員

社のＩＳＯ20252 認証取得社はまだ 8 社と少ないものの、ＩＳＯ20252 への理解は着実

に浸透してきている。なお、ＪＭＲＡでは 2002 年にＩＳＯ20252 に先立ち、ＪＭＲＡＱ

Ｓ(ＪＭＲＡ市場調査品質基準)1を定めている。ＪＭＲＡ会員社は、ＪＭＲＡＱＳを準拠

することになっており、調査の品質管理を常に重視していることを付け加えておく。	 

巻末資料 2 の参考資料(「ＪＭＲＡ公的統計基盤整備委員会と官側との意見交換の状

況」)にあるように官側への情報発信、意見交換は当委員会設立(2008 年)以来のもので

ある。2013 年(平成 25 年)までの意見交換は入札制度の課題や旧ガイドラインの内容に

関することが多かった。新ガイドラインとの係わりでいえば、第Ⅱ期基本計画が決定さ

れた 2014 年(平成 26 年)の意見交換からである。当委員会の委員には、ＩＳＯ20252 認

証協議会の委員を兼任している委員が在籍しており、意見交換会のみならず事前打ち合

わせにも参加している。ここでは 2014 年以降の意見交換について参考資料の補足をし

ておく。なお、参考資料に掲げた資料の現物はＪＭＲＡ事務局で保管している。	 

	 

総務省政策統括官(統計基準担当)主導の「統計の品質保証及び民間事業者の活用に関

するワーキンググループ」との意見交換を行った。ワーキンググループの構成は各府省

の統計担当官で 20 人前後であった。ＪＭＲＡ側は当委員会の幹事を中心とした数名が

参加した。意見交換の流れは進行役である総務省政策統括官(統計基準担当)から提供さ

れた資料(テーマ)にそって、ワーキンググループメンバーあるいは当委員会メンバーに

意見を聴取し、その都度質疑応答が行われる形式をとった。	 

総務省政策統括官(統計基準担当)には毎年度、表敬訪問の際に当委員会の年次レポー

トについて説明の機会をいただいており、その都度ＩＳＯ20252 におけるプロセス保証

とは具体的にどのようなことか等、ＩＳＯ20252 に関する質問を受けることがあった。

ワーキンググループ内でもＩＳＯ20252 に関する具体的な内容の理解が話題となり、官

民の意見交換会の場が設定されたと記憶している。ＪＭＲＡとしては、府省の統計所管

部署が統計の精度維持・確保の観点から、ＩＳＯ20252 が有効な資格であるとの理解を

得て、ＩＳＯ20252 が入札参加要件や加点評価等に反映されることを期待し、ＩＳＯ

20252 の具体的な説明をＩＳＯ20252 の普及促進活動を行っているＩＳＯ20252 認証協

議会のメンバーが行った。説明終了後に府省との意見交換が行われ、認証取得の難易度

(取得までの時間とコスト)や取得後の維持コストに関する質問があった。	 

http://www.jmra-net.or.jp/rule/guideline/jmrqs.html



− 71 −

研究会メンバーは“産官学”から構成されており、“産”からはＪＭＲＡも“データ

マネジメントに長年取り組んできた関連団体”としての参加依頼 があった。他にも製薬

業界、ＩＳＯの認証機関なども参加されていた。“官”からは (

) 研究会では各分野における

データマネジメントの現状報告、ＧＵＭ2と統計についての報告、国家品質保証フレーム

(ＮＱＦ)3の紹介、加工統計の問題点及びＩＳＯ20252 の理解と公的統計への適用可能性

と問題点などが研究4された。	 

前述の「公的統計調査のプロセス－指針と要求事項」は「『公的統計調査のプロセス

－指針と要求事項』JSQC-Std	 89-001:2016	 2016.5.17	 制定一般社団法人日本品質管理

学会発行」として、2016 年(平成 28 年)5 月に発行されたものである。その序文には「2012

年に第 2 版が発行されたＩＳＯ20252『市場・世論・社会調査－用語及びサービス要求

事項』は、公的統計に限らず、広く市場・世論・社会調査を対象にしたものであり、調

査を構成する諸プロセス要素が適切な基準に従い、検証可能かつ一貫した方法で実施さ

れることを確実にするための要求事項を定めた国際規格である。本規格は、このＩＳＯ

20252 を基に、公的統計調査のプロセスに対する要求事項及び指針を定めたものである」

とある。要はＩＳＯ20252 の“公的統計適用版”ともいえるものである。したがって、

これに基づく「公的統計の品質保証に関するガイドライン」の「別表 4	 統計調査の実施

過程の質の評価事項」もＩＳＯ20252 の要求事項に基づいている。なお、「ＩＳＯ20252	 

2012」が定めた要求事項は細かい単位まで含めると 250 を超える。品質ガイドラインで

定めた数の 5 倍である。その意味で品質ガイドラインが定めたものは必要最低限なもの

とも考えることができる。	 

ところで、「公的統計調査のプロセス－指針と要求事項」には「プロセスマネジメン

ト」の要求事項がない。この点がＩＳＯ20252 とは異なる。「プロセスマネジメント」

とは内部監査を含むＰＤＣＡサイクルマネジメントに関するものであるが、あえて外さ

れている。したがって、「統計調査の実施過程の質の評価事項」にもない。これは前述

した“第三者評価については、今後の検討を経た上で、導入の可否を決定”という方針

のためと思われる。	 

このように「プロセス保証」(統計調査の実施過程の質の評価事項)の具体的評価事項

はＩＳＯ20252 の要求事項が基本となっている。そのＩＳＯ20252 はＪＭＲＡ主導のＩ

ＳＯ20252 認証協議会 で 2010 年に制定された認証規格である。2018 年 2 月現在で日本

では 8 社(いずれもＪＭＲＡ会員社)が認証取得をしている。世界では 13 か国、277 社が

認証取得をしているＩＳＯ規格である。	 

ＩＳＯ20252 はＩＳＯ9001 のようなマネジメント規格ではなく、調査サービスのタイプ

(調査員調査、郵送調査、インターネット調査、FGI などの定性調査)別にプロセス保証の具

体的要求事項を定めた製品認証規格である。したがってＩＳＯ20252 基準で実施された調査

であれば、異なる調査機関が実施しても結果に大きなブレが生じないことを意味している。	 

以上を踏まえていえば、新ガイドラインは「プロセス保証」(統計調査の実施過程の

質の評価事項)に関してＩＳＯ20252 を理解するようにとも見受けられる。ＪＭＲＡ会員

社のＩＳＯ20252 認証取得社はまだ 8 社と少ないものの、ＩＳＯ20252 への理解は着実

に浸透してきている。なお、ＪＭＲＡでは 2002 年にＩＳＯ20252 に先立ち、ＪＭＲＡＱ

Ｓ(ＪＭＲＡ市場調査品質基準)1を定めている。ＪＭＲＡ会員社は、ＪＭＲＡＱＳを準拠
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巻末資料 2 の参考資料(「ＪＭＲＡ公的統計基盤整備委員会と官側との意見交換の状

況」)にあるように官側への情報発信、意見交換は当委員会設立(2008 年)以来のもので

ある。2013 年(平成 25 年)までの意見交換は入札制度の課題や旧ガイドラインの内容に

関することが多かった。新ガイドラインとの係わりでいえば、第Ⅱ期基本計画が決定さ

れた 2014 年(平成 26 年)の意見交換からである。当委員会の委員には、ＩＳＯ20252 認

証協議会の委員を兼任している委員が在籍しており、意見交換会のみならず事前打ち合
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総務省政策統括官(統計基準担当)主導の「統計の品質保証及び民間事業者の活用に関
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総務省政策統括官(統計基準担当)には毎年度、表敬訪問の際に当委員会の年次レポー
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とは具体的にどのようなことか等、ＩＳＯ20252 に関する質問を受けることがあった。

ワーキンググループ内でもＩＳＯ20252 に関する具体的な内容の理解が話題となり、官

民の意見交換会の場が設定されたと記憶している。ＪＭＲＡとしては、府省の統計所管

部署が統計の精度維持・確保の観点から、ＩＳＯ20252 が有効な資格であるとの理解を

得て、ＩＳＯ20252 が入札参加要件や加点評価等に反映されることを期待し、ＩＳＯ

20252 の具体的な説明をＩＳＯ20252 の普及促進活動を行っているＩＳＯ20252 認証協

議会のメンバーが行った。説明終了後に府省との意見交換が行われ、認証取得の難易度

(取得までの時間とコスト)や取得後の維持コストに関する質問があった。	 

http://www.jmra-net.or.jp/rule/guideline/jmrqs.html
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この回も総務省政策統括官(統計基準担当)主導のワーキンググループとの意見交換

であった。事前提示された「統計調査の実施過程の質の評価事項(案)」への意見を、Ｉ

ＳＯ20252 取得会員社と未取得会員社それぞれから聞きたいという要望があり、その要

望に応えた形で参加メンバーを構成した。意見交換にあたり、(案)に対する実行可能性

を含めての実行上の問題点、改善事項、漏れている事項などの文書回答が求められてお

り、参加各社が作成した文書に基づく説明とそれに対する意見交換という形式で実施さ

れた。ワーキンググループからは「事故・クレームへの対応状況」「大規模調査員調査

への対応状況」「ＷＥＢモニター調査への対応状況と問題点」などへの質問があった。

評価事項を実践していく場合の懸念の現れのようであった。なお、この意見交換には前

述した統計数理研究所の椿広計氏がオブザーバーとして出席し、ワーキンググループ側

に評価事項の背景を説明していた。ＪＭＲＡ会員社であれば、ＩＳＯ20252 取得の有無

に拘わらず、評価事項に基づく調査の実行管理に大きな問題はないことが伝わったので

はないか。	 

なお、「統計調査の実施過程の質の評価事項(案)」はこの意見交換の翌年(2016 年：

平成 28 年 2 月)に「公的統計の品質保証に関するガイドライン」の「別紙 4	 統計調査の

実施過程の質の評価事項」として発行されている。意見交換の結果がどのように反映さ

れたかについてのフィードバックなどがあると、意見交換の“見える化”となり意見交

換の意義がさらに高まったのではないだろうか。	 

新ガイドラインを年度末(平成 29 年 3 月)にひかえた時点でのワーキンググループと

の意見交換であった。総務省政策統括官(統計基準担当)からは比較的早い時期、7 月上

旬に意見交換の申し入れがあった。それには意見交換にあたり、事前に表 3-2-6-3 の事

項に関するＪＭＲＡ側の見解を示してほしいという要請があった。また、表 3-2-6-3 の

「(2)民間委託の裾野の拡大等のための基礎資料の収集」にあたり、公的統計受託経験

社、過去受託経験社、参入未経験社の参加を求められ、その要望に応える形で参加メン

バーを構成した。ＪＭＲＡ側としては、当委員会の幹事会で検討を重ねたうえで文書に

よる回答を提出した。この回はテーマが広範囲なこと、ＪＭＲＡ側の参加メンバーが多

いこと、文書回答をしていることなど、これまでにないものだったといえる。	 

表 3-2-6-3	 総務省政策統括官(統計基準担当)からの依頼事項(大項目)	 

	 

意見交換はＪＭＲＡより回答内容を説明したあと、その説明内容についての意見交換

という形で行なわれた。「(1)	 ガイドラインへのプロセス保証導入」については新ガイ

ドラインへの反映と思われるものが目立つ。その点をいくつか紹介しておく。	 

(1)-ア	 資格・認証等の入札要件の設定について	 

• これまで具体的記述のない資格要件にＩＳＯ9001やＩＳＯ20252などが具体的に言

及された。	 

• 意見交換ででた女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代育成支援対策

推進法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)などが、「ワーク・ラ

イフ・バランス等推進項目にも留意する」という表現で取り入れられた。	 

(1)-イ	 統計調査業務の実施過程ごとの必要事項の明示について	 

• 官側より 22 項目の必要事項の説明があった。それが直接、新ガイドラインに記載

されたわけではないが、こちらの指摘より、調査手法ごとの委託調査業務内容が全

般的に詳細になった。	 

(1)-ウ	 事業者の内部監査等の実施について	 

• 新ガイドラインでは品質ガイドラインの「統計調査の実施過程の質の評価事項」に

基づく内部監査(事業者内の第三者部門)または内部評価(調査業務実施者の実施者

による自己点検・評価)を求められた結果となっている。	 

ＪＭＲＡからはＩＳＯ取得会社における内部監査の実態を報告したが、ＪＭＲＡに

限らず公的統計受託会社でのＩＳＯ取得会社がまだ多くはない現状での“内部監査”

という言葉の持つ意味は大きい。品質ガイドラインにおいて第三者評価は検討段階

であり、自己評価方法も具体的でない点を調査実施機関に求めるのは難しいところ

もある。特にＩＳＯ未取得会社では対応に戸惑うところもあろう。少なくとも内部

監査の具体的方法、通常実施している業務確認方法とどのように異なるかなどその

具体的事例や監査コストへの考え方などについての言及があれば、さらに有益と思

われた。	 

	 

「(2)	 民間委託の裾野の拡大等のための基礎資料の収集」は新ガイドラインに直接の

関係はないものの、過去の意見交換ででてきたテーマの現時点での確認という意味合い

であり、民間活用の今後の方向性に関する意見交換となった。官側から公的統計過去受

託経験社、参入未経験社への質問が多く見られた。	 

(2)-ア	 ｢調査インフラ等に関する実態調査｣結果の要旨説明、及び意見交換について	 

• ＪＭＲＡより過去 3年の調査結果から「1	 府省案件の非浸透理由、参入の阻害要因、

府省案件に対する意見等」及び「2	 府省からの委託業務参入に向けた対応策」を説

明した。参入阻害要因として「収益性」が改めて話題となった。	 

(2)-イ	 ジョイント・ベンチャー形態による入札参加の推進について	 

• 共同事業体のメリット、デメリットが議論された。	 

• なお、新ガイドラインに「共同事業体による入札参加の活用」が加わった。この点

は年次レポートでも触れ続けたことであるが、今回初めて「仕様書への明示」とい

う形で明文化された。	 
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う形で明文化された。	 
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(2)-ウ	 分離調達による入札参加の推進について	 

• 官側は分離調達により、民間活用が拡大するという発想であったが、一方で品質保

証への懸念をどうするかで議論になった。	 

(2)-エ	 官民人事交流制度の活用について	 

• 法制度面の整備・確認が必要との意見で終わっている。	 

2016 年 8 月 23 日の意見交換では、これまでにない活発な質疑があった。しかし、テ

ーマが多岐にわたり、時間の関係で「内部監査、内部評価」のように官民双方の理解の

差が埋まらぬまま進行したものもあった。意見交換後の確認やテーマの優先順位の事前

検討などは今後の課題であろう。それにより円滑で、より深い意見交換を期待したい。	 

	 

当小委員会では、これまでもガイドラインは公的統計調査を民間委託する際のインタ

ーフェースともいうべき“仕様書”のガイドラインと考えてきた。仕様書や入札説明書

の内容が民間事業者にとってわかりやすいものか、市場に参入しやすいものか、具体的

に言えば仕様書から調査の実施過程が具体的に見えるか、見積りが積算しやすいか、企

画書がスムーズに作成できるか、全体として参入メリットがあるかなどを現物の仕様書

などより検討してきた。これらについては当委員会が発行する年次レポート1の通りであ

る。年次レポートにある当小委員会からの提言、要望については様々な機会(情報発信、

意見交換など)より、ガイドラインに取り入れていただいたものもある。それに伴い仕

様書に変化のあったものもあるが、ＪＭＲＡ会員社の入札への参加状況は、この 10 年

あまり変わっていないと思われる。	 

基本計画にあった「民間事業者に委託する際の仕様書の改善を図ることで、より的確

な民間事業者の活用を図るため。…」を基本に作成された今回の新ガイドラインには、

まさに“仕様書の改善を図ること”につながるものであればという期待が大きい。ガイ

ドラインの「はじめに」に「統計調査における民事業者の活用を推進するための各府省

が講ずべき措置について標準的な指針を示したものであり、統計調査の特性等を踏まえ

た各府省独自の効果的な取り組みを妨げるものではない」(下線は当委員会)とある。ガ

イドラインは指針であるため、公サ法のように法的強制力はないにしても仕様書への的

確な取りこみを期待したいところである。その点は当小委員会も引き続きウォッチして

いきたい。また、必要であれば、積極的に意見具申をしていきたいと考えている。その

意味で「政府における統計調査への民間事業者の活用に関する今後の検討状況等を踏ま

え、必要に応じ、本ガイドラインを改定することとする」を改めて期待したい。	 

	 

当小委員会では、具体的な統計調査業務の入札説明書・仕様書を分析するに当たって、

旧ガイドラインの「Ⅲ	 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置『2	 統計調査の適

正かつ確実な実施の確保』」に掲げられている各事項から作成したチェックリストを評

価尺度の一つとして用いてきた。新ガイドラインの公表を受け、今後の入札説明書・仕

様書評価に備えて、このチェックリストを更新する必要が生じたため、当小委員会では

新たなチェックリストの作成に取り組んだ。ただし、現実の仕様書に対応してよく機能

するチェックリストとするために、新ガイドラインの公表から一定の時間を経た後にチ

ェックリストを完成させることにし、今年度は原型の作成までにとどめることにした。	 

新たな仕様書チェックリスト(案)(表 3-2-7-1)は、新ガイドラインの「Ⅲ	 民間委託に

当たり講ずべき措置『1	 委託先の適切な選定』、『2	 委託実施状況等に関する情報開示』、

『3	 業務の実施において確保されるべき統計の品質に関する事項』及び『4	 統計調査業

務の適正かつ確実な実施の確保』」に掲げられている事項から作成した。既存のチェッ

クリストから 25 項目、新たに 41 項目、合計 66 項目となっている。新規項目の多くは、

新ガイドラインがプロセス保証の考え方を取り入れたことによるものである。	 

このチェックリスト(案)には、「各府省が発注者として講ずるべきではあるが、入札

説明書・仕様書で示す性質ではないこと」等が含まれ、仕様書チェックリストとして実

用に耐えるものとするためには、さらに項目の精査と検討を要する。	 

	 

表 3-2-7-1	 新ガイドラインに対応した新たな仕様書チェックリスト(案)	 
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○(旧ガイドラインチェックリストの評価項目)	 25	 	 	 	 	 	 

●(新ガイドラインによる新規の評価項目)	 	 	 41	 	 	 	 	 	 

合計 66	 	 	 	 	 
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○(旧ガイドラインチェックリストの評価項目)	 25	 	 	 	 	 	 

●(新ガイドラインによる新規の評価項目)	 	 	 41	 	 	 	 	 	 

合計 66	 	 	 	 	 
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別表	 ＪＭＲＡ公的統計基盤整備委員会・ガイドライン推進小委員会	 2008～2016 年度の活動概要	 
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別表	 ＪＭＲＡ公的統計基盤整備委員会・ガイドライン推進小委員会	 2008～2016 年度の活動概要	 
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「統計検定」は 2011 年以降、一般財団法人統計質保証推進協会と一般社団法人日本

統計学会が連携し、統計検定センターによって実施されている。当小委員会では、ＪＭ

ＲＡ会員社における資格の普及を推進するため、「統計検定」の理解促進と課題の収集、

及び多方面への周知広報を行い、ＪＭＲＡ会員社にとって役に立つ資格制度への改善提

言を行うことを活動の目的としてきた。ここでの統計検定資格とは、主に「統計調査士」

「専門統計調査士」を指す。なお、統計検定資格の試験は例年 11 月末に行われており、

2017 年は 11 月 26 日(日)に実施された。なお、発足以来当小委員会が講座開催を通じて

一定の役割を果たしてきた統計教育については、来年度よりＪＭＲＡ全体としてのリサ

ーチャー教育体系の一環としてＨＲマネジメント委員会(教育分科会)に移管されるこ

とが決まっており、本年度はその準備期間として活動を行った。	 

	 

当委員会では主に以下の課題を検討した。	 

・統計検定資格の受験者数、合格者数等について	 

・統計検定資格の内容及び試験制度全般について	 

・	 統計検定「統計調査士」「専門統計調査士」試験に対応する受験対策講座の企画	 

	 及び開催について	 

・統計検定資格に関連する諸機関との連携について	 

	 

本年度は、各課題に対して下記のような方法で検討を加えた。(1)統計検定資格の受

験者数合格者数等については、公表されている統計検定全体の受験者数等の分析、ＪＭ

ＲＡを通した受験申込者数等の分析を行った。(2)統計検定資格の内容及び試験制度全

般については、委員の派遣等を通じて検討を加えている。(3)統計検定資格の受験対策

講座の企画及び開催については、講座日程や講師の調整、教材の検討等を行い、実際の

講座開催を行った。(4)統計検定資格に関連する諸機関との連携については、資格制度

の方向性や現状について、合格するための方策等の情報交換を行うと共に今後の活動に

ついての検討を加えている。	 

	 

◎(株)東京サーベイ・リサーチ	 	 	 	 	 	 	 芦川	 勝彦	 

○(一社)中央調査社	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山中	 博司	 

(株)ビデオリサーチ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 朝倉	 真粧美	 

(株)マーケッティング・サービス	 	 	 	 	 大竹	 延幸	 

ＪＭＲＡ個人会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小須田	 巌	 

(株)マーケッティング・サービス	 	 	 	 	 櫻井	 由紀	 

◎：リーダー	 ○：サブリーダー	 
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講座開催を行った。(4)統計検定資格に関連する諸機関との連携については、資格制度

の方向性や現状について、合格するための方策等の情報交換を行うと共に今後の活動に
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(株)ビデオリサーチ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 朝倉	 真粧美	 
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当小委員会では、2011 年の創設当初から統計検定センターの活動に協力して資格制度

の設計・検討に参画する形で活動を行ってきており、本年度も同様の活動を行っている。

例年 11 月末に設定される試験日に合わせて活動しており、「専門統計調査士」の資格制

度全般に関する検討等を行った。	 

	 

 

2011 年度から 2017 年度までの受験者数・合格者数は以下の通りである。	 

	 

表 3-3-1	 統計検定の受験者数・合格者数	 

	 

	 

統計調査士の受験者数は、2016 年度に 50 人ほど受験者数を伸ばしたが、2017 年度は

若干減少した。専門統計調査士の受験者数は、2016 年度に減少傾向を脱して初年度と同

程度までに回復したあと、2017 年度にはさらに増加した。	 

統計調査士の合格率は、2 年続けて 3 割台であったが、2016 年度には 5 割台に回復し、

2017 年度も同様の合格率を保っている。一方、専門統計調査士は年々合格率が低下し、

2016 年度に 3 割を切ったが、2017 年度は 15 ポイント近く上昇した。専門統計調査士に

関しては、受験者数、合格率とも伸びが見られ、低迷していた状況を脱した感がある。	 

	 

 

ＪＭＲＡ会員社における受験者は、下記のように大別される。ＪＭＲＡ事務局を通し

た一括申請(受験料割引制度)、会社単独申請、個人申請の 3 種類があり、このうち以下

統計調査士
受験者数(人) 合格者数(人) 合格率

2011年度 286 167 58.4%
2012年度 302 149 49.3%
2013年度 403 170 42.2%
2014年度 410 156 38.0%
2015年度 404 148 36.6%
2016年度 452 245 54.2%
2017年度 424 230 54.2%

専門統計調査士
受験者数(人) 合格者数(人) 合格率

2011年度 258 206 79.8%
2012年度 205 107 52.2%
2013年度 229 93 40.6%
2014年度 227 88 38.8%
2015年度 209 67 32.1%
2016年度 257 76 29.6%
2017年度 272 120 44.1%

のデータは、ＪＭＲＡ事務局を通した一括申請の数値である。	 

	 

表 3-3-2 ＪＭＲＡを通した受験者数  

 

 
表 3-3-3 総受験者数とＪＭＲＡ会員社受験者数  

 

 
 

統計調査士
社数(社) 受験者数(人)

2011年度 14 218
2012年度 14 196
2013年度 10 133
2014年度 8 55
2015年度 8 56
2016年度 5 54
2017年度 8 45

専門統計調査士
社数(社) 受験者数(人)

2011年度 14 249
2012年度 11 161
2013年度 9 111
2014年度 8 45
2015年度 6 40
2016年度 4 40
2017年度 6 44

統計調査士

総受験者数(人)
ＪＭＲＡ
受験者数(人)

ＪＭＲＡ
の比率

2011年度 286 218 76.2%
2012年度 302 196 64.9%
2013年度 403 133 33.0%
2014年度 410 55 13.4%
2015年度 404 56 13.9%
2016年度 452 54 11.9%
2017年度 424 45 10.6%

専門統計調査士

総受験者数(人)
ＪＭＲＡ
受験者数(人)

ＪＭＲＡ
の比率

2011年度 258 249 96.5%
2012年度 205 161 78.5%
2013年度 229 111 48.5%
2014年度 227 45 19.8%
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当小委員会では、2011 年の創設当初から統計検定センターの活動に協力して資格制度
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ＪＭＲＡ
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2012年度 205 161 78.5%
2013年度 229 111 48.5%
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2016年度 257 40 15.6%
2017年度 272 44 16.2%
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2017 年度から受験に関する手続きが変更になり、ＪＭＲＡからの受験者数を把握でき

ていないので、上記の 2 表は 2017 年度のみ申込者数を掲載している。申込者数≧受験

者数という関係からデータを見ると、統計調査士は過去最低の受験者数となったとみら

れる。一方、専門統計調査士は過去 4 年間、同程度の受験者数で推移している。しかし

ながら、受験者全体から見たＪＭＲＡ会員社の比率は、総受験者数が増えたことにより、

2014 年度・2015 年度に比べて 2016 年度・2017 年度は低くなっている。これは、受験者

層がＪＭＲＡ会員社だけでなく、それ以外の大学生や公務員、一般社会人にも拡大して

いるためであると考えられ、今後もその傾向が続くと思われる。	 

	 

 

統計検定資格の受験対策講座は昨年と同時期の 9～10 月に設定し開催を企画した(資

料 3 参照）。従来は 1 日での開講だった「統計学応用講座」を、参加しやすさと時間配

分を考慮し 0.5 日ずつの 3 講座に分けて計 1.5 日とし、ニーズやレベルに応じた受講を

可能とした。なお、集客活動として 6 社の訪問を計画していたが、受講申込数が順調に

伸びたこともあり、最終的には 3 社に対し経営層や人事•教育担当を訪問して講座紹介

及び資格支援制度・人材教育状況についてのヒアリングを行った。	 

また、参照基準に対応させた出題傾向の分析は引き続き行っており、公式問題集の出

版されている 2011 年～2015 年度に加え、2016 年度の試験問題についてもどの単元から

出題がされているかが把握できる資料を作成し、配布した。	 

	 

 

ＪＭＲＡ主催の受験対策講座は今年度で 4 回目となる。各方面の協力を得て開催の運びと

なり、一定の成果を得ることができた。各講座の具体的な内容と実績は下記の通りである。	 

 

・日時：2017 年 9 月 13 日(水)10～17 時(受講者数 22 名)	 

・講師：小須田巖氏(ＪＭＲＡ個人会員)	 

・講義内容：統計学の基礎を定量調査の手順に沿って学ぶ。具体的には、標本調査と

母集団推計、無作為抽出の方法、標本誤差・代表値、検定など。	 

・日時：2017 年 9 月 19 日(火)10～13 時(受講者数 16 名)	 

・講師：朝倉真粧美氏(株式会社ビデオリサーチ)	 

・講義内容：データ分析における統計手法の活用を学ぶ。具体的には、各種相関係数

の特徴や時系列データで使われる指数など。	 

・日時：2017 年 9 月 21 日(木)14～17 時(受講者数 11 名)	 

・講師：大竹延幸氏(株式会社マーケッティング・サービス)	 

・講義内容：データ分析における統計手法の活用を学ぶ。具体的には、重回帰分析、

数量化Ⅰ類、判別分析、数量化Ⅱ類。	 

・日時：2017 年 9 月 26 日(火)10～13 時(受講者数 11 名)	 

・講師：大竹延幸氏(株式会社マーケッティング・サービス)	 

・講義内容：データ分析における統計手法の活用を学ぶ。具体的には、主成分分析、

因子分析、数量化Ⅲ類(コレスポンデンス分析)、クラスター分析。	 

・日時：2017 年 10 月 3 日(火)10～17 時(受講者数 21 名)	 

・講師：芦川勝彦氏(株式会社東京サーベイ・リサーチ)	 

・講義内容：専門統計調査士の 2016 年の試験問題を中心に過去の試験問題を解説。具

体的には、標本設計・データ分析・精度評価・調査データ・分析結果の

まとめ等の手法など。	 

・日時：2017 年 10 月 10 日(火)10～13 時(受講者数 22 名)	 

・講師：鋤柄卓也氏(株式会社インテージリサーチ)	 

・講義内容：統計調査士の 2016 年の試験問題を中心に過去の試験問題を解説。具体的

には、公的統計の役割･統計法規･統計調査の基本的知識･統計調査員の役

割など。	 

・日時：2017 年 10 月 10 日(火)14～17 時(受講者数 12 名)	 

・講師：鋤柄卓也氏(株式会社インテージリサーチ)	 

・講義内容：専門統計調査士の 2016 年の試験問題を中心に過去の試験問題を解説。具

体的には、調査の企画・運営・実施・調査員指導など。	 

	 

延べ受講者数は 115 名と、昨年度の 58 名からほぼ倍増した。	 

テキストは、(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)は講師著作のＪＭＲＡ発行オリジナルテキスト、(ﾎ)(ﾄ)は

「日本統計学会／公式認定：統計調査士・専門統計調査士公式問題集(2013～2015 年)」

(実務教育出版)を中心に講師著作の補助教材を使用した。(ﾍ)では立教大学より「統計

検定	 統計調査士試験	 対策コンテンツ」の提供を受けて使用した。	 

また、各講座において受講者アンケートを実施した。結果の概要を以下に示す。	 

・所属(単一回答)	 

各講座でＪＭＲＡ会員社からの参加が 7 割強～9 割台半ばを占める。	 

・講座を知ったきっかけ(複数回答)	 

各講座とも「自社内の告知やメール」や「自社内の人からの紹介」が多く、昨年

度のトップ項目であった「ＪＭＲＡのＨＰ」を挙げる人は少ない。	 

・受講料の負担について(単一回答)	 

(ｲ)～(ﾆ)の①統計学基礎講座・②統計学応用講座では「会社が全額負担」が 8 割

強～9 割を占める。	 (ﾎ)(ﾍ)(ﾄ)の統計調査士・専門統計調査士対策講座では「会社

が全額負担」は 4 割～7 割強にとどまり、特に(ﾄ)⑤専門統計調査士対策講座「調

査実施実務編」の受講者には「全額自己負担」の人も 3 割弱みられる。	 

・受講後の総合的な評価(単一回答・5 件法)	 	 
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2017 年度から受験に関する手続きが変更になり、ＪＭＲＡからの受験者数を把握でき

ていないので、上記の 2 表は 2017 年度のみ申込者数を掲載している。申込者数≧受験
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版されている 2011 年～2015 年度に加え、2016 年度の試験問題についてもどの単元から

出題がされているかが把握できる資料を作成し、配布した。	 

	 

 

ＪＭＲＡ主催の受験対策講座は今年度で 4 回目となる。各方面の協力を得て開催の運びと

なり、一定の成果を得ることができた。各講座の具体的な内容と実績は下記の通りである。	 

 

・日時：2017 年 9 月 13 日(水)10～17 時(受講者数 22 名)	 

・講師：小須田巖氏(ＪＭＲＡ個人会員)	 
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・講義内容：専門統計調査士の 2016 年の試験問題を中心に過去の試験問題を解説。具
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テキストは、(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)は講師著作のＪＭＲＡ発行オリジナルテキスト、(ﾎ)(ﾄ)は
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検定	 統計調査士試験	 対策コンテンツ」の提供を受けて使用した。	 

また、各講座において受講者アンケートを実施した。結果の概要を以下に示す。	 
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各講座でＪＭＲＡ会員社からの参加が 7 割強～9 割台半ばを占める。	 
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度のトップ項目であった「ＪＭＲＡのＨＰ」を挙げる人は少ない。	 

・受講料の負担について(単一回答)	 

(ｲ)～(ﾆ)の①統計学基礎講座・②統計学応用講座では「会社が全額負担」が 8 割
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「非常によかった」と「ややよかった」を併せた『よかった』は(ｲ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾍ)(ﾄ)

でいずれも 9 割を超え、特に(ﾊ)「②－２	 統計学応用講座	 －予測／要因分析に

ついて－」と(ﾆ)「②－３	 統計学応用講座	 －構造分析について－」では共に『よ

かった』が 10 割に達し、うち「非常によかった」が 8 割強を占めて高い評価を得

た。一方、(ﾎ)「③専門統計調査士対策講座「データの利活用編」では『よかった』

が 5 割強、(ﾛ)「②－１	 統計学応用講座	 －相関／時系列データについて－」で

は 3 割台半ばと少ない。	 

	 

	 図 3-3-1	 受験対策講座における受講者アンケートの結果	 

	 

	 

評価の低い講座の個別の評価項目を見ると、いずれも「説明の内容」に対する評価が

相対的に低く、自由回答においてはより要点をかみくだいたわかりやすい説明が期待さ

れていた。今後の課題・補強点として来年度以降の講座企画・運営に活かしていく。	 

	 

	 

 

前述の通り、本年度は当小委員会と並行してＨＲマネジメント委員会(教育分科会)に

おいてＪＭＲＡ全体でのリサーチャー教育体系について議論が行われた。その結果、来

年度は受験対策講座のうち	 (ｲ)～(ﾆ)の統計学基礎講座・統計学応用講座にあたる部分

はリサーチャー教育講座の一部としてＨＲマネジメント委員会(教育分科会)に移管の

のち再構成され、「統計調査士」「専門統計調査士」試験対策に特化した講座である(ﾎ)

～(ﾄ)の 3 講座を当小委員会で引き続き実施することとなった。「統計調査士」「専門統

計調査士」受験対策講座は、5 年目に転機を迎えることとなり、これまでの反省や改善

点を踏まえ、より効果的な講座を提供できるよう準備に着手している。	 

次回に向けた具体的な対策として、統計検定資格の必要性の啓蒙、募集活動の早期始

動、集客対象の拡大、個別教材の見直し等が挙がり、集客対策としてはＪＭＲＡのリサ
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(ﾊ)	 ②-2統計学応用講座(n=11)	 
　 　 -予測/要因分析について-	 

(ﾆ)	 ②-3統計学応用講座(n=11)	 
　 	 - 構 造 分 析 に つ い て -	 

(ﾎ)	 ③専門統計調査士対策講座	 
　 「データの利活用編」(n=20)	 

( ﾍ )	 ④統計調査士対策講座	 
　 「公的統計実務編」(n=20)	 

(ﾄ)	 ⑤専門統計調査士対策講座	 
　 「調査実施実務編」(n=20)	 

非常によかった	 

ややよかった	 

ーチャー教育体系を構成する講座紹介の位置づけで、ＨＲマネジメント委員会(教育分

科会)で実施する新人向け講座の拡販にからめた形ですでに数社に訪問を開始している。

また、講師のアサインについてはすでに、見通しが立っている状態である。なお、2018

年度の試験は 11 月 25 日(日)に予定される。低合格率への対策について引き続き検討を

加えていく。	 

	 

 

本年度も引き続き、同センター発行のテキスト「統計検定	 統計調査士試験	 対策コ

ンテンツ」を受験対策講座において使用した。今後も改訂予定のヒアリングなどをはじ

め、継続して連携をしていく。	 

	 

 

同センターによって主催されている「統計実務基礎研修」は、国・都道府県・市区町

村及び民間団体の統計実務担当職員を対象として、統計の理論と応用、統計の作成と利

用方法等国の統計実務に必要な知識及び技術の習得を図る目的として、毎年 5 月下旬～

6 月初旬に 1.5 日で実施されている。なお、2018 年度は 5 月 31 日～6 月 1 日に開催が予

定されている。	 

統計検定試験向けの講座ではないが、必要な知識の獲得に有意義なコンテンツである

ため、例年ＪＭＲＡ会員社から受講者が参加している。2017 年度は、3 社 11 名が参加

した。例年、当小委員会として統計検定の受験希望者に推奨しており、今後も参加を促

していく。	 

	 

(ﾛ)



− 87 −

「非常によかった」と「ややよかった」を併せた『よかった』は(ｲ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾍ)(ﾄ)
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第 4 章	 10 年間の総括と今後の活動に向けて	 

4.1	 公的統計市場の変遷と展望	 

4.1.1	 公的統計調査に係る事務の民間活用の状況	 

国の機関で実施される統計調査に係る事務の民間委託の状況については、総務省政策

統括官(統計基準担当)が｢統計法施行状況報告｣にまとめており、12 の統計調査事務(①

調査企画、②標本設計、③標本抽出、④実査準備、⑤実査、⑥内容検査、⑦符号格付け、

⑧データ入力、⑨チェック等、⑩統計表作成、⑪結果審査、⑫調査票の保管)ごとにそ

の状況が報告されている。ちなみに最新の平成 28 年度(平成 29 年 6 月公表)の状況報告

では、｢当該年度に実施した統計調査に係る事務については、248 統計調査中 204 統計調

査(全体の 82.3%)において、何らかの事務について民間委託を実施している。｣とある。

統計事務の種類のうち民間調査会社の事業領域と合致している④実査準備から⑩統計

表作成までの中流工程の委託率が 50%を超えており、半数以上の統計調査が民間調査会

社で対応することが可能だともいえる。また民間委託の状況を 6 年前の平成 22 年度と

比較すると総合的な民間委託率では 2.4 ポイント増とそれほど伸びてはいないが、民間

調査会社の主な事業領域である④実査準備から⑩統計表作成までの民間委託率は伸び

ており、④実査準備で 10%弱、⑤実査で 20%強と統計調査における民間活用が拡大して

いるといえる(表 4-1-1-1 を参照)。しかしながら、見方を変えると民間調査会社の対応

領域である実査工程を含む統計事務の民間委託は、50%台に留まっており、潜在的な公

的統計市場が 50%弱存在しているともいえる。	 
	 

表 4-1-1-1	 統計事務の種類別民間委託の状況(平成 28 年度)	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典(総務省政策統括官(統計基準担当) 平成 28 年度 統計法施行状況報告) 
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(1)	 公的統計調査における府省別民間活用の推移と展望	 

表 4-1-1-2 は、各府省から公表されている落札情報を基に当委員会が独自に調べた過

去 10 年間の実査工程を含む公的統計調査業務の民間活用の状況を整理した表となって

いる。	 

2017年度の公的統計調査における民間活用の状況を 10年前の 2008年度と比較すると、

契約金額の総額では 2008 年度に 26.9 億円であったのに対し、2017 年度では 54.9 億円

と 28 億円増加している。契約本数については、2008 年度に全府省で 49 本であったのに

対し、2017 年度では 105 本と 56 本増加している。	 

府省別の契約状況を 2008 年度と比較してみると、2017 年度では契約金額・契約本数

共に、概ね各府省で増加傾向にあり、各府省で公的統計調査における民間活用が推進さ

れていることがわかる。2008 年度と比較して最も契約金額が増加した府省は、経済産業

省で 6.7 億円増、次いで厚生労働省が 6.4 億円増、総務省と国土交通省が 5.1 億円増と

なっている。契約本数を比較した場合では、厚生労働省が 25 本増と最も増加している。

厚生労働省は契約金額、契約本数共に大きく増加しており、民間活用の推進に積極的で

あることが伺える。	 

府省別に民間活用の状況を見ると、一貫して契約金額が最も高いのは経済産業省とな

っている。経済産業省の 2017 年度の契約状況を見ると、経済センサス関連の大型契約

が発生しない谷間の年度であったため、直近 3 年間では最も低い契約金額の 16.8 億円

となっている。2008 年度からの 10 年間では、2011・2012 年度、2015・2016 年度に経済

センサス-活動調査、2014 年度に経済センサス-基礎調査の契約があり、いずれも単年度

当たりで 15 億円前後の大型契約となっており、該当する年度の契約金額に大きな影響

を与えている。そこで、経済センサス関連業務を除いた契約金額の推移を見ると、2012

年度に 40 億円を超え、2016 年度には 50 億円を超える市場に成長したといえる。	 

第Ⅲ期基本計画では、｢今後、民間事業者を一層効果的に活用する観点から、公的統

計調査に精通した民間事業者の育成や裾野の拡大等を通じ、官民を超えて統計を支える

基盤を構築すると共に、郵送・オンライン調査の手法による実査業務や照会対応業務な

どの民間事業者が優れたノウハウ等を有する業務については、積極的に民間事業者を活

用する。｣とあり、郵送・オンライン調査に限定されているものの、民間事業者の活用

が一層推進され、公的統計市場の更なる成長が見込まれる。	 
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表 4-1-1-2	 公的統計調査における府省別民間活用の推移	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

注 1 表中の単位は契約金額：億円、契約本数：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約本数には契約者、契約金額等の入札情報が非公表の案件も含んでいる。 

注 4 契約金額は小数点第 2 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 
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(1)	 公的統計調査における府省別民間活用の推移と展望	 

表 4-1-1-2 は、各府省から公表されている落札情報を基に当委員会が独自に調べた過

去 10 年間の実査工程を含む公的統計調査業務の民間活用の状況を整理した表となって

いる。	 

2017年度の公的統計調査における民間活用の状況を 10年前の 2008年度と比較すると、

契約金額の総額では 2008 年度に 26.9 億円であったのに対し、2017 年度では 54.9 億円

と 28 億円増加している。契約本数については、2008 年度に全府省で 49 本であったのに

対し、2017 年度では 105 本と 56 本増加している。	 

府省別の契約状況を 2008 年度と比較してみると、2017 年度では契約金額・契約本数

共に、概ね各府省で増加傾向にあり、各府省で公的統計調査における民間活用が推進さ

れていることがわかる。2008 年度と比較して最も契約金額が増加した府省は、経済産業

省で 6.7 億円増、次いで厚生労働省が 6.4 億円増、総務省と国土交通省が 5.1 億円増と

なっている。契約本数を比較した場合では、厚生労働省が 25 本増と最も増加している。

厚生労働省は契約金額、契約本数共に大きく増加しており、民間活用の推進に積極的で

あることが伺える。	 

府省別に民間活用の状況を見ると、一貫して契約金額が最も高いのは経済産業省とな

っている。経済産業省の 2017 年度の契約状況を見ると、経済センサス関連の大型契約

が発生しない谷間の年度であったため、直近 3 年間では最も低い契約金額の 16.8 億円

となっている。2008 年度からの 10 年間では、2011・2012 年度、2015・2016 年度に経済

センサス-活動調査、2014 年度に経済センサス-基礎調査の契約があり、いずれも単年度

当たりで 15 億円前後の大型契約となっており、該当する年度の契約金額に大きな影響

を与えている。そこで、経済センサス関連業務を除いた契約金額の推移を見ると、2012

年度に 40 億円を超え、2016 年度には 50 億円を超える市場に成長したといえる。	 

第Ⅲ期基本計画では、｢今後、民間事業者を一層効果的に活用する観点から、公的統

計調査に精通した民間事業者の育成や裾野の拡大等を通じ、官民を超えて統計を支える

基盤を構築すると共に、郵送・オンライン調査の手法による実査業務や照会対応業務な

どの民間事業者が優れたノウハウ等を有する業務については、積極的に民間事業者を活

用する。｣とあり、郵送・オンライン調査に限定されているものの、民間事業者の活用

が一層推進され、公的統計市場の更なる成長が見込まれる。	 
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表 4-1-1-2	 公的統計調査における府省別民間活用の推移	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

注 1 表中の単位は契約金額：億円、契約本数：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約本数には契約者、契約金額等の入札情報が非公表の案件も含んでいる。 

注 4 契約金額は小数点第 2 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 

府省別契約状況

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.2	 3.4	 3.4	 3.8	 5.6	 3.4	 3.1	 3.7	 3.4	 4.5	 

－ (+0.2) (+0.2) (+0.6) (+2.4) (+0.2) (-0.1) (+0.5) (+0.2) (+1.3)

6	 5	 5	 8	 11	 12	 8	 11	 8	 10	 

－ (	 -1) (	 -1) (	 +2) (	 +5) (	 +6) (	 +2) (	 +5) (	 +2) (	 +4)

7.8	 11.1	 11.1	 10.4	 10.2	 8.3	 8.8	 9.6	 17.2	 12.9	 

－ (+3.3) (+3.3) (+2.6) (+2.4) (+0.5) (+1.0) (+1.8) (+9.4) (+5.1)

7	 11	 8	 7	 11	 5	 7	 7	 7	 8	 

－ (	 +4) (	 +1) (	 	 0) (	 +4) (	 -2) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 +1)

0.2	 0.2	 0.2	 0.2	 0.2	 0.3	 0.5	 0.4	 0.4	 0.4	 

－ (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (+0.1) (+0.3) (+0.2) (+0.2) (+0.2)

1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 2	 1	 

－ (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 +1) (	 	 0) (	 	 0) (	 +1) (	 	 0)

0.0	 0.1	 0.1	 0.1	 0.1	 0.2	 0.1	 0.3	 0.1	 0.1	 

－ (+0.1) (+0.1) (+0.1) (+0.1) (+0.2) (+0.1) (+0.3) (+0.1) (+0.1)

0	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 2	 2	 

－ (	 +1) (	 +1) (	 +1) (	 +1) (	 +2) (	 +1) (	 +2) (	 +2) (	 +2)

3.4	 5.0	 4.7	 6.6	 3.2	 5.3	 3.4	 5.4	 4.4	 9.8	 

－ (+1.6) (+1.3) (+3.2) (-0.2) (+1.9) (	 0.0) (+2.0) (+1.0) (+6.4)

3	 11	 9	 10	 8	 13	 10	 10	 7	 28	 

－ (	 +8) (	 +6) (	 +7) (	 +5) (	 +10) (	 +7) (	 +7) (	 +4) (	 +25)

0.5	 2.2	 2.9	 2.6	 2.2	 2.6	 2.7	 3.9	 3.0	 3.3	 

－ (+1.7) (+2.4) (+2.1) (+1.7) (+2.1) (+2.2) (+3.4) (+2.5) (+2.8)

3	 6	 10	 11	 17	 9	 10	 10	 17	 11	 

－ (	 +3) (	 +7) (	 +8) (	 +14) (	 +6) (	 +7) (	 +7) (	 +14) (	 +8)

10.1	 11.5	 11.3	 23.4	 27.8	 13.1	 30.1	 28.8	 25.9	 16.8	 

－ (+1.4) (+1.2) (+13.3) (+17.7) (+3.0) (+20.0) (+18.7) (+15.8) (+6.7)

21	 22	 25	 23	 25	 27	 28	 27	 25	 27	 

－ (	 +1) (	 +4) (	 +2) (	 +4) (	 +6) (	 +7) (	 +6) (	 +4) (	 +6)

1.6	 2.9	 8.0	 5.4	 10.5	 7.1	 5.3	 5.3	 7.3	 6.7	 

－ (+1.3) (+6.4) (+3.8) (+8.9) (+5.5) (+3.7) (+3.7) (+5.7) (+5.1)

7	 14	 18	 16	 23	 22	 18	 16	 18	 14	 

－ (	 +7) (	 +11) (	 +9) (	 +16) (	 +15) (	 +11) (	 +9) (	 +11) (	 +7)

0.2	 1.0	 3.5	 0.6	 1.6	 0.5	 1.9	 2.5	 2.1	 0.3	 

－ (+0.8) (+3.3) (+0.4) (+1.4) (+0.3) (+1.7) (+2.3) (+1.9) (+0.1)

1	 6	 8	 6	 9	 5	 6	 7	 6	 4	 

－ (	 +5) (	 +7) (	 +5) (	 +8) (	 +4) (	 +5) (	 +6) (	 +5) (	 +3)

0.0	 0.0	 0.0	 0.1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 

－ (	 	 	 0) (	 	 	 0) (+0.1) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0) (	 	 	 0)

0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 

－ (	 	 0) (	 	 0) (	 +1) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0) (	 	 0)

26.9	 37.3	 45.1	 53.1	 61.4	 40.6	 55.9	 60.1	 63.9	 54.9	 

－ (+10.4) (+18.2) (+26.2) (+34.5) (+13.7) (+29.0) (+33.2) (+37.0) (+28.0)

経済センサスを除
く契約金額 26.9	 37.3	 45.1	 37.9	 45.1	 40.6	 41.9	 46.6	 50.4	 54.9	 

(2008年度比) － (+10.4) (+18.2) (+11.0) (+18.2) (+13.7) (+15.0) (+19.7) (+23.5) (+28.0)

49	 77	 85	 84	 106	 97	 89	 91	 92	 105	 

－ (	 +28) (	 +36) (	 +35) (	 +57) (	 +48) (	 +40) (	 +42) (	 +43) (	 +56)

法 務 省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

合 計

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

国土交通省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

環 境 省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

農林水産省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

経済産業省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

文部科学省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

厚生労働省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

総 務 省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

財 務 省

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)

内 閣 府

契約金額

(2008年度比)

契約本数

(2008年度比)
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(2)	 公的統計調査における委託先別民間活用の推移と展望	 

過去 10 年間の契約状況を委託先別に見ると、ＪＭＲＡ会員社は 2008 年度に契約金額

13.3 億円(9 本)となっていたが、10 年後の 2017 年度には契約金額 34.3 億円(38 本)と 3

倍近く伸びている。一方、シンクタンク及び団体の契約状況を見ると、シンクタンクは

2012 年度の契約金額 13 億円(17 本)をピークに減少傾向となり、団体は 2013 年度の契

約金額 5.1 億円(19 本)をピークに減少している。その他民間に関しては、契約本数を 3

倍以上に伸ばしているものの、契約金額は 10 億円前後で横ばいとなっている。	 

ＪＭＲＡ会員社の契約額が増加し、その他の委託先が減少傾向となったのは、民間調

査会社の対応領域である実査工程を含む公的統計調査の民間委託率が伸びてきている

ことや、契約案件の大型化により公的統計調査業務を実施するためのインフラが整って

いるＪＭＲＡ会員社の受託機会が増えたことに起因していると考えられる。また、2017

年度の契約状況から公的統計調査業務を受託しているＪＭＲＡ会員のうち、ＩＳＯ

20252 の認証企業の契約金額が 33.7 億円(36 本)と契約金額総額の 6 割を占めており、

統計精度の維持･向上が求められる府省の公的統計調査業務では、ＩＳＯ20252 の認証企

業の受託割合が高くなるといえる。	 

公的統計調査における民間事業者の活用は、第Ⅲ期基本計画で示されている通り、郵

送・オンライン調査を中心に一層拡大されることが予想される。また、統計改革の流れ

から統計の改善・見直しが進められ、経済センサスや 2019 年度に実施される経済構造

実態調査と同規模の統計が整備され、民間委託となることも考えられる。	 

現在の公的統計市場では、市場の 6 割を占めるＩＳＯ20252 の認証企業を中心に受け

皿となっており、統計精度の維持･向上の観点から、今後もこの状況が続くと考えられ

る。しかしながら、2018 年 3 月末現在でＩＳＯ20252 の認証企業は 8 社しかなく、今後

の拡大が見込まれる公的統計市場に対して、認証企業数が少ないのが現状である。また

大型化する公的統計調査業務に対しては、1 社での対応が難しくなってきており、複数

の企業間での共同事業体が重要となってくる。公的統計調査業務における共同事業体で

の入札参加は事例が少なく、民間調査会社の中では浸透していないのが現状である。こ

の状況に対して、当委員会としては、ＩＳＯ20252 の認証企業数の増加と共同事業体で

の入札参加促進が喫緊の課題であると受け止めており、2018 年度以降の重点課題として

取り組んでいく所存である。	 	 
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表 4-1-1-3	 公的統計調査における委託先別民間活用の推移	 

	 
注 1 表中の金額は単位：億円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

	 

(3)	 公共サービス改革法適用の公的統計調査における民間活用の推移と展望	 

府省における公共サービス改革法(以下、｢公サ法｣という)が適用されている公的統計

調査業務の契約状況について 10 年間の推移を見ると、2008 年度では 3.1 億円(10 本)で

あったのに対し、2017 年度には 12.4 億円(15 本)と 4 倍に増加している。公サ法適用案

件の契約金額は 2012 年度に 10 億円を超え、以降 10 億円以上の規模を維持している。	 

委託先の契約状況の推移を見ると、契約金額では一貫してＪＭＲＡ会員社が最も高く

なっており、2012 年度には 10 億円を超え、契約本数も 10 本前後を推移している。公サ

法適用案件は競争性の改善に向け、｢実施要項作成時における競争性改善上のチェック

ポイント｣に基づき実施要項の作成が行われているため、仕様書の透明性が高くなって

おり、複数年契約も採用されていることから、ＪＭＲＡ会員社にとって取り組みやすい

案件であることを示している。	 

当委員会では、公共サービス改革基本方針の見直しに関連する意見の提示や表敬訪問

での意見交換を毎年実施し、公的統計調査業務の入札における競争性の改善に向けた提

言を行っている。公サ法適用案件におけるＪＭＲＡ会員社の受託割合が高いのは、こう

した当委員会の活動も影響していると考えられる。	 

一方、地方公共団体については、この 10 年間で民間活用の推進に関する進展は見受

けられない。しかしながら、公共サービス改革基本方針(平成 29 年 7 月閣議決定)では、

自発的に法に基づく入札を実施しようとする地方公共団体が円滑に公共サービスの改

革に取り組むことができるよう、その取組を阻害している法令の見直しを図るなど環境

整備を積極的に進めるとしている。また公共サービス改革基本方針の別表には、各府省

の計画が盛り込まれており、その内容を見ると総務省では、科学技術研究調査を除く総

務省所管のすべての基幹統計調査について、地方公共団体における民間開放の着実な実

施を可能とするために必要な措置を講じるとしている。この状況から、2007 年度に市場

化テストとなった越前市の就業構造基本調査(指定統計)のように、地方公共団体が担当

する基幹統計の市場化について検討が進められ、公的統計市場の拡大につながることも

考えられる。	 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

金額 13.3 19.3 21.0 32.9 36.6 19.2 38.1 42.1 48.3 34.3

本数 9 14 18 22 32 32 31 36 37 38

金額 5.2 5.4 10.3 11.5 13.0 7.4 4.5 5.4 4.9 9.5

本数 7 14 17 15 17 11 5 6 4 8

金額 7.4 9.0 9.6 6.2 9.1 8.9 10.1 9.8 8.6 10.2

本数 15 27 33 32 36 35 39 34 38 53

金額 0.8 3.5 4.2 2.6 2.7 5.1 3.2 2.8 2.1 1.0

本数 15 20 16 15 20 19 14 15 13 9

金額 26.9 37.3 45.1 53.1 61.4 40.6 55.9 60.1 63.9 55.0

本数 46 75 84 84 105 97 89 91 92 108
合 計

Ｊ Ｍ Ｒ Ａ

シ ン ク

タ ン ク

そ の 他

民 間

団 体



− 95 −

 

-5- 

(2)	 公的統計調査における委託先別民間活用の推移と展望	 

過去 10 年間の契約状況を委託先別に見ると、ＪＭＲＡ会員社は 2008 年度に契約金額

13.3 億円(9 本)となっていたが、10 年後の 2017 年度には契約金額 34.3 億円(38 本)と 3

倍近く伸びている。一方、シンクタンク及び団体の契約状況を見ると、シンクタンクは

2012 年度の契約金額 13 億円(17 本)をピークに減少傾向となり、団体は 2013 年度の契

約金額 5.1 億円(19 本)をピークに減少している。その他民間に関しては、契約本数を 3

倍以上に伸ばしているものの、契約金額は 10 億円前後で横ばいとなっている。	 

ＪＭＲＡ会員社の契約額が増加し、その他の委託先が減少傾向となったのは、民間調

査会社の対応領域である実査工程を含む公的統計調査の民間委託率が伸びてきている

ことや、契約案件の大型化により公的統計調査業務を実施するためのインフラが整って

いるＪＭＲＡ会員社の受託機会が増えたことに起因していると考えられる。また、2017

年度の契約状況から公的統計調査業務を受託しているＪＭＲＡ会員のうち、ＩＳＯ

20252 の認証企業の契約金額が 33.7 億円(36 本)と契約金額総額の 6 割を占めており、

統計精度の維持･向上が求められる府省の公的統計調査業務では、ＩＳＯ20252 の認証企

業の受託割合が高くなるといえる。	 

公的統計調査における民間事業者の活用は、第Ⅲ期基本計画で示されている通り、郵

送・オンライン調査を中心に一層拡大されることが予想される。また、統計改革の流れ

から統計の改善・見直しが進められ、経済センサスや 2019 年度に実施される経済構造

実態調査と同規模の統計が整備され、民間委託となることも考えられる。	 

現在の公的統計市場では、市場の 6 割を占めるＩＳＯ20252 の認証企業を中心に受け

皿となっており、統計精度の維持･向上の観点から、今後もこの状況が続くと考えられ

る。しかしながら、2018 年 3 月末現在でＩＳＯ20252 の認証企業は 8 社しかなく、今後

の拡大が見込まれる公的統計市場に対して、認証企業数が少ないのが現状である。また

大型化する公的統計調査業務に対しては、1 社での対応が難しくなってきており、複数

の企業間での共同事業体が重要となってくる。公的統計調査業務における共同事業体で

の入札参加は事例が少なく、民間調査会社の中では浸透していないのが現状である。こ

の状況に対して、当委員会としては、ＩＳＯ20252 の認証企業数の増加と共同事業体で

の入札参加促進が喫緊の課題であると受け止めており、2018 年度以降の重点課題として

取り組んでいく所存である。	 	 
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表 4-1-1-3	 公的統計調査における委託先別民間活用の推移	 

	 
注 1 表中の金額は単位：億円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

	 

(3)	 公共サービス改革法適用の公的統計調査における民間活用の推移と展望	 

府省における公共サービス改革法(以下、｢公サ法｣という)が適用されている公的統計

調査業務の契約状況について 10 年間の推移を見ると、2008 年度では 3.1 億円(10 本)で

あったのに対し、2017 年度には 12.4 億円(15 本)と 4 倍に増加している。公サ法適用案

件の契約金額は 2012 年度に 10 億円を超え、以降 10 億円以上の規模を維持している。	 

委託先の契約状況の推移を見ると、契約金額では一貫してＪＭＲＡ会員社が最も高く

なっており、2012 年度には 10 億円を超え、契約本数も 10 本前後を推移している。公サ

法適用案件は競争性の改善に向け、｢実施要項作成時における競争性改善上のチェック

ポイント｣に基づき実施要項の作成が行われているため、仕様書の透明性が高くなって

おり、複数年契約も採用されていることから、ＪＭＲＡ会員社にとって取り組みやすい

案件であることを示している。	 

当委員会では、公共サービス改革基本方針の見直しに関連する意見の提示や表敬訪問

での意見交換を毎年実施し、公的統計調査業務の入札における競争性の改善に向けた提

言を行っている。公サ法適用案件におけるＪＭＲＡ会員社の受託割合が高いのは、こう

した当委員会の活動も影響していると考えられる。	 

一方、地方公共団体については、この 10 年間で民間活用の推進に関する進展は見受

けられない。しかしながら、公共サービス改革基本方針(平成 29 年 7 月閣議決定)では、

自発的に法に基づく入札を実施しようとする地方公共団体が円滑に公共サービスの改

革に取り組むことができるよう、その取組を阻害している法令の見直しを図るなど環境

整備を積極的に進めるとしている。また公共サービス改革基本方針の別表には、各府省

の計画が盛り込まれており、その内容を見ると総務省では、科学技術研究調査を除く総

務省所管のすべての基幹統計調査について、地方公共団体における民間開放の着実な実

施を可能とするために必要な措置を講じるとしている。この状況から、2007 年度に市場

化テストとなった越前市の就業構造基本調査(指定統計)のように、地方公共団体が担当

する基幹統計の市場化について検討が進められ、公的統計市場の拡大につながることも

考えられる。	 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

金額 13.3 19.3 21.0 32.9 36.6 19.2 38.1 42.1 48.3 34.3

本数 9 14 18 22 32 32 31 36 37 38

金額 5.2 5.4 10.3 11.5 13.0 7.4 4.5 5.4 4.9 9.5

本数 7 14 17 15 17 11 5 6 4 8

金額 7.4 9.0 9.6 6.2 9.1 8.9 10.1 9.8 8.6 10.2

本数 15 27 33 32 36 35 39 34 38 53

金額 0.8 3.5 4.2 2.6 2.7 5.1 3.2 2.8 2.1 1.0

本数 15 20 16 15 20 19 14 15 13 9

金額 26.9 37.3 45.1 53.1 61.4 40.6 55.9 60.1 63.9 55.0

本数 46 75 84 84 105 97 89 91 92 108
合 計

Ｊ Ｍ Ｒ Ａ

シ ン ク

タ ン ク

そ の 他

民 間

団 体

市場規模

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

金額 13.3 19.3 21.0 32.9 36.6 19.2 38.1 42.1 48.3 34.3

本数 9 14 18 22 32 32 31 36 37 38

金額 5.2 5.4 10.3 11.5 13.0 7.4 4.5 5.4 4.9 9.5

本数 7 14 17 15 17 11 5 6 4 8

金額 7.4 9.0 9.6 6.2 9.1 8.9 10.1 9.8 8.6 10.1

本数 15 27 33 32 36 35 39 34 38 50

金額 0.8 3.5 4.2 2.6 2.7 5.1 3.2 2.8 2.1 1.0

本数 15 20 16 15 20 19 14 15 13 9

金額 26.9 37.3 45.1 53.1 61.4 40.6 55.9 60.1 63.9 54.9

本数 46 75 84 84 105 97 89 91 92 105
合 計

Ｊ Ｍ Ｒ Ａ

シ ン ク
タ ン ク

そ の 他
民 間

団 体
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公サ法適用案件を所管する総務省行政管理局公共サービス改革推進室とは、引き続き

意見交換の機会をつくり、民間調査会社が府省の公的統計調査業務に参入しやすい環境

となるように実施要項等の改善について提言を行うと共に、地方公共団体の基幹統計の

民間開放等、公的統計市場の成長につながる提案を行っていく所存である。	 

	 

表 4-1-1-4	 公サ法適用の公的統計調査における委託先別民間活用の推移	 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	 

注 1 表中の金額は単位：億円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 石油産業情報化推進調査は｢石油設備調査｣｢石油輸入調査｣｢石油製品需給動態統計調査｣ 

の 3 統計まとめての契約であるが、｢石油設備調査｣の実施年度には本数を 3 本とカウントし、実 

施しない年度は 2 本とカウントしている。 

注 4 2016・2017 年度は｢産地水産物流通調査及び冷蔵水産物流通調査｣を 1 本としてカウントし、金 

額・本数に含んでいる。 

注 5 契約金額は小数点第 1 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 

注 6 市場化テストを実施している統計調査(平成 30 年 4 月現在）は巻末資料 4 を参照 

	 

(4)	 公的統計調査業務における複数年契約の推移と展望	 

公的統計調査業務における複数年契約の状況について推移を見ると、契約本数では

2008 年度に 6 本であったのに対し、2017 年度では 22 本と 10 年間で 16 本の増加となっ

ている。2017 年度契約状況では、根拠法が公サ法となっている案件が 15 本あり、すべ

ての案件が複数年契約となっている。このことから、複数年契約の増減については、公

サ法が適用される案件数に影響されると考えられる。	 

当委員会では、2015 年度・2016 年度と 2 年間にわたり、総務省政策統括官(統計基準

担当)統計企画管理官室が主催して行われた｢統計の品質保証及び民間事業者の活用に

関するワーキンググループ｣に民間調査会社の代表として意見交換会に参加してきた。

意見交換会では複数年契約は経営安定化とノウハウの蓄積につながることになり、民間

事業者の需要が高く、参入促進につながる契約方法であることを伝え、統計調査におけ

る民間事業者の活用に係るガイドラインに「各府省は、民間事業者が統計調査業務に関

する経験やノウハウを蓄積することで、より効率的に業務を実施できるようにする観点

から、委託業務の内容や調査実施時期などを考慮し、国庫債務負担行為の活用による複

数年にわたる契約の導入に努める。」と書き加えられた。統計調査における民間事業者
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の活用に係るガイドラインに複数年契約の導入推進が明示され、各府省で複数年契約が

推進されるようになれば、民間事業者の参加促進につながることになり、当委員会とし

ても歓迎される状況となる。	 

一方、各府省との意見交換では会計法での複数年契約を話題にすると、財政上の問題

で難しいとの回答が多く、積極的に推進されることが難しい状況であると考えている。

2017 年度の契約状況では、根拠法が会計法である案件のうち、複数年契約は 7 本にとど

まっている。また会計法で複数年契約となっている 7 案件のうち、3 案件は公サ法の適

用に伴い複数年契約化され、会計法でも複数年契約が維持された案件となっている。こ

のような状況を踏まえ、公的統計調査業務において複数年契約を推進していくためには、

会計法から公サ法に移行させ、複数年契約を導入していく方法が考えられる。	 

競争性に問題のある事業等が公サ法の選定対象となることから、各府省は一者応札が

続いている会計法案件について、競争性の向上と民間事業者の参入促進の観点から積極

的に公サ法へ移行させ、公サ法から会計法に戻った後も公サ法と同様の仕様書づくりと

複数年契約を継続することを検討して頂きたい。	 

	 

表 4-1-1-5	 公的統計調査業務における複数年契約の推移	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

注 1 表中の単位：本となっている。 

注 2 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ＪＭＲＡ
金額 1.4 3.4 5.3 6.0 10.7 10.0 9.7 11.4 13.6 10.6

本数 2 4 6 6 11 11 11 10 10 10

シンク
タンク

金額 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0

本数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

その他
民　間

金額 1.3 0.8 0.8 0.8 0.3 0.3 0.9 0.7 0.7 1.1

本数 6 6 7 6 3 2 2 3 2 3

団　体
金額 0.4 1.0 0.8 0.1 0.1 0.1 1.1 0.4 1.7 0.7

本数 2 3 2 1 1 1 4 4 5 2

合　計
金額 3.1 5.2 6.8 7.0 11.1 10.7 12.1 12.1 15.9 12.4

本数 10 13 15 13 15 15 18 17 17 15

公サ法

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

金額 1.4 3.4 5.3 6.0 10.7 10.0 9.7 11.4 13.6 10.6

本数 2 4 6 6 11 11 11 10 10 10

金額 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0

本数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

金額 1.3 0.8 0.8 0.8 0.3 0.3 0.9 0.7 0.7 1.1

本数 6 6 7 6 3 2 2 3 2 3

金額 0.4 1.0 0.8 0.1 0.1 0.1 1.1 0.4 1.7 0.7

本数 2 3 2 1 1 1 4 4 5 2

金額 3.1 5.2 6.8 7.0 11.1 10.7 12.1 12.1 15.9 12.4

本数 10 13 15 13 15 15 18 17 17 15
合 計

Ｊ Ｍ Ｒ Ａ

シ ン ク
タ ン ク

そ の 他
民 間

団 体
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公サ法適用案件を所管する総務省行政管理局公共サービス改革推進室とは、引き続き

意見交換の機会をつくり、民間調査会社が府省の公的統計調査業務に参入しやすい環境

となるように実施要項等の改善について提言を行うと共に、地方公共団体の基幹統計の

民間開放等、公的統計市場の成長につながる提案を行っていく所存である。	 

	 

表 4-1-1-4	 公サ法適用の公的統計調査における委託先別民間活用の推移	 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	 

注 1 表中の金額は単位：億円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 石油産業情報化推進調査は｢石油設備調査｣｢石油輸入調査｣｢石油製品需給動態統計調査｣ 

の 3 統計まとめての契約であるが、｢石油設備調査｣の実施年度には本数を 3 本とカウントし、実 

施しない年度は 2 本とカウントしている。 

注 4 2016・2017 年度は｢産地水産物流通調査及び冷蔵水産物流通調査｣を 1 本としてカウントし、金 

額・本数に含んでいる。 

注 5 契約金額は小数点第 1 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 

注 6 市場化テストを実施している統計調査(平成 30 年 4 月現在）は巻末資料 4 を参照 

	 

(4)	 公的統計調査業務における複数年契約の推移と展望	 

公的統計調査業務における複数年契約の状況について推移を見ると、契約本数では

2008 年度に 6 本であったのに対し、2017 年度では 22 本と 10 年間で 16 本の増加となっ

ている。2017 年度契約状況では、根拠法が公サ法となっている案件が 15 本あり、すべ

ての案件が複数年契約となっている。このことから、複数年契約の増減については、公

サ法が適用される案件数に影響されると考えられる。	 

当委員会では、2015 年度・2016 年度と 2 年間にわたり、総務省政策統括官(統計基準

担当)統計企画管理官室が主催して行われた｢統計の品質保証及び民間事業者の活用に

関するワーキンググループ｣に民間調査会社の代表として意見交換会に参加してきた。

意見交換会では複数年契約は経営安定化とノウハウの蓄積につながることになり、民間

事業者の需要が高く、参入促進につながる契約方法であることを伝え、統計調査におけ

る民間事業者の活用に係るガイドラインに「各府省は、民間事業者が統計調査業務に関

する経験やノウハウを蓄積することで、より効率的に業務を実施できるようにする観点

から、委託業務の内容や調査実施時期などを考慮し、国庫債務負担行為の活用による複

数年にわたる契約の導入に努める。」と書き加えられた。統計調査における民間事業者
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の活用に係るガイドラインに複数年契約の導入推進が明示され、各府省で複数年契約が

推進されるようになれば、民間事業者の参加促進につながることになり、当委員会とし

ても歓迎される状況となる。	 

一方、各府省との意見交換では会計法での複数年契約を話題にすると、財政上の問題

で難しいとの回答が多く、積極的に推進されることが難しい状況であると考えている。

2017 年度の契約状況では、根拠法が会計法である案件のうち、複数年契約は 7 本にとど

まっている。また会計法で複数年契約となっている 7 案件のうち、3 案件は公サ法の適

用に伴い複数年契約化され、会計法でも複数年契約が維持された案件となっている。こ

のような状況を踏まえ、公的統計調査業務において複数年契約を推進していくためには、

会計法から公サ法に移行させ、複数年契約を導入していく方法が考えられる。	 

競争性に問題のある事業等が公サ法の選定対象となることから、各府省は一者応札が

続いている会計法案件について、競争性の向上と民間事業者の参入促進の観点から積極

的に公サ法へ移行させ、公サ法から会計法に戻った後も公サ法と同様の仕様書づくりと

複数年契約を継続することを検討して頂きたい。	 

	 

表 4-1-1-5	 公的統計調査業務における複数年契約の推移	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

注 1 表中の単位：本となっている。 

注 2 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

内閣府 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

総務省 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 

財務省 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

文部科学省 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

厚生労働省 0 3 0 2 2 2 2 2 2 3 

農林水産省 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 

経済産業省 0 1 1 2 2 1 4 5 5 5 

国土交通省 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

環境省 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

合計 6 15 17 16 16 15 18 19 22 22 
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4.1.2	 公的統計調査における調査手法別の民間活用の推移と展望	 

調査手法別の契約状況の推移を見ると、単一調査手法では郵送調査で実施した公的統

計調査が 2013 年度まで増加傾向であったものの、2014 年度以降は減少傾向となってい

る。一方、併用型の調査手法では郵送･オンライン併用型の調査手法が増加傾向にあり、

2014 年度以降は 40 本以上の公的統計調査で採用されるようになった。	 

郵送･オンライン調査併用型が増加した背景としては、2014 年 3 月に閣議決定された

第Ⅱ期基本計画にオンライン調査の推進が明示され、政府統計共同利用システムのオン

ライン調査機能の利用が増加したことや平成 27 年度に実施された国勢調査のオンライ

ン回答率が約 37%と高い水準であったことの影響が大きい。	 

公的統計調査における調査手法は、業務効率化とコスト削減の観点から調査員調査か

ら郵送調査へ調査手法が移行され、回収率向上の観点から郵送･オンライン調査の併用

型となり、この調査手法が定着している。第Ⅲ期基本計画では、郵送調査を中心に民間

事業者の活用を推進することが明示され、公的統計調査が郵送調査を主体とした調査手

法に変更されることは、公的統計市場の拡大につながることとなり、民間事業者側とし

ては歓迎される流れとなってきている。	 

	 

表 4-1-2-1	 公的統計調査における調査手法別の民間活用の推移	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

注 1 表中の数字は契約本数を表しており、単位：本となっている。 

注 2 ( )内は、構成比：%を表している。 

注 3 構成比は小数点第 1 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 

注 4 個別数字の計と合計値が合わない場合は、四捨五入の関係による。 

注 5 2013 年度以降は｢電子メール｣｢電話自動応答システム等｣をオンライン調査の範疇に入れている。 

注 6 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を含めている。	 	 

 

-10- 

4.2	 ＪＭＲＡ会員社における調査インフラ等の整備状況と課題	 

当委員会では、ＪＭＲＡ会員社の調査インフラ等の整備状況や公的統計調査業務への

対応状況を把握することを目的に、2008 年度から 2016 年度までの 9 年間にわたり、調

査を行っている。9 年間実施してきた会員社調査の結果を基にＪＭＲＡ会員社の調査イ

ンフラ等の整備状況を整理し、ＪＭＲＡ会員社が公的統計調査業務の受け皿となるため

のインフラ面での課題について、以下に記載する。	 

	 

4.2.1	 ＪＭＲＡ会員社における資格保有状況と課題	 

(1)	 ＪＭＲＡ会員社の全省庁統一資格の登録状況と課題への対応	 

当委員会が実施している会員社調査の結果から府省の入札参加に必要な全省庁統一

資格に登録しているＪＭＲＡ会員社は、2008 年度に｢Ａランク｣が 4 社、｢Ｂランク｣が 5

社、｢Ｃランク｣が 11 社の計 20 社であったのに対し、2016 年度には｢Ａランク｣が 4 社、

｢Ｂランク｣が 7 社、｢Ｃランク｣が 17 社、｢Ｄランク｣が 2 社の計 30 社と登録事業者全体

で 10 社増となっている。表 4-2-1-1 から府省の公的統計調査業務は、すべての資格ラ

ンクの事業者で受託されており、登録事業者数の増加は、公的統計調査業務の受け皿と

なる民間調査会社の増加につながっているといえる。また資格ランク別では、2008 年度

から｢Ｂランク｣が 2 社増加しているものの、｢Ａランク｣は同数となっており、この 9 年

間での大きな変動は見られない。今後、公的統計調査における民間活用が一層拡大され、

委託案件数の増加だけでなく委託の範囲や委託の規模の拡大が想定されることから、現

在の｢Ａランク｣及び｢Ｂランク｣の事業者だけでは受けきれない状況となることが考え

られる。この状況から、発注者側である府省と受託者側である民間事業者が連携し、｢Ａ

ランク｣及び｢Ｂランク｣の登録事業者の増加につながる施策に取り組むことが重要であ

る。	 

	 

表 4-2-1-1	 委託先別・全省庁統一資格ランク別の契約状況(2016 年度)	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

注 1 表中の金額は単位：百万円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

注 4 本表は当委員会で調べた落札情報を全省庁統一資格ランク別に整理したものである。 

 

 

資格ランク Ａランク Ｂランク
( ＪＶ含む ) Ｃランク Ｄランク 計

ＪＭＲＡ
契約金額 1,688 1,994 1,150 0 4,832

契約本数 5 23 9 0 37

シンクタンク
契約金額 449 0 45 0 495

契約本数 3 0 1 0 4

その他民間
契約金額 559 63 228 7 857

契約本数 6 1 28 3 38

団　体
契約金額 0 103 100 4 208

契約本数 0 4 7 2 13

合　計
契約金額 2,696 2,160 1,523 12 6,391

契約本数 14 28 45 5 92

調査員調査 7(14) 4(	 5) 5(	 6) 6(	 7) 7(	 7) 6(	 6) 5(	 6) 9(10) 6(	 6) 7(	 7)

郵送調査 21(43) 22(29) 26(31) 25(30) 28(26) 33(34) 20(22) 18(19) 17(18) 18(17)

ｵﾝﾗｲﾝ調査 0(	 0) 1(	 1) 2(	 2) 2(	 2) 5(	 5) 2(	 2) 2(	 2) 2(	 2) 3(	 3) 6(	 6)

調査員･ｵﾝﾗｲﾝ調査 0(	 0) 0(	 0)0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 1(	 1) 1(	 1) 1(	 1) 0(	 0)

郵送･調査員調査 3(	 6) 9(12) 8(	 9) 7(	 8) 6(	 6) 6(	 6) 7(	 8) 4(	 4) 5(	 5) 3(	 3)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ調査 15(31) 30(40) 35(41) 34(40) 47(44) 38(39) 40(45) 43(46) 47(50) 54(51)

郵送･FAX調査 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ･電話
調査

1(	 2) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ･FAX
調査

2(	 4) 4(	 5) 4(	 5) 5(	 6) 7(	 7)7(	 7) 7(	 7) 7(	 8) 10(11) 7(	 7)7(	 7) 7(	 7)

郵送･ｵﾝﾗｲ･調査員
調査

0(	 0) 2(	 3) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 3(	 3) 4(	 4) 5(	 5) 7(	 7)

郵送･調査員･ｵﾝﾗｲ
ﾝ･FAX調査

0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2) 3(	 3) 2(	 2)

ｵﾝﾗｲﾝ･電話･FAX
調査

0(	 0) 1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･調査員･ｵﾝﾗｲ
ﾝ･電話･FAX調査

0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)

その他 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

合計 49(100) 77(100) 85(100) 84(100) 106(100) 97(100) 89(100) 94(100) 95(100) 105(100)

2014 2015 2016 201720132008 2009 2010 2011 2012



− 99 −
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4.1.2	 公的統計調査における調査手法別の民間活用の推移と展望	 

調査手法別の契約状況の推移を見ると、単一調査手法では郵送調査で実施した公的統

計調査が 2013 年度まで増加傾向であったものの、2014 年度以降は減少傾向となってい

る。一方、併用型の調査手法では郵送･オンライン併用型の調査手法が増加傾向にあり、

2014 年度以降は 40 本以上の公的統計調査で採用されるようになった。	 

郵送･オンライン調査併用型が増加した背景としては、2014 年 3 月に閣議決定された

第Ⅱ期基本計画にオンライン調査の推進が明示され、政府統計共同利用システムのオン

ライン調査機能の利用が増加したことや平成 27 年度に実施された国勢調査のオンライ

ン回答率が約 37%と高い水準であったことの影響が大きい。	 

公的統計調査における調査手法は、業務効率化とコスト削減の観点から調査員調査か

ら郵送調査へ調査手法が移行され、回収率向上の観点から郵送･オンライン調査の併用

型となり、この調査手法が定着している。第Ⅲ期基本計画では、郵送調査を中心に民間

事業者の活用を推進することが明示され、公的統計調査が郵送調査を主体とした調査手

法に変更されることは、公的統計市場の拡大につながることとなり、民間事業者側とし

ては歓迎される流れとなってきている。	 

	 

表 4-1-2-1	 公的統計調査における調査手法別の民間活用の推移	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

注 1 表中の数字は契約本数を表しており、単位：本となっている。 

注 2 ( )内は、構成比：%を表している。 

注 3 構成比は小数点第 1 位を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。 

注 4 個別数字の計と合計値が合わない場合は、四捨五入の関係による。 

注 5 2013 年度以降は｢電子メール｣｢電話自動応答システム等｣をオンライン調査の範疇に入れている。 

注 6 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を含めている。	 	 
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4.2	 ＪＭＲＡ会員社における調査インフラ等の整備状況と課題	 

当委員会では、ＪＭＲＡ会員社の調査インフラ等の整備状況や公的統計調査業務への

対応状況を把握することを目的に、2008 年度から 2016 年度までの 9 年間にわたり、調

査を行っている。9 年間実施してきた会員社調査の結果を基にＪＭＲＡ会員社の調査イ

ンフラ等の整備状況を整理し、ＪＭＲＡ会員社が公的統計調査業務の受け皿となるため

のインフラ面での課題について、以下に記載する。	 

	 

4.2.1	 ＪＭＲＡ会員社における資格保有状況と課題	 

(1)	 ＪＭＲＡ会員社の全省庁統一資格の登録状況と課題への対応	 

当委員会が実施している会員社調査の結果から府省の入札参加に必要な全省庁統一

資格に登録しているＪＭＲＡ会員社は、2008 年度に｢Ａランク｣が 4 社、｢Ｂランク｣が 5

社、｢Ｃランク｣が 11 社の計 20 社であったのに対し、2016 年度には｢Ａランク｣が 4 社、

｢Ｂランク｣が 7 社、｢Ｃランク｣が 17 社、｢Ｄランク｣が 2 社の計 30 社と登録事業者全体

で 10 社増となっている。表 4-2-1-1 から府省の公的統計調査業務は、すべての資格ラ

ンクの事業者で受託されており、登録事業者数の増加は、公的統計調査業務の受け皿と

なる民間調査会社の増加につながっているといえる。また資格ランク別では、2008 年度

から｢Ｂランク｣が 2 社増加しているものの、｢Ａランク｣は同数となっており、この 9 年

間での大きな変動は見られない。今後、公的統計調査における民間活用が一層拡大され、

委託案件数の増加だけでなく委託の範囲や委託の規模の拡大が想定されることから、現

在の｢Ａランク｣及び｢Ｂランク｣の事業者だけでは受けきれない状況となることが考え

られる。この状況から、発注者側である府省と受託者側である民間事業者が連携し、｢Ａ

ランク｣及び｢Ｂランク｣の登録事業者の増加につながる施策に取り組むことが重要であ

る。	 

	 

表 4-2-1-1	 委託先別・全省庁統一資格ランク別の契約状況(2016 年度)	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

注 1 表中の金額は単位：百万円、本数は単位：本となっている。 

注 2 複数年契約は契約金額を契約年数で除した金額または実際の単年度契約金額を計上している。 

注 3 契約者、契約金額等入札情報が非公表の案件を除いている。 

注 4 本表は当委員会で調べた落札情報を全省庁統一資格ランク別に整理したものである。 

 

 

資格ランク Ａランク
Ｂランク
(ＪＶ含む)

Ｃランク Ｄランク 計

契約金額 1,688 1,994 1,150 0 4,832

契約本数 5 23 9 0 37

契約金額 449 0 45 0 495

契約本数 3 0 1 0 4

契約金額 559 63 228 7 857

契約本数 6 1 28 3 38

契約金額 0 103 100 4 208

契約本数 0 4 7 2 13

契約金額 2,696 2,160 1,523 12 6,391

契約本数 14 28 45 5 92

シンクタンク

その他の民間

団体

合計

ＪＭＲＡ会員社

調査員調査 7(14) 4(	 5) 5(	 6) 6(	 7) 7(	 7) 6(	 6) 5(	 6) 9(10) 6(	 6) 7(	 7)

郵送調査 21(43) 22(29) 26(31) 25(30) 28(26) 33(34) 20(22) 18(19) 17(18) 18(17)

ｵﾝﾗｲﾝ調査 0(	 0) 1(	 1) 2(	 2) 2(	 2) 5(	 5) 2(	 2) 2(	 2) 2(	 2) 3(	 3) 6(	 6)

調査員･ｵﾝﾗｲﾝ調査 0(	 0) 0(	 0)0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 1(	 1) 1(	 1) 1(	 1) 0(	 0)

郵送･調査員調査 3(	 6) 9(12) 8(	 9) 7(	 8) 6(	 6) 6(	 6) 7(	 8) 4(	 4) 5(	 5) 3(	 3)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ調査 15(31) 30(40) 35(41) 34(40) 47(44) 38(39) 40(45) 43(46) 47(50) 54(51)

郵送･FAX調査 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ･電話
調査

1(	 2) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･ｵﾝﾗｲﾝ･FAX
調査

2(	 4) 4(	 5) 4(	 5) 5(	 6) 7(	 7)7(	 7) 7(	 7) 7(	 8) 10(11) 7(	 7)7(	 7) 7(	 7)

郵送･ｵﾝﾗｲ･調査員
調査

0(	 0) 2(	 3) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 3(	 3) 4(	 4) 5(	 5) 7(	 7)

郵送･調査員･ｵﾝﾗｲ
ﾝ･FAX調査

0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2)2(	 2) 2(	 2) 3(	 3) 2(	 2)

ｵﾝﾗｲﾝ･電話･FAX
調査

0(	 0) 1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

郵送･調査員･ｵﾝﾗｲ
ﾝ･電話･FAX調査

0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)

その他 0(	 0) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1)1(	 1) 1(	 1) 2(	 2) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)0(	 0) 0(	 0)

合計 49(100) 77(100) 85(100) 84(100) 106(100) 97(100) 89(100) 94(100) 95(100) 105(100)

2014 2015 2016 201720132008 2009 2010 2011 2012
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(2)	 ＪＭＲＡ会員社のＩＳＯ20252 の認証取得状況と課題	 

民間調査会社の品質保証に対する取り組み指標の一つとして、国際規格であるＩＳＯ

9001 やＩＳＯ20252 等の認証取得件数があげられる。ＩＳＯ9001 がマネジメントシステ

ムに対する認証であるのに対し、個々の業務単位でのプロセスを認証するのがＩＳＯ

20252となっている。このＩＳＯ20252を取得している企業数は 2010年に 2社が取得し、

以降取得企業数が増え続け、現在では 8 社となっている。ＩＳＯ20252 の取得及び維持

するためには、人材と経費の確保が必要であり、認証企業が劇的に増加するような状況

ではないが、毎年取得を検討する企業があるため、数年のうちには認証企業数が 2 桁に

なると考えている。	 

公的統計調査における民間活用が拡大する状況の中で、府省では公的統計調査におけ

る民間活用の標準的な指針である｢統計調査における民間事業者の活用に係るガイドラ

イン(2017 年 3 月改正)｣において、公的統計調査業務におけるプロセス保証の導入を明

示した。公的統計調査業務におけるプロセス保証は、ＩＳＯ20252 の要求事項に基づき

作成された一般社団法人日本品質管理学会が発行する規格の｢公的統計調査のプロセス

－指針と要求事項｣に沿った内容となっている。今後、公的統計調査業務を受託した場

合は、ＩＳＯ20252 と同様の要求事項が求められるため、公的統計市場への参入を目指

す企業のＩＳＯ20252 の認証取得が考えられる。また、市場･世論･社会調査におけるア

クセスパネルの国際規格であるＩＳＯ26362 がＩＳＯ20252 に組み込まれることが決定

しており、インターネットリサーチを主体としている民間調査会社も含めたＩＳＯ

20252 認証取得の検討が進められ、ＩＳＯ20252 認証企業数の増加につながることを期

待している。	 

 
(3)	 ＪＭＲＡ会員社の統計専門資格の保有状況と課題	 

当委員会で実施している会員社調査では、各社の社員における統計調査のスキルを測

る資格として、一般社団法人日本統計学会の｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣の受験者数

及び資格保有者数の調査を行っている。表 4-2-1-2 は、｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣

の受験者数を整理した表となっており、この結果を見ると、ＪＭＲＡ会員社からの受験

者数は、両資格とも 2014 年度に大幅な減少となっている。これは 2013 年度までに在籍

する社員の受験が概ね終了し、新たに入社した社員を中心とした受験に移行したことに

起因していると考えられる。	 

	 

表 4-2-1-2	 統計調査士･専門統計調査士の受験者数	 

	 

総受験者数 ＪＭＲＡ受験者数 ＪＭＲＡの比率 総受験者数 ＪＭＲＡ受験者数 ＪＭＲＡの比率

2011 286 218 76.2% 258 249 96.5%

2012 302 196 64.9% 205 161 78.5%

2013 403 133 33.0% 229 111 48.5%

2014 410 55 13.4% 227 45 19.8%

2015 404 56 13.9% 209 40 19.1%

2016 452 54 11.9% 257 40 15.6%

2017 424 45 10.6% 272 44 16.2%

統計調査士 専門統計調査士
種別
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出典 総受験者数は統計検定ホームページ、ＪＭＲＡからの団体・単独申込者のデータから算出 

表 4-2-1-3 は、ＪＭＲＡ会員社の｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣の資格保有者数を整

理した表となっており、この結果をみると、2014 年度の統計調査士の資格保有者 266

人(1 社当たり 17.7 人)、専門統計調査士の資格保有者 272 人(1 社当たり 17.0 人)をピ

ークに減少傾向となっている。	 

	 

表 4-2-1-3	 ＪＭＲＡ会員社の統計調査士･専門統計調査士資格保有者数	 

	 

注 1 １社当たりの資格保有人数は、資格保有人数を回答社数で除している。 

	 

民間調査会社が公的統計調査業務の受け皿となるためには、統計調査に必要な知識を

持った人材を十分に確保しておくことが重要だと考えており、統計の専門資格である

｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣の資格保有者が減少していることは、当委員会としても

喫緊の課題であると受け止めている。当委員会では、この状況を改善するため、2014

年度から｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣の資格取得に向けた受験対策講座を実施して

いる。表 4-2-1-4 は、受験対策講座の受講者数を整理した表となっており、講座開始当

初の 2014 年度には 49 人であったのに対して、2017 年度は 115 人と受講者数が倍増して

いる。これは当委員会が行っているＪＭＲＡ内外への広報周知活動によるもので、民間

調査会社の統計人材の確保のため、引き続き｢統計調査士｣｢専門統計調査士｣の資格保有

者数の増加に向けた取り組みを行っていく所存である。	 

	 

表 4-2-1-4	 統計調査士・専門統計調査士受験対策講座の受講者数の推移	 

 
注 1 受講者合計は、1 人の受講者が複数講座を受講した場合も 1 人とカウントしている。  

回答社数 資格保有人数
1社当たりの
資格保有人数

回答社数 資格保有人数
1社当たりの
資格保有人数

2012 13 73 5.6 12 127 10.6

2013 14 205 14.6 14 178 12.7

2014 15 266 17.7 16 272 17.0

2015 20 227 11.4 20 227 11.4

2016 24 238 9.9 23 240 10.4

専門統計調査士

種別

統計調査士

2014 2015 2016 2017

統計学基礎講座 6 12 10 22

統計学応用講座 6 6 10 38

	 相関/時系列データ － － － 16
	 予測/要因分析 － － － 11
	 構造分析 － － － 11
データの利活用講座 12 6 10 21

公的統計実務講座 15 15 16 22

調査実施実務講座 10 10 12 12

受講者合計 49 49 58 115

講座名
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4.2.2	 ＪＭＲＡ会員社における調査員の保有状況と課題	 

(1)	 調査員の保有状況	 

ＪＭＲＡ会員社の中で調査員を保有している企業数は、2008 年度に 44 社であったの

に対し、2016 年度では 33 社と 11 社減少し、調査手法別に見ても全調査手法で調査員を

保有する企業数が減少している。巻末資料の｢ＪＭＲＡ会員社調査の 10 年を振り返る｣

に記載している通り、調査員調査の実施本数が 2014 年度から 2016 年度の 2 年間で半減

しており、調査員保有社の減少は調査員調査のニーズが減少していることに起因してい

ると考えられる。この状況は官公庁の調査業務でも同様の傾向にあり、2012 年に 88 本

の調査員調査の受託があったのに対し、2016 年には 67 本と 21 本の減少となっている。	 

	 

表 4-2-2-1	 ＪＭＲＡ会員社の調査手法別の調査員保有社数の推移	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

注 1 表中の単位：社となっている。 

注 2 手法間の重複カウントを許容しているため、各項目の合計値と合計欄の値は一致しない。 

注 3 2015 年度は｢来店客･来街者｣の調査員保有状況の質問を調査項目から除外している。	 

	 

調査員を保有する企業が減少する一方で、保有調査員数に関しては 2009 年度に平均

で 532.7 人であったのに対し、2016 年度では 547.1 人と微増となっている。調査手法別

に見ると、ミステリーショッパーと電話調査で大幅な減少が見られ、訪問調査員やＣＬ

Ｔでは微増となっている。近年、調査員を取り巻く環境は｢調査員の高齢化｣や｢調査員

のなり手の減少｣等の理由から、人材の確保が難しい状況となっている。このような環

境の中で、調査員を保有している企業では、調査員を確保するための様々な取り組みを

行っていると考えられる。2016 年度の会員社調査の結果では、調査員を保有する企業の

すべてが何らかの募集を行っており、調査員確保に注力していることとして、｢既存調

査員から紹介｣や｢パートナー会社の利用｣等の取り組みをあげている。	 

調査員を保有する企業の調査員の維持・確保の取り組みが、今後も継続されていくよ

うに、当委員会としては調査員を活用するシーンを増やすように府省に働きかけていく

ことが重要であると考えている。	 
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合計 44 44 32 40 38 35 27 33 33
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一方、民間調査会社の調査手法別の対応力については、訪問調査の対応力に変化はな

いものの、事業所･企業を対象とした郵送調査では、プロジェクト単位で対応可能なサ

ンプル数が増加している。これは、事業所・企業を対象とした公的統計調査の手法が、

訪問調査から郵送調査主体の手法に移行され、郵送調査(事業所・企業)への参入意向が

高い民間調査会社を中心にインフラの整備が進んだと考えられる。第Ⅲ期基本計画では、

｢限られた統計調査員のリソースを有効に活用する観点から、事業所･企業等を対象とす

る公的統計調査について、調査ごとの特性や事業所母集団データベースの整備状況、結

果精度の確保に留意しつつ、統計棚卸し等も踏まえ、可能な限り郵送･オンライン調査

への段階的な移行を検討する。｣と明示され、公的統計調査の調査手法が郵送調査主体

に移行されることが明白であり、公的統計調査業務への参入意向を持つ民間調査会社が、

事業所･企業を対象とした郵送調査への対応力をより一層高めていくと考えられる。	 

	 

表 4-2-3-1	 公的統計調査における調査手法別の対応可能なサンプル数	 

	 

注 1 調査手法別の対応力に関する調査項目は 2015・2016 年度のみ実施している。 

注 2 回答は自社での対応可能なプロジェクト単位の最大サンプル数としている。 

	 

4.3	 府省への提言と今後の委員会活動	 

4.3.1	 民間調査会社の公的統計調査業務への参入課題と府省への提言	 

当委員会が実施している会員社調査では、2008 年度から 2016 年度までの 9 年間にお

いて、官公庁の公的統計調査業務への参入意向をきいている。その結果を見ると、2008

年度では売上規模 6 億円以上の会員社が 9 割、売上規模 5 億円台以下の会員社が 5 割の

参入意向を示していたのに対し、2016 年度では売上規模 6 億円以上の会員社が 6 割、売

上規模 5 億円台以下の会員社が 3 割とそれぞれ参入意向が減少している。	 

会員社調査では、2008 年度から 2015 年度までの各年度における官公庁と民間の委託

業務の直接経費割合をきいており、その結果では一貫して官公庁の直接経費割合が高く、

官公庁の委託業務は民間の委託業務よりも収益性が低いといえる。このことから、官公

庁の委託業務は民間調査会社にとって魅力の薄い案件と言える。	 

官公庁の委託業務の収益性の低さは、公的統計調査業務においても該当する。当委員

会で実施している会員社調査では、各年度とも府省の公的統計調査業務への参入を考え

る条件や公的統計調査業務に対する意見を自由記述できいており、その結果から参入障

壁となっているのは、収益性の低さを指摘する回答が最も多く、他社応札額(低価格入

札)と価格感のギャップ、入札説明書・仕様書や評価プロセスの不透明さ、大型業務へ

の対応力不足などがあがっている。公的統計調査業務は民間活用の拡大が予想されるも

のの、ＪＭＲＡ会員社の中でも受け皿となる事業者が限定されてきており、公的統計調

社数 平均値 最大値 中央値 社数 平均値 最大値 中央値

訪問調査(事業所･企業) 11 6,243 30,000 2,000 10 8,780 30,000 3,000

訪問調査(一般世帯･個人) 12 10,800 30,000 5,000 11 11,745 30,000 5,000

郵送調査(事業所･企業) 19 268,821 1,500,000 20,000 12 324,000 2,000,000 50,000

郵送調査(一般世帯･個人) 15 223,667 1,500,000 20,000 13 150,615 1,000,000 50,000

2015年度 2016年度
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査業務への参入意向が高まらなければ、現在の受け皿となっている事業者が飽和し、委

託業務の受け手がいない状況となることも考えられる。この状況を改善するためには、

公的統計調査業務が新たに受け皿となる民間事業者から魅力のある案件だと認識され

る必要がある。	 

そこで、当委員会では民間事業者から府省の統計調査業務が魅力ある案件と認識され、

参入意向が高まるように以下の提案を行う。また当委員会のガイドライン推進小委員会

からは、｢統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン｣の内容に沿った提案

を記載しているので、併せてご検討頂きたい(｢3.2 ガイドライン推進小委員会｣参照)。	 

	 

(1)	 調達方法に関する提言	 

①	 予定価格の開示と最低制限価格の設定	 

最低価格落札方式では、新規参入事業者等による実績づくりのため、事業収益に見合

わない低価格入札から、品質の低下を招いた調達案件のことを耳にすることが度々ある。

低価格入札については、ＪＭＲＡ会員社から府省の委託業務への参入障壁の一つとして

意見があげられており、参入意欲が削がれる行為といえる。低価格入札を抑制するため

の一つの方策として、最低制限価格制度の採用があげられる。公的統計調査業務の調達

においては、ほとんどの府省で低入札価格調査制度が採用され、最低制限価格制度が採

用されていないのが現状である。このような状況から、委託者側の求める品質と受託事

業者側の収益性を最低限保証する入札の仕組みとして、最低制限価格制度の採用を提案

する。	 

公的統計調査業務では、契約金額が単年度ベースで 1 億円を超える大型の調達案件が

複数あり、統計改革の流れや第Ⅲ期基本計画の推進状況によっては、同規模の調達案件

が増えてくることも予想される。総合評価落札方式の入札に当たっては、入札積算の他

に企画提案書の作成や応札要件資料の作成など、準備に多大な人工が掛かり、参入障壁

の要素となることが考えられる。そこで、総合評価落札方式では、予定価格の開示につ

いての検討を提案する。予定価格の開示がされれば、品質の確保と事業の採算性を考慮

し、入札準備に取り掛かる前に応札の判断を行うことができるようになる。民間事業者

側としては、入札準備に係る人工削減の観点から、予定価格の開示についての検討も行

って頂きたいと考えている。	 

②	 総合評価の評価方法等の改善	 

当委員会では、最低価格落札方式が時に低価格落札を招き、事業者の収益が損なわれ

品質低下の要因となり、委託者・受託者の双方が不満の残る結果となることを指摘した。

そこで、総合評価落札方式は価格だけでなく、業務遂行能力等を踏まえた選定方法とし

て評価してきた。しかしながら、競争事例によっては価格偏重の入札となり、総合評価

落札方式といえども低価格競争の解消には至っていないケースも出てきている。各府省

の統計主管部局への表敬訪問では、技術評価で優秀な応札者が価格評価で覆り、委託者

側として不満が残るケースがあることについて話題となることがあった。民間調査会社

の持つノウハウや技術力を求めている調達案件に関しては、現状の総合評価の評価配分

を技術評価に比重を置く等、評価配分の見直しができる仕組みについて検討頂きたい。
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一方、民間調査会社の調査手法別の対応力については、訪問調査の対応力に変化はな

いものの、事業所･企業を対象とした郵送調査では、プロジェクト単位で対応可能なサ

ンプル数が増加している。これは、事業所・企業を対象とした公的統計調査の手法が、

訪問調査から郵送調査主体の手法に移行され、郵送調査(事業所・企業)への参入意向が

高い民間調査会社を中心にインフラの整備が進んだと考えられる。第Ⅲ期基本計画では、

｢限られた統計調査員のリソースを有効に活用する観点から、事業所･企業等を対象とす

る公的統計調査について、調査ごとの特性や事業所母集団データベースの整備状況、結

果精度の確保に留意しつつ、統計棚卸し等も踏まえ、可能な限り郵送･オンライン調査

への段階的な移行を検討する。｣と明示され、公的統計調査の調査手法が郵送調査主体

に移行されることが明白であり、公的統計調査業務への参入意向を持つ民間調査会社が、

事業所･企業を対象とした郵送調査への対応力をより一層高めていくと考えられる。	 

	 

表 4-2-3-1	 公的統計調査における調査手法別の対応可能なサンプル数	 

	 

注 1 調査手法別の対応力に関する調査項目は 2015・2016 年度のみ実施している。 

注 2 回答は自社での対応可能なプロジェクト単位の最大サンプル数としている。 

	 

4.3	 府省への提言と今後の委員会活動	 

4.3.1	 民間調査会社の公的統計調査業務への参入課題と府省への提言	 

当委員会が実施している会員社調査では、2008 年度から 2016 年度までの 9 年間にお

いて、官公庁の公的統計調査業務への参入意向をきいている。その結果を見ると、2008

年度では売上規模 6 億円以上の会員社が 9 割、売上規模 5 億円台以下の会員社が 5 割の

参入意向を示していたのに対し、2016 年度では売上規模 6 億円以上の会員社が 6 割、売

上規模 5 億円台以下の会員社が 3 割とそれぞれ参入意向が減少している。	 

会員社調査では、2008 年度から 2015 年度までの各年度における官公庁と民間の委託

業務の直接経費割合をきいており、その結果では一貫して官公庁の直接経費割合が高く、

官公庁の委託業務は民間の委託業務よりも収益性が低いといえる。このことから、官公

庁の委託業務は民間調査会社にとって魅力の薄い案件と言える。	 

官公庁の委託業務の収益性の低さは、公的統計調査業務においても該当する。当委員

会で実施している会員社調査では、各年度とも府省の公的統計調査業務への参入を考え

る条件や公的統計調査業務に対する意見を自由記述できいており、その結果から参入障

壁となっているのは、収益性の低さを指摘する回答が最も多く、他社応札額(低価格入

札)と価格感のギャップ、入札説明書・仕様書や評価プロセスの不透明さ、大型業務へ

の対応力不足などがあがっている。公的統計調査業務は民間活用の拡大が予想されるも

のの、ＪＭＲＡ会員社の中でも受け皿となる事業者が限定されてきており、公的統計調

社数 平均値 最大値 中央値 社数 平均値 最大値 中央値

訪問調査(事業所･企業) 11 6,243 30,000 2,000 10 8,780 30,000 3,000

訪問調査(一般世帯･個人) 12 10,800 30,000 5,000 11 11,745 30,000 5,000

郵送調査(事業所･企業) 19 268,821 1,500,000 20,000 12 324,000 2,000,000 50,000

郵送調査(一般世帯･個人) 15 223,667 1,500,000 20,000 13 150,615 1,000,000 50,000

2015年度 2016年度
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査業務への参入意向が高まらなければ、現在の受け皿となっている事業者が飽和し、委

託業務の受け手がいない状況となることも考えられる。この状況を改善するためには、

公的統計調査業務が新たに受け皿となる民間事業者から魅力のある案件だと認識され

る必要がある。	 

そこで、当委員会では民間事業者から府省の統計調査業務が魅力ある案件と認識され、

参入意向が高まるように以下の提案を行う。また当委員会のガイドライン推進小委員会

からは、｢統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン｣の内容に沿った提案

を記載しているので、併せてご検討頂きたい(｢3.2 ガイドライン推進小委員会｣参照)。	 

	 

(1)	 調達方法に関する提言	 

①	 予定価格の開示と最低制限価格の設定	 

最低価格落札方式では、新規参入事業者等による実績づくりのため、事業収益に見合

わない低価格入札から、品質の低下を招いた調達案件のことを耳にすることが度々ある。

低価格入札については、ＪＭＲＡ会員社から府省の委託業務への参入障壁の一つとして

意見があげられており、参入意欲が削がれる行為といえる。低価格入札を抑制するため

の一つの方策として、最低制限価格制度の採用があげられる。公的統計調査業務の調達

においては、ほとんどの府省で低入札価格調査制度が採用され、最低制限価格制度が採

用されていないのが現状である。このような状況から、委託者側の求める品質と受託事

業者側の収益性を最低限保証する入札の仕組みとして、最低制限価格制度の採用を提案

する。	 

公的統計調査業務では、契約金額が単年度ベースで 1 億円を超える大型の調達案件が

複数あり、統計改革の流れや第Ⅲ期基本計画の推進状況によっては、同規模の調達案件

が増えてくることも予想される。総合評価落札方式の入札に当たっては、入札積算の他

に企画提案書の作成や応札要件資料の作成など、準備に多大な人工が掛かり、参入障壁

の要素となることが考えられる。そこで、総合評価落札方式では、予定価格の開示につ

いての検討を提案する。予定価格の開示がされれば、品質の確保と事業の採算性を考慮

し、入札準備に取り掛かる前に応札の判断を行うことができるようになる。民間事業者

側としては、入札準備に係る人工削減の観点から、予定価格の開示についての検討も行

って頂きたいと考えている。	 

②	 総合評価の評価方法等の改善	 

当委員会では、最低価格落札方式が時に低価格落札を招き、事業者の収益が損なわれ

品質低下の要因となり、委託者・受託者の双方が不満の残る結果となることを指摘した。

そこで、総合評価落札方式は価格だけでなく、業務遂行能力等を踏まえた選定方法とし

て評価してきた。しかしながら、競争事例によっては価格偏重の入札となり、総合評価

落札方式といえども低価格競争の解消には至っていないケースも出てきている。各府省

の統計主管部局への表敬訪問では、技術評価で優秀な応札者が価格評価で覆り、委託者

側として不満が残るケースがあることについて話題となることがあった。民間調査会社

の持つノウハウや技術力を求めている調達案件に関しては、現状の総合評価の評価配分

を技術評価に比重を置く等、評価配分の見直しができる仕組みについて検討頂きたい。
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また各府省との意見交換では、統計人材の削減による業務効率化や回収率・記入率など

の質の向上の観点から、民間調査会社の持つ新技術・新手法の公的統計調査業務への活

用が話題となることも多い。府省が民間調査会社の持つ新技術・新手法の提案を求める

場合は、提案内容を提案者固有の技術やノウハウとして取扱い、その情報が競合他社に

漏れないように、秘密保持契約等の契約上の配慮をする必要がある。総合評価落札方式

において、技術提案力重視の評価や契約上の配慮が行われれば、民間事業者側からは魅

力ある案件として認識されると共に、府省にとって有効な新技術・新手法が提案される

可能性もある。	 

③	 入札説明書・仕様書の標準化	 

公的統計調査業務において、入札説明書・仕様書は民間事業者側が調達案件の応札に

当たり、事業コストの算定と委託者側が求める品質を確認するための最も重要な判断材

料として捉えている。そのため適切な入札説明書・仕様書とは、応札判断に必要な情報

量が多く、業務の具体的な内容や手順、求められる品質の水準(回収率、記入率等)、既

往事業の実施状況等が詳細に記されており、委託者と受託者の認識のギャップを埋めら

れるものであることが重要である。当委員会の活動の一環として、公サ法適用案件に照

準を当て、実際の調達に使用されている実施要項の評価を行ってきた。その結果、公サ

法適用案件で使用されている実施要項は、｢実施要項作成時における競争性改善上のチ

ェックポイント｣に基づき作成され、事業コストを適切に算定できる優れた入札仕様で

あると評価してきた。このことから、会計法案件についても公サ法適用案件における｢実

施要項作成時における競争性改善上のチェックポイント｣と同様の手引きの整備を提案

する。	 

	 

(2)	 契約方法に関する提言	 

①	 複数年契約の導入	 

当委員会では発足以来、業務におけるコスト削減や安定的な経営の観点から、複数年

契約の民間事業者におけるメリットを述べてきた。統計改革により大型統計調査の民間

委託が増えつつあり、公的統計市場の拡大と委託業務の大型化は、民間調査会社として

歓迎されるものである。一方で、委託業務が大型になればなるほど、単年度契約では経

営の不安定要素になりえるという側面があり、｢委託契約の長期化｣がガイドラインに引

き続き盛り込まれたことは、経営の安定化の観点から、民間調査会社の参入意向が高ま

ると考えられる。現状では、公サ法適用案件や公サ法適用案件から終了プロセスに移行

した会計法案件が中心となって複数年契約が行われているが、新たに公的統計調査業務

の受け皿となる民間調査会社の育成や公的統計市場への参入意向醸成の観点から、会計

法案件でも複数年契約の採用が望まれる。	 

②	 変更契約の導入	 

公的統計調査業務においては、業務コストが適切に算定することができる優れた入札

仕様となっていた場合でも、社会情勢や業務環境等の要因によって、想定した成果と乖

離する結果となることがある。また継続性のある公的統計調査では、調達時には、業務

量算定に係る数量が固まっていないことがあり、契約締結後に数量が固まるといったケ
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ースが度々ある。このような場合、委託者・受託者のどちらかが負担するといった状況

になることもあり、負担者側が受託者となった場合は収益性に影響することになる。大

型の委託業務では数量の変更や回収率等が乖離し、受託者側が負担することとなった場

合、経営の悪化に直結することも考えられる。公的統計調査業務において参入障壁とな

っている一番の要因は｢収益性の低さ｣であり、契約後の受託者の責任ではない仕様の変

更に関しては受託者の収益性確保の観点から、契約変更に係る仕組みづくりを提案する。	 

	 

(3)	 調達・契約方法の府省統一化	 

調達方法や契約方法が各府省で異なる内容となっていては、発注者側・応札者側共に

非効率であり、府省間が連携することが重要である。前述で記載した調達方法に関する

改善提案や契約方法に関する改善提案を参考に府省統一の調達方法や契約方法の手引

きの作成についても検討頂きたい。	 

	 

4.3.2	 今後の委員会活動について	 

統計改革の流れと第Ⅲ期基本計画の方針から、公的統計調査業務の大型化と公的統計

市場の拡大は間違いなく、受け皿となる民間事業者の不足が課題となる。	 

そこで当委員会としては、新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進と現在受け皿

となっている民間調査会社の対応力の向上を重点課題として考え、委員会活動を進めて

いく所存である。	 

 
(1)	 新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進	 

①	 府省への提言内容の説明	 

新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進は、官民共同で行わなければ実現できな

い。前節では、公的統計調査業務がより魅力のある案件となるように府省への提言を記

載した。当委員会としては、統計所管部局への表敬訪問や意見交換等の府省との交流機

会を通じて、前節で記載した提言内容の必要性を説明し、一つでも多くの提案が府省で

受け入れられるように活動していき、受け入れられた提案については当委員会の会議や

基調講演等で会員各社に周知していく。	 

②	 基調講演を通じての公的統計市場の魅力を発信	 

公的統計市場の魅力を発信する方法として、当委員会が主催する府省職員や有識者を

招聘しての基調講演がある。ここ数年の基調講演の参加者は、当委員会の参画企業の社

員が中心となっており、参加人数が増加していないのが現状である。そこで、ＪＭＲＡ

会員各社への周知・広報活動の強化や公的統計調査業務の未受託者に対しても魅力を感

じるテーマの企画等、より多くの会員社が参加する基調講演の開催を目指す。	 

③	 当委員会への参画促進	 

ＪＭＲＡ会員社で公的統計調査業務の受託者となっているのは、当委員会に参画して

いる企業が中心となっている。そこで当委員会の参画企業以外で、基調講演に参加した

個人の所属する企業や地方公共団体の調査業務受託者等、府省の統計調査業務の受け皿

となる可能性のある会員社を中心に当委員会への参加を促す活動を行う。また必要に応
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また各府省との意見交換では、統計人材の削減による業務効率化や回収率・記入率など

の質の向上の観点から、民間調査会社の持つ新技術・新手法の公的統計調査業務への活

用が話題となることも多い。府省が民間調査会社の持つ新技術・新手法の提案を求める

場合は、提案内容を提案者固有の技術やノウハウとして取扱い、その情報が競合他社に

漏れないように、秘密保持契約等の契約上の配慮をする必要がある。総合評価落札方式

において、技術提案力重視の評価や契約上の配慮が行われれば、民間事業者側からは魅

力ある案件として認識されると共に、府省にとって有効な新技術・新手法が提案される

可能性もある。	 

③	 入札説明書・仕様書の標準化	 

公的統計調査業務において、入札説明書・仕様書は民間事業者側が調達案件の応札に

当たり、事業コストの算定と委託者側が求める品質を確認するための最も重要な判断材

料として捉えている。そのため適切な入札説明書・仕様書とは、応札判断に必要な情報

量が多く、業務の具体的な内容や手順、求められる品質の水準(回収率、記入率等)、既

往事業の実施状況等が詳細に記されており、委託者と受託者の認識のギャップを埋めら

れるものであることが重要である。当委員会の活動の一環として、公サ法適用案件に照

準を当て、実際の調達に使用されている実施要項の評価を行ってきた。その結果、公サ

法適用案件で使用されている実施要項は、｢実施要項作成時における競争性改善上のチ

ェックポイント｣に基づき作成され、事業コストを適切に算定できる優れた入札仕様で

あると評価してきた。このことから、会計法案件についても公サ法適用案件における｢実

施要項作成時における競争性改善上のチェックポイント｣と同様の手引きの整備を提案

する。	 

	 

(2)	 契約方法に関する提言	 

①	 複数年契約の導入	 

当委員会では発足以来、業務におけるコスト削減や安定的な経営の観点から、複数年

契約の民間事業者におけるメリットを述べてきた。統計改革により大型統計調査の民間

委託が増えつつあり、公的統計市場の拡大と委託業務の大型化は、民間調査会社として

歓迎されるものである。一方で、委託業務が大型になればなるほど、単年度契約では経

営の不安定要素になりえるという側面があり、｢委託契約の長期化｣がガイドラインに引

き続き盛り込まれたことは、経営の安定化の観点から、民間調査会社の参入意向が高ま

ると考えられる。現状では、公サ法適用案件や公サ法適用案件から終了プロセスに移行

した会計法案件が中心となって複数年契約が行われているが、新たに公的統計調査業務

の受け皿となる民間調査会社の育成や公的統計市場への参入意向醸成の観点から、会計

法案件でも複数年契約の採用が望まれる。	 

②	 変更契約の導入	 

公的統計調査業務においては、業務コストが適切に算定することができる優れた入札

仕様となっていた場合でも、社会情勢や業務環境等の要因によって、想定した成果と乖

離する結果となることがある。また継続性のある公的統計調査では、調達時には、業務

量算定に係る数量が固まっていないことがあり、契約締結後に数量が固まるといったケ
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ースが度々ある。このような場合、委託者・受託者のどちらかが負担するといった状況

になることもあり、負担者側が受託者となった場合は収益性に影響することになる。大

型の委託業務では数量の変更や回収率等が乖離し、受託者側が負担することとなった場

合、経営の悪化に直結することも考えられる。公的統計調査業務において参入障壁とな

っている一番の要因は｢収益性の低さ｣であり、契約後の受託者の責任ではない仕様の変

更に関しては受託者の収益性確保の観点から、契約変更に係る仕組みづくりを提案する。	 

	 

(3)	 調達・契約方法の府省統一化	 

調達方法や契約方法が各府省で異なる内容となっていては、発注者側・応札者側共に

非効率であり、府省間が連携することが重要である。前述で記載した調達方法に関する

改善提案や契約方法に関する改善提案を参考に府省統一の調達方法や契約方法の手引

きの作成についても検討頂きたい。	 

	 

4.3.2	 今後の委員会活動について	 

統計改革の流れと第Ⅲ期基本計画の方針から、公的統計調査業務の大型化と公的統計

市場の拡大は間違いなく、受け皿となる民間事業者の不足が課題となる。	 

そこで当委員会としては、新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進と現在受け皿

となっている民間調査会社の対応力の向上を重点課題として考え、委員会活動を進めて

いく所存である。	 

 
(1)	 新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進	 

①	 府省への提言内容の説明	 

新たに受け皿となる民間調査会社の参入促進は、官民共同で行わなければ実現できな

い。前節では、公的統計調査業務がより魅力のある案件となるように府省への提言を記

載した。当委員会としては、統計所管部局への表敬訪問や意見交換等の府省との交流機

会を通じて、前節で記載した提言内容の必要性を説明し、一つでも多くの提案が府省で

受け入れられるように活動していき、受け入れられた提案については当委員会の会議や

基調講演等で会員各社に周知していく。	 

②	 基調講演を通じての公的統計市場の魅力を発信	 

公的統計市場の魅力を発信する方法として、当委員会が主催する府省職員や有識者を

招聘しての基調講演がある。ここ数年の基調講演の参加者は、当委員会の参画企業の社

員が中心となっており、参加人数が増加していないのが現状である。そこで、ＪＭＲＡ

会員各社への周知・広報活動の強化や公的統計調査業務の未受託者に対しても魅力を感

じるテーマの企画等、より多くの会員社が参加する基調講演の開催を目指す。	 

③	 当委員会への参画促進	 

ＪＭＲＡ会員社で公的統計調査業務の受託者となっているのは、当委員会に参画して

いる企業が中心となっている。そこで当委員会の参画企業以外で、基調講演に参加した

個人の所属する企業や地方公共団体の調査業務受託者等、府省の統計調査業務の受け皿

となる可能性のある会員社を中心に当委員会への参加を促す活動を行う。また必要に応
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じて、ＪＭＲＡ会員社以外の企業に対し、ＪＭＲＡへの加盟と当委員会への参画を促進

する活動についての検討も行う。	 

④	 ＩＳＯ20252 の普及促進の支援	 

現行の入札方式ではＩＳＯ20252 を参加要件としている調達案件は少ないものの、総

合評価落札方式ではＩＳＯ20252 を加点評価としているケースが多い。｢統計調査におけ

る民間事業者の活用に係るガイドライン(2017 年(平成 29 年)3 月改定)｣において、プロ

セス保証の考え方を導入したことにより、ＩＳＯ20252 を加点評価または入札参加要件

として設定する調達案件が増えてくることが考えられる。前節でも述べた通り、ＩＳＯ

20252 認証企業は 2017 年度に府省から発注された統計調査業務のうち、6 割を受託して

おり、府省の統計調査業務の受け皿となっている。しかしながら、ＩＳＯ20252 認証取

得企業数は 2018 年 5 月時点で 8 社にとどまり、伸び悩んでいるのが実情である。毎年

ＩＳＯ20252 の認証取得を検討している企業が存在するものの、ここ数年は取得に至っ

ていないのが現状である。ＪＭＲＡ内にはＩＳＯ20252 の普及促進を担うＩＳＯ20252

認証協議会が設置されており、当委員会はＩＳＯ20252 認証協議会と連携をとりつつ、

ＪＭＲＡ内外に向けＩＳＯ20252 認証取得のメリットの発信を行い、ＩＳＯ20252 認証

企業の増加に寄与していく所存である。	 

⑤	 ＪＭＲＡのホームページ等を活用した公示案件の周知・広報	 

府省から公示案件の周知・広報について要請があった場合、ＪＭＲＡのホームページ

やメールマガジン等で協会内外に周知・広報活動を行ってきた。しかしながら、公示案

件の周知・広報を希望する府省は、それほど多くないのが現状である。そこで、統計所

管部局への表敬訪問や意見交換等の府省との交流機会を通じて、ＪＭＲＡで公示案件の

周知・広報活動が可能であることを働きかけていく。	 

	 

(2)	 民間調査会社の統計調査業務への対応力の向上	 

①	 共同事業体の推進	 

統計改革の流れから公的統計調査業務の大型化は、公的統計市場の拡大につながり、

民間調査会社として歓迎されるものではあるが、受け皿となっている民間調査会社のキ

ャパシティには限界があり、共同事業体等の新たな枠組みでの入札参加を検討していか

なければならない。公的統計調査業務においては、共同事業体による入札参加の事例が

少ないのが現状であり、2016 年度に実施した会員調査では共同事業体での参入意向を示

したＪＭＲＡ会員社が 10%にとどまっている。また共同事業体での入札参加に消極的な

理由として、手続き面や事業者間の責任範囲・体制といったことに不安を抱くとの意見

が散見された。このような状況から、当委員会では共同事業体による入札参加を促進す

るため、実際に共同事業体で落札された事例の情報収集を行い、手続き面での事例や成

功事例等の情報をＪＭＲＡ会員各社に発信していく。また、共同事業体での入札参加は、

事業者間の協議や調整に時間を要するため、民間調査会社単体のキャパシティを超える

大型の委託業務の調達を予定している府省に対しては、公示から応札まで期間について

通常の調達案件よりも余裕のある調達スケジュールを組むように働きかけていく。	 
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②	 統計人材の確保に向けた支援	 

府省の統計調査業務の受け皿となるためには、実務経験や専門知識を有する統計人材

の確保が重要となる。当委員会が実施した会員社調査では、2008 年度から 2016 年度の

9 年間で総従業員数 100 人以上のＪＭＲＡ会員社が 9 社増加しており、各社とも従業員

の確保を進めている状況がわかる。一方で統計の専門資格である｢統計調査士｣｢専門統

計調査士｣の育成状況については、ＪＭＲＡ会員社からの受験者数がここ数年間で横ば

いとなっており、各社の取り組みに変化が見られない。公的統計市場の規模拡大と公的

統計調査業務の大型化が進む中で、ＪＭＲＡ会員社が受け皿となるためには、統計人材

の確保について積極的に取り組むことが重要であると考えており、当委員会では引き続

き統計調査士・専門統計調査士受験対策講座の開催を行っていく。	 

	 

当委員会では委員会設立以降の 10 年間、公的統計調査業務の受け皿となる民間調査

会社の体制と調査インフラの整備促進に向けた支援を行うと共に、府省の統計所管部署

をはじめとする関係機関に対して、民間調査会社の実態と意向を伝え、設立目的である

｢公的統計調査業務における民間調査会社の円滑な活用｣の達成に向けた活動を行い、一

定の成果を収めてきた。今後の委員会活動では、公的統計調査業務において、より一層

民間調査会社が活用されるように取り組んでいくと共に、公的統計市場が魅力ある市場

として形成されるように活動範囲を拡げていく所存である。	 
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じて、ＪＭＲＡ会員社以外の企業に対し、ＪＭＲＡへの加盟と当委員会への参画を促進

する活動についての検討も行う。	 

④	 ＩＳＯ20252 の普及促進の支援	 

現行の入札方式ではＩＳＯ20252 を参加要件としている調達案件は少ないものの、総

合評価落札方式ではＩＳＯ20252 を加点評価としているケースが多い。｢統計調査におけ

る民間事業者の活用に係るガイドライン(2017 年(平成 29 年)3 月改定)｣において、プロ

セス保証の考え方を導入したことにより、ＩＳＯ20252 を加点評価または入札参加要件

として設定する調達案件が増えてくることが考えられる。前節でも述べた通り、ＩＳＯ

20252 認証企業は 2017 年度に府省から発注された統計調査業務のうち、6 割を受託して

おり、府省の統計調査業務の受け皿となっている。しかしながら、ＩＳＯ20252 認証取

得企業数は 2018 年 5 月時点で 8 社にとどまり、伸び悩んでいるのが実情である。毎年

ＩＳＯ20252 の認証取得を検討している企業が存在するものの、ここ数年は取得に至っ

ていないのが現状である。ＪＭＲＡ内にはＩＳＯ20252 の普及促進を担うＩＳＯ20252

認証協議会が設置されており、当委員会はＩＳＯ20252 認証協議会と連携をとりつつ、

ＪＭＲＡ内外に向けＩＳＯ20252 認証取得のメリットの発信を行い、ＩＳＯ20252 認証

企業の増加に寄与していく所存である。	 

⑤	 ＪＭＲＡのホームページ等を活用した公示案件の周知・広報	 

府省から公示案件の周知・広報について要請があった場合、ＪＭＲＡのホームページ

やメールマガジン等で協会内外に周知・広報活動を行ってきた。しかしながら、公示案

件の周知・広報を希望する府省は、それほど多くないのが現状である。そこで、統計所

管部局への表敬訪問や意見交換等の府省との交流機会を通じて、ＪＭＲＡで公示案件の

周知・広報活動が可能であることを働きかけていく。	 

	 

(2)	 民間調査会社の統計調査業務への対応力の向上	 

①	 共同事業体の推進	 

統計改革の流れから公的統計調査業務の大型化は、公的統計市場の拡大につながり、

民間調査会社として歓迎されるものではあるが、受け皿となっている民間調査会社のキ

ャパシティには限界があり、共同事業体等の新たな枠組みでの入札参加を検討していか

なければならない。公的統計調査業務においては、共同事業体による入札参加の事例が

少ないのが現状であり、2016 年度に実施した会員調査では共同事業体での参入意向を示

したＪＭＲＡ会員社が 10%にとどまっている。また共同事業体での入札参加に消極的な

理由として、手続き面や事業者間の責任範囲・体制といったことに不安を抱くとの意見

が散見された。このような状況から、当委員会では共同事業体による入札参加を促進す

るため、実際に共同事業体で落札された事例の情報収集を行い、手続き面での事例や成

功事例等の情報をＪＭＲＡ会員各社に発信していく。また、共同事業体での入札参加は、

事業者間の協議や調整に時間を要するため、民間調査会社単体のキャパシティを超える

大型の委託業務の調達を予定している府省に対しては、公示から応札まで期間について

通常の調達案件よりも余裕のある調達スケジュールを組むように働きかけていく。	 
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②	 統計人材の確保に向けた支援	 

府省の統計調査業務の受け皿となるためには、実務経験や専門知識を有する統計人材

の確保が重要となる。当委員会が実施した会員社調査では、2008 年度から 2016 年度の

9 年間で総従業員数 100 人以上のＪＭＲＡ会員社が 9 社増加しており、各社とも従業員

の確保を進めている状況がわかる。一方で統計の専門資格である｢統計調査士｣｢専門統

計調査士｣の育成状況については、ＪＭＲＡ会員社からの受験者数がここ数年間で横ば

いとなっており、各社の取り組みに変化が見られない。公的統計市場の規模拡大と公的

統計調査業務の大型化が進む中で、ＪＭＲＡ会員社が受け皿となるためには、統計人材

の確保について積極的に取り組むことが重要であると考えており、当委員会では引き続

き統計調査士・専門統計調査士受験対策講座の開催を行っていく。	 

	 

当委員会では委員会設立以降の 10 年間、公的統計調査業務の受け皿となる民間調査

会社の体制と調査インフラの整備促進に向けた支援を行うと共に、府省の統計所管部署

をはじめとする関係機関に対して、民間調査会社の実態と意向を伝え、設立目的である

｢公的統計調査業務における民間調査会社の円滑な活用｣の達成に向けた活動を行い、一

定の成果を収めてきた。今後の委員会活動では、公的統計調査業務において、より一層

民間調査会社が活用されるように取り組んでいくと共に、公的統計市場が魅力ある市場

として形成されるように活動範囲を拡げていく所存である。	 



− 110 −


